
令和５年 第３回 

本別町議会定例会会議録 

 
 

 

 

自 令和５年 ９月 ５日  

至 令和５年 ９月１４日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  別  町  議  会  

 

写  



- 1 - 

 

令和５年本別町議会第３回定例会会議録（第１号） 

令和５年９月５日（火曜日） 午前１０時００分開会  

───────────────────────────────────────── 

○議事日程  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  諸般の報告 

日程第 ５  行政報告 

日程第 ６ 議案第５３号 令和５年度本別町一般会計補正予算（第９回）について 

日程第 ７ 議案第５４号 令和５年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３

回）について 

日程第 ８ 議案第５５号 令和５年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）について  

日程第 ９ 議案第５６号 令和５年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第

２回）について 

日程第１０ 議案第５７号 令和５年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４回）について 

日程第１１ 議案第５８号 令和５年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第２回）

について 

日程第１２ 議案第５９号 令和５年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２

回）について 

日程第１３ 議案第６０号 令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第２回）について 

───────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４  諸般の報告 

日程第 ５  行政報告 

日程第 ６ 議案第５３号 令和５年度本別町一般会計補正予算（第９回）について 

日程第 ７ 議案第５４号 令和５年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３

回）について 

日程第 ８ 議案第５５号 令和５年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）について  

日程第 ９ 議案第５６号 令和５年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第
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２回）について 

日程第１０ 議案第５７号 令和５年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４回）について 

日程第１１ 議案第５８号 令和５年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第２回）

について 

日程第１２ 議案第５９号 令和５年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２

回）について 

日程第１３ 議案第６０号 令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第２回）について 

───────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名）  

議 長 １２番 篠 原 義 彦  副議長 １１番 柏 崎 秀 行 

 １番 宮  本  やよい   ２番 加 藤 徹 己 

 ３番 丑 若 浩 行   ４番 水 谷 令 子 

 ５番 梅 村 智 秀   ６番 石 山 憲 司 

 ７番 藤 田 直 美   ８番 方 川 一 郎 

 ９番 高 橋 利 勝   １０番 阿 保 静 夫 

───────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名）  

       

───────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名  

町 長  佐々木 基 裕  副 町 長  村 本 信 幸 

会 計 管 理 者  藤 野 和 幸  総 務 課 長  三 品 正 哉 

農 林 課 長  篠 原 順 彦  保 健 福 祉 課 長  長 屋 和 幸 

住 民 課 長  宮 口 淳 哉  健康・こども課長  髙 橋 紀 尊 

建 設 水 道 課 長  加 藤  勉  企 画 財 政 課 長  松 本 秀 規 

未 来 創 造 課 長  野 崎 昌 也  老人 ホー ム所 長  前 佛 清 治 

国保病院事務長  小 川 芳 幸  総 務 課 主 幹  上 原 章 司 

建設水道課主幹  小 出 勝 栄  総 務 課 主 査  石 川 雅 康 

教 育 長  高 橋 哲 也  教 育 次 長  武 田 敏 英 

社 会 教 育 課 長  千 代 孝 徳  農 委 事 務 局 長  舛 舘  憲 

代 表 監 査 委 員  井 出 英 彦  選 管 事 務 局 長  三 品 正 哉 

───────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名  

事 務 局 長  中 川 雅 之  総 務 担 当 主 査  越 後  忠 

総 務 担 当 主 事  今 井 綾 香    
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開会宣告（午前１０時００分）  

─────────────────────────────────────────── 

◎開会宣告  

○議長（篠原義彦） ただいまから、令和５年第３回本別町議会定例会を開会いたしま

す。  

─────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告  

○議長（篠原義彦） これから、本日の会議を開きます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名  

○議長（篠原義彦） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、阿保静夫議員、梅村智秀議

員及び丑若浩行議員を指名いたします。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告  

○議長（篠原義彦） 日程第２ 議会運営委員長から報告を行ないます。  

 議会運営委員長、藤田直美議員、御登壇ください。 

○議会運営委員長（藤田直美）〔登壇〕 報告いたします。  

令和５年６月１４日第２回定例会において、閉会中の調査付託を受けた議会の会期、

日程等の議会運営に関する事項について報告いたします。  

議会の運営に関する事項。まず、会期について申し上げます。本定例会の会期は、本

日９月５日から９月１５日までの１１日間とするよう予定いたしました。  

次に、一般質問の締め切りについて申し上げます。一般質問の通告は、本日から９月

７日正午をもって締め切ることといたしました。  

次に、陳情文書の取り扱いについて申し上げます。本日までに２件の提出がありまし

た。ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求め

る意見書の採択を求める陳情。以上１件については、議会運営基準１３８運用例１によ

ることとし、本別町林活議連の発議に向けた取り扱いを予定いたしました。  

次に、国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書の採択を求める陳情。以上

１件については、議会運営基準１３８運用例６によることとし、議会運営委員会発議に

て最終日の本会議で審議する取り運びを予定いたしました。  

次に、提出議案の取り扱いについて申し上げます。提出議案中、認定第１号令和４年

度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、ないし認定第９号令和４年度本別町国民

健康保険病院事業会計決算認定について、以上９件の議案については、議長及び議会選

出監査委員を除く１０名の委員で構成する令和４年度各会計決算審査特別委員会を設置

し、これに付託をして審査する取り運びを予定いたしました。  

以上、報告いたします。  

○議長（篠原義彦） これで報告済みといたします。  
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─────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件  

○議長（篠原義彦） 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。  

 お諮りします。  

 本定例会の会期は、９月５日から９月１５日までの１１日間とすることにしたいと思

います。  

御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

 したがって、会期は、本日９月５日から９月１５日までの１１日間とすることに決定

をいたしました。  

 お諮りします。  

 議事の都合により、９月６日から１１日までの計６日間を休会にしたいと思います。  

 御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

 したがって、９月６日から１１日までの計６日間を休会とすることに決定をいたしま

した。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 諸般の報告  

○議長（篠原義彦） 日程第４ 諸般の報告を行ないます。  

 報告第１２号公用車両の交通事故に起因する和解及び損害賠償額を定めることについ

て、報告を求めます。  

加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） 報告第１２号公用車両の交通事故に起因する和解及び損害

賠償額を定めることについて、御説明申し上げます。  

 本事故は、道路側溝の補修作業中における公用車両の事故であります。  

 令和５年４月４日午前９時４５分頃、公用車両である０．４５立方メートル級バック

ホーが、中川郡本別町押帯１９番地２路上において、道路側溝の補修作業中、公用車両

前方に設置されているブームを電線に接触し破損させたものです。  

事故後直ちに所有者へ謝罪と破損状況を確認し、８月１４日に示談が成立し、民法第

６９５条の規定に基づき和解し損害賠償額を定めたことから、地方自治法第１８０条第

１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。 

 なお、報告につきましては、和解の要旨のみ報告させていただきます。  

和解の相手方については、記載のとおりです。  

２、和解の要旨につきましては、本件の事故にかかる損害賠償額を一金１３０ ,２８４

円と定め、本別町が所有者に対し、支払うものとする内容であります。  

 なお、この損害賠償額につきましては、全額町村有自動車損害共済金により賄われま
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す。  

 今後は、このような事故を起こさないよう、より一層作業時には安全運転に努めてま

いります。  

 以上、報告第１２号の専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（篠原義彦） これで、報告済みといたします。  

 次に、報告第１３号令和５年度本別町一般会計補正予算（第８回）について報告を求

めます。  

 松本企画財政課長。  

○企画財政課長（松本秀規） 報告第１３号専決処分報告。  

 令和５年度本別町一般会計補正予算（第８回）につきまして、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告いたしま

す。  

今回の補正は、ただ今報告いたしました公用車両の交通事故に起因する損害賠償金で

あります。  

 予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３万１ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７４億６ ,４４０万１ ,０００円とする内容であります。 

 ３ページ、４ページをお開きください。  

下段の２、歳出でありますが、８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう

総務費、２１節補償補填及び賠償金１３万１ ,０００円の増額補正は、先ほど報告いたし

ました作業車の電話線損傷事故に係る損害賠償金として支払うものであります。  

上段の１、歳入でありますが、２０款諸収入、４項１目７節雑入１３万１ ,０００円は、

この費用の全額が町村有自動車損害共済金で賄われるため計上いたしました。  

以上、簡単ではありますが専決処分報告とさせていただきます。  

○議長（篠原義彦） これで、報告済みといたします。  

 次に、監査委員から、令和５年７月分に関する例月出納検査結果報告書の提出がござ

いました。その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。これで、報

告済みといたします。  

 次に、令和４年度本別町教育委員会の活動状況に関する点検評価報告書が、教育長か

ら提出がございました。その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。

これで報告済みとします。  

次に、所管事務調査結果報告書が総務、産業厚生常任委員会の各委員長から提出がご

ざいました。その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。これで報

告済みといたします。  

次に、議員派遣結果報告書が議会運営委員長及び新任議員研修会参加議員から提出が

ありました。その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。これで報

告済みといたします。  
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次に、委員派遣結果報告書が広報広聴常任委員長から提出がございました。その写し

をお手元に配布しておきましたので、御了承願います。これで報告済みといたします。  

次に、十勝圏複合事務組合議会の令和５年度第２回定例会以降における主な審議内容

について、お手元に配布のとおり報告いたしますので、御了承願います。これで報告済

みといたします。  

次に、とかち広域消防事務組合議会の令和５年度第２回定例会以降における主な審議

内容について、お手元に配布のとおり報告いたしますので、御了承願います。これで報

告済みといたします。  

次に、令和５年第２回定例会以降における議長の主な動静について、お手元に配布の

とおり報告いたしますので、御了承願います。これで、報告済みといたします。  

これで、諸般の報告を終わります。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 行政報告  

○議長（篠原義彦） 日程第５ 行政報告を行ないます。 

 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（佐々木基裕）〔登壇〕 令和５年本別町議会第３回定例会開会に当たり、行政報

告をさせていただきます。  

はじめに、令和５年度普通交付税の算定結果について報告いたします。  

７月２８日に総務省から普通交付税の算定結果が示されたところでありますが、本町

は、対前年当初算定比０．３％、９６４万１ ,０００円増額の２８億９ ,９６９万８ ,００

０円となり、５年連続の増額となったところであります。道内におきましては、交付団

体である１７８市町村のうち１３４市町村で増額となっており、北海道町村での増加率

は、対前年比１．２％、十勝町村では、同１．１％となったところであります。  

昨年度より増額となった主な要因は、基準財政収入額では法人税割が減少したものの

地方消費税交付金の増などにより３６７万５ ,０００円の増額となった一方で、臨時財政

対策債振替相当額の減や人口、面積に応じた包括算定経費の段階補正係数の増等により

基準財政需要額も１ ,１８４万１ ,０００円増加し、基準財政収入額を上回ったことによ

るものです。  

一般財源の不足分を補う財政調整基金及び減債基金については、本年度の当初予算に

おいて合計３億３ ,０００万円の取り崩しを計上したところでありますが、昨今の電気・

エネルギー等の物価高騰による影響への対応のため、先の補正予算におきまして財政調

整基金より４ ,０８２万９ ,０００円の追加取り崩しを行なったところです。今後の物価

や地域経済の動向によってはさらなる対応が見込まれ、基金残高の減少は避けられない

見通しとなっています。  

国では国税収入が３年連続過去最高額を更新している状況であり、この数年はこれを

背景に普通交付税の再算定を行ない、追加交付を実施しておりますが、地方財政におい

ては一般財源ルールを堅持しつつさらなる歳出の改革、抑制に取り組むことが必要であ

るとされていることから、今後の動向には注視する必要があり、地方交付税総額への影
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響を鑑みつつ、財政運営を行なっていかなければならないものと考えております。  

これらの財政運営の方針といたしましては、地方財政対策、地方交付税制度の改正な

ど国の動向を注視するとともに、基金依存度の縮小や経常経費の削減など、行政改革の

推進により財政運営の安定化を図り、歳入に見合った歳出の原則のもと、地域の活性化

や諸課題を解決していくため、予算の重点化、効率化の徹底が不可欠であると認識して

いるところでありますので、町民の皆様をはじめ議員各位の御理解と御協力をよろしく

お願いいたします。  

次に、農作物の生育状況について報告いたします。  

営農指導対策協議会での２回目の定期作況調査が９月中旬に予定されていることから、

農業改良普及センターによる現在の農作物生育状況定期調査に基づき報告をさせていた

だきます。  

本町の気象経過でありますが、植え付け期の４月、５月の平均気温が高く、降雨につ

きましても平年並みで推移していたものの、６月下旬ごろから気温の上昇によりまして

農作物全般の高温障害や干ばつの影響が心配されたところでありますが、平年より早く

生育されています。  

小麦につきましては、ＪＡの収穫作業が昨年より５日早い７月２０日に始まり、７月

２６日に終了しています。乾麦で平均１１．５７俵、製品歩留まりにつきましては９６．

６％となり、１１．１７俵程度確保されました。  

今後、天候に恵まれ収穫作業が順調に進み、良い出来秋が迎えられることを願ってい

るところです。  

 次に、デジタル田園都市国家構想総合戦略について御報告いたします。  

国では、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指すデジタル田園都市国

家構想の実現に向け、地域の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化・深化することと

しており、そのため昨年１２月にこれまでのまち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的

に改訂し、デジタル田園都市国家構想総合戦略を新たに策定し、閣議決定されたところ

です。  

地方においては、まち・ひと・しごと創生法の規定に基づき、国の総合戦略を勘案し、

地域の個性や魅力を生かした地域が目指すべき理想像を再構築した上で、地方版総合戦

略の改訂に努めることとされています。  

こうしたことから、本町におきましても現在の第２期本別町まち・ひと・しごと創生

総合戦略を、デジタル技術を活用した地域の社会課題解決という国の構想に沿った本別

町デジタル田園都市国家構想総合戦略へと改訂することといたしました。  

その取組のため、まずはこれまで庁内組織として設置しておりました本別町まち・ひ

と・しごと創生推進本部を、本別町デジタル田園都市構想推進本部へ、地方版総合戦略

等の策定・検証に当たる住民等の組織、本別町まち・ひと・しごと創生推進委員会を本

別町デジタル都市構想総合戦略推進委員会へと改称したところです。  

今後、本年度内での総合戦略の改訂を目指し、推進本部、推進委員会での検討を進め

ていくこととしておりますので、御承知おき賜りますようお願いいたします。  
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以上、本別町議会第３回定例会行政報告とさせていただきます。  

どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これで、行政報告を終わります。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第５３号  

○議長（篠原義彦） 日程第６ 議案第５３号令和５年度本別町一般会計補正予算（第

９回）についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 松本企画財政課長。  

○企画財政課長（松本秀規） 議案第５３号令和５年度本別町一般会計補正予算（第９

回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、各事業の実施見込みによる増額対応及び前年度事業決算による精算金

の計上が主なものであります。  

 予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５ ,８４１万６ ,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億２ ,２８１万７ ,０００円とする内容であ

ります。  

それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。  

９ページ、１０ページをお開きください。  

２、歳出ですが、２段目の２款総務費、１項総務管理費、８目住民生活推進費、１０

節需用費、修繕料、街路灯４２万６ ,０００円の増額補正は、ＬＥＤ街路灯の故障が連続

しており、今後も故障が想定されることからその費用を計上するものです。  

その下、１０目まちづくり推進費、１８節負担金補助及び交付金、補助金、地域おこ

し協力隊起業経費１００万円の増額補正は、現在活動中の協力隊員１名が町内で起業す

る予定であることから、その支援として計上するものです。  

３行目の１２目電算事務処理費、１２節委託料、電算業務委託料、システム修正２８

６万５ ,０００円の増額補正は、令和６年度から賦課される森林環境税の対応のための住

民情報システム改修を行なうものです。  

下段の３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、１１節役務費合計３万９ ,

０００円の増額及び、１つ飛んで１８節負担金補助及び交付金、補助金、エネルギー・

食料品等物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金３１８万円の増額補正は、給付金の対象

世帯数の増加による必要経費を計上するもの、２２節償還金利子及び割引料合計５８７

万４ ,０００円の増額補正は、前年度事業費確定により障害者自立支援給付費及び障害者

医療負担金について、国及び北海道に返還金が生じたため計上するものです。  

１１ページ、１２ページをお開きください。  

２段目の２項老人福祉費、１目老人福祉総務費、７節報償費、奨励金、視察参加１９

万１ ,０００円の増額及び８節旅費、普通旅費１３万６ ,０００円の増額補正は、特別養



- 9 - 

 

護老人ホーム建て替えの検討における先進地視察のため、町民ワーキンググループ委員

及び職員の旅費を計上するものです。  

２目介護保険費、２２節償還金利子及び割引料、過年度国庫負担金補助金返還金２０

万４ ,０００円の増額は、前年度事業費確定により低所得者保険料軽減負担金の返還金が

生じたため計上するものです。  

３段目の３項児童福祉費、１目児童福祉総務費、２２節償還金利子及び割引料合計１

８万５ ,０００円の増額補正は、前年度事業費確定により子育てのための施設等利用給付

交付金及び低所得の子育て世帯生活支援特別給付金補助金について、国及び北海道に返

還金が生じたため計上するものです。  

下段の４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、１０節需用費、修繕料、

車両７４万７ ,０００円の増額補正は、太陽の丘循環バスのうち１台のヒーター故障によ

り修理が必要となったことからその費用を計上するもの、１２節委託料、電算業務委託

料、システム修正２５万３ ,０００円の増額補正は、コロナウイルスワクチンの秋接種開

始に向けた接種券交付等の対応のため健康管理システムに改修が必要となるためその費

用を計上するもの、その下、１８節負担金補助及び交付金、補助金、不妊治療費助成事

業費２４０万円の増額補正は、助成申請件数の増加によるものです。  

その下、２目母子保健費、１０節需用費、燃料費、ガソリン２万６ ,０００円の増額、

１１節役務費、自動車損害保険料、任意４万円の増額、１３ページ、１４ページをお開

きください。  

上段の２行目、１３節使用料及び賃借料、借上料、車両３７万７ ,０００円の増額補正

は、出産・子育て応援交付金事業の相談支援業務に係る車両の経費を計上するもの、１

行目の１２節委託料、業務委託料、産後ケア事業２７万６ ,０００円の増額補正は、事業

受託事業者の増加による利用者増によりその費用を計上するものです。  

その下、３目予防費、１０節需用費、消耗品費３万円の増額、１１節役務費合計９万

３ ,０００円の増額、１２節委託料合計２７２万３ ,０００円の増額補正は、コロナウイ

ルスワクチンの秋接種開始による接種体制確保のためその費用を計上するものです。  

下段の６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、１８節負担金補助及び交付

金、補助金、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業３ ,５２０万９ ,０００円の増額補正

は、健全な種子の安定供給対策事業として種バレイショの罹病率低減事業と、てん菜か

ら需要の高い作物等への転換事業、労働負担軽減対策事業として作業機械の導入と、豆

類等の安定生産対策として新品種導入事業の４事業について補助の採択があったことか

ら計上するものです。  

その下、５目農地費、１３節使用料及び賃借料、借上料、重機２０７万７ ,０００円の

増額補正は、８月上旬の降雨による排水路の土砂流入等の対応のため重機借り上げが増

加していることからその費用を計上するものです。  

１５ページ、１６ページをお開きください。  

上段の８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費、１０節需用費、

修繕料、車両１７８万６ ,０００円の増額補正は、車両の所管替えによる車検整備費用の
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増額と、道路パトロール車の事故による修繕料を計上するもの、その下、１１節役務費 

合計４万９ ,０００円及び２６節公課費９ ,０００円の増額補正は、車両の所管替えによ

る諸経費を計上するものです。  

その下、２目道路維持費、１３節使用料及び賃借料、借上料、各種機械５９０万円の

増額補正は、路肩の補修や倒木の処理等に使用する道路維持作業用機械の使用頻度が増

加しており、今後も降雨等による障害が想定されるため増額するものです。  

２段目の４項都市計画費、２目公園費、１２節委託料、調査設計委託料、都市公園安

全・安心対策事業７８万３ ,０００円の減額補正は契約執行残の調整によるもの、１４節 

工事請負費、都市公園事業、都市公園安全・安心対策事業７８万３ ,０００円の増額補正

は、本別公園の遊具整備事業促進のため増額するものです。  

１７ページ、１８ページをお開きください。  

上段の３項中学校費、１目学校管理費、１０節需用費、修繕料、学校施設３０万円の

増額補正は、本別中学校のトイレ暖房等の修理を行なうもの、２行下、１７節備品購入

費、学校管理用備品、本別中学校３８万４ ,０００円の増額補正は、電気温水器の故障に

より交換が必要となったことからその費用を計上するものです。  

下段の５項保健体育費、１目保健体育総務費、１節報酬２万円の増額、８節旅費合計 

１４万２ ,０００円の増額及び１０節需用費、消耗品費、参考図書６ ,０００円の増額補

正は、全国スポーツ推進委員研究協議会出席に伴う諸経費を計上するものです。  

以上、歳出を終わり、戻りまして５ページ、６ページをお開きください。  

１、歳入ですが、２段目の１４款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費国庫負担

金、１節保健衛生費負担金、新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金５７万円の増

額及びその下の２項国庫補助金、３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金、２行

目の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金１０３万５ ,０００円の増

額補正は、コロナウイルスワクチンの秋接種実施に係る事業費に対する負担金、補助金

をそれぞれ計上するものです。  

同じく１節保健衛生費補助金、１行目の妊娠・出産包括支援事業補助金１３万８ ,００

０円の増額補正は、歳出で説明いたしました産後ケア事業の事業費増額に伴う補助金の

増額を計上したもの、３行目の出産・子育て応援交付金２０５万７ ,０００円の増額及び

その下、１５款道支出金、２項道補助金、３目衛生費道補助金、１節保健衛生費補助金 

１０２万８ ,０００円の増額補正は、出産・子育て応援事業の１０月以降実施分に係る

国・北海道の補助金を計上するものです。  

同じく、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、１節農業費補助金、持続的畑作

生産体系確立緊急対策事業補助金３ ,５２０万９ ,０００円の増額補正は、歳出で説明い

たしました種バレイショ罹病率低減事業等４事業に対する補助金を計上するものです。  

下から２段目の１６款財産収入、１項財産運用収入、２目１節利子及び配当金、配当

金、本別町森林組合２１万９ ,０００円の増額補正は、本別町森林組合より令和４年度決

算に係る出資配当金があったため計上するものです。  

７ページ、８ページをお開きください。  
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上から２段目の２０款諸収入、２項貸付金元利収入、１目民生費貸付金元利収入、１

節社会福祉費貸付金元利収入、ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入３７万５ ,０００円の

増額補正は、平成１１年度の貸付金が繰上償還されたことから計上するものです。  

その下、４項１目７節雑入、町村有自動車損害共済金５万円及び損害賠償給付金１３

０万円の増額補正は、歳出で説明いたしましたパトロール車の事故に対する保険給付金

を計上するもの、３行目の医療・介護・障害施設等物価高騰対策支援金５万円の増額補

正は、北海道の物価高騰対策支援事業による児童発達支援センターに係る支援金を計上

するものです。  

以上、歳入を終わりまして、次に、４ページにお戻りください。  

第２表、繰越明許費ですが、２款総務費、１項総務管理費、事業名、森林環境税賦課

徴収に係るシステム修正事業２８６万５ ,０００円は、歳出で説明いたしました住民情報

システム改修の完了予定が令和６年５月頃となる見込みであることから、翌年度に繰り

越すものです。  

第３表、債務負担行為補正ですが、新たに債務負担行為とする事業を追加するもので

す。  

事項、本別テレビ中継局放送機器更新工事。期間、令和５年度より令和７年度。限度

額５ ,９４８万７ ,０００円で、美里別高東にあります本別テレビ中継局の機器更新に当

たり機材の調達等に相当の期間を要するため、２年程度の工期により工事を実施するた

め事業を追加するものです。  

以上、令和５年度本別町一般会計補正予算（第９回）の提案説明に代えさせていただ

きます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 質疑は、歳入歳出、繰越明許費など一括といたします。  

 高橋議員。  

○９番（高橋利勝） 歳出の９ページ、１０ページ、１０目のまちづくり推進費で、補

助金として地域おこし協力隊起業経費１００万円がありますが、この内容について、も

う少し詳しくお伺いをしたいと思います。  

○議長（篠原義彦） 野崎未来創造課長。  

○未来創造課長（野崎昌也） お答えいたします。  

概要につきましては、本別町地域おこし協力隊卒業後、本町の新たな担い手として町

内で起業する者１名に対しまして、本別町地域おこし協力隊起業経費補助金交付要綱に

基づきまして、補助金を交付するものになります。この要件としましては、協力隊員と

して活動期間が２年以上で卒業後１年以内に起業するものとなっておりまして、その経

費につきましては、特別交付税として財政措置されるものとなっております。以上です。  

○議長（篠原義彦） 宮本議員。  

○１番（宮本やよい） １３ページ、１４ページの３目予防費の新型コロナワクチン秋

接種の件なんですが、秋接種ということで、今回のワクチンはＸＢＢ株対応１価メッセ
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ンジャーＲＮＡワクチンで間違いないとは思うんですが、もし違ったら後から訂正お願

いします。  

今流行ってるコロナ、ＸＢＢ株から変異株ＥＧ５系統に移行して、それが主流となっ

ていますが、このワクチンを打つ必要性について伺います。  

○議長（篠原義彦） 髙橋健康・こども課長。  

○健康・こども課長（髙橋紀尊） 使用ワクチンにつきましては、ファイザー社のオミ

クロン株ＸＢＢ．１．５対応の１価ワクチンであります。  

このワクチンを打つ必要性なんですけれども、一応国の事業でこのワクチン接種を進

めておりまして、この国の示すワクチンを使用するということが必要だということで進

めてまいります。以上です。  

○議長（篠原義彦） 宮本議員。  

○１番（宮本やよい） 今、国の事業でということでしたが、ワクチンを打っても実際

町内でも病院、介護施設でクラスターが起きていますが、ワクチンの効果あるのかない

のか、また、打つメリットについてどのような認識なのかお聞きします。  

○議長（篠原義彦） 髙橋健康・こども課長。  

○健康・こども課長（髙橋紀尊） クラスターとかも発生していてコロナにかかる方が

いらっしゃるということなんですけれども、重症化しないっていうところではメリット

があるのかなと考えてはおります。以上です。  

○議長（篠原義彦） 宮本議員。  

○１番（宮本やよい） 予防接種の健康被害について、１９７７年から予防接種の健康

被害救済制度始まっているんですが、今までの全てのワクチンで３ ,５２２件認定されて

いるのに対して、この新型コロナワクチン４ ,０９８件認定されています。  

死亡認定数に関しても、全てのワクチンで１５１件、新型コロナワクチンで２１０件。

これ２０２３年８月３０日時点の厚労省によるものなんですが、つまり４５年間のあら

ゆるワクチンの被害認定をこの新型コロナワクチンたった二、三年で超えてしまってい

ます。こういう情報は、町のホームページや広報などで判断材料の一つとして広く周知

するべきだと考えますが、見解を伺います。  

○議長（篠原義彦） 髙橋健康・こども課長。  

○健康・こども課長（髙橋紀尊） このワクチン接種につきましては、あくまでも国の

事業で行なっているものでありますので、町独自でというよりも、国からそういうこと

を指示がありましたらそういう形で進めたいと思いますけど、町独自では進める考えは

ございません。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

 柏崎議員。  

○１１番（柏崎秀行） ２点お聞きします。  

１点目です。１０ページ、まちづくり推進費、地域おこし協力隊起業経費、先ほど説

明ありました。こちらの財源をお聞かせください。  

２点目です。１６ページ、土木費、道路維持費、１３節使用料及び賃借料５９０万円、
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こちら路肩の補修と木の処理というような説明がありました。何をどのように、何にい

くら使ったのか、詳しい内容を聞かせてください。  

○議長（篠原義彦） 野崎未来創造課長。  

○未来創造課長（野崎昌也） お答えいたします。  

財源ですけども、先ほどもちょっと触れましたけども、特別交付税措置されるという

ことで、財政措置されるというものであります。以上です。  

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。  

借り上げの５９０万円の内容でございますが、まず８月の上旬にかけて雨が降ってご

ざいます。その中で、町道路線につきましては１３路線、これは路肩の崩れ、または路

面の補修等の部分の修繕として計上させていただいている分でございます。それと支障

木に関しましては、今年の夏を中心に、現地パトロール等々含めた中で、通行として支

障となる部分、これは全７路線、これは市街地というよりも多くは郊外の部分になりま

すが、７路線につきまして、繁茂している部分の枝落とし等の計上ということでさせて

いただいている部分でございます。以上でございます。  

（発言する者あり）  

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） 申し訳ございません、もう一度答弁いたします。  

金額の部分でございますが、最初にお話しました町道路線１３路線につきましては、

金額としまして、重機の借り上げ等も含めまして２２１万１ ,０００円計上させていただ

きました。  

また、もう１路線、これは路線の中で、これは町道ふるさとの森道路でございますが、

８月の最初の、先ほどお話しましたが６日７日にかけての雨の際に、道路ののり面部が

崩壊してるという部分がございまして、これも重機のスーパーロングのバックホーと１

０トンダンプということで、合わせまして１３８万６ ,０００円計上してございます。  

それと支障木の関係でございますが、７路線で計上させていただいてる金額としまし

て１７４万９ ,０００円計上させていただいております。  

あとその他の機械の一式ということで、本別沢道路の部分で路肩の崩壊という部分で

２７６万５ ,０００円計上させていただいているとこでございます。合わせて５９０万円

という内訳でございます。以上です。  

○議長（篠原義彦） 柏崎議員。  

○１１番（柏崎秀行） 再度お聞きします。  

この７路線、夏に木が倒れていたということの計上だと思うんですが、パトロールで

見つけたと。どのようなパトロール、いつどのぐらい行なった中でそれを見つけたのか

お聞きしたいと思います。  

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。  

この７路線につきましてはいずれも郊外地でございますが、路線の場所につきまして
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は押帯方面、美蘭別方面、あと仙美里方面、勇足方面という形になってございます。  

通常うちのほうで道路のパトロール等は通常にしてございますが、これまでの中で当

然パトロール中心で見つけた部分、あと町民の皆様からこの部分ちょっと通れないよと

いうお話もいただいた部分もございます。その中で、あくまでも通常の道路通行するに

当たっての枝が出ている部分ということで、通行に差し支える部分だけを処理したいと

いうことで今回計上させていただいている内容でございます。  

通常、基本的にはパトロールということでうちの職員が回った中で、今回計上させて

いただいております。  

パトロールの頻度というか、どのぐらい出てるかという部分でございます。すいませ

ん、今、答弁漏れで申し訳ございません。  

通常の場合、月１回ということで定めておりますが、今補修作業等を毎日のようにや

ってございます。  

当然、その中でうちのパトロールを担当してるセンター長含めて、毎日現場のほうに

出てございますので、その際に含めてパトロールもやってございますので、月１回とい

うよりも、最近であれば現場に出たときにはその辺の部分も含めて出ておりますので、

そういう形で進めているところでございます。以上です。  

○議長（篠原義彦） 柏崎議員。  

○１１番（柏崎秀行） 今お聞きしたところ、パトロールだけじゃないと、町民からの

要請もあったということが今出てきました。  

先ほどから押帯、仙美里、勇足方面、あと町民の苦情と。この中で、何がパトロール

で見つけて、どこが町民の苦情であったかをお聞かせください  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩いたします。  

午前 １０時５２分  休憩  

午前 １１時０５分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 答弁からといたします。  

加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。  

先ほどの支障木の関係でございます。先ほど支障木につきましては７路線ということ

で、どのような形でということでございます。まず７件のうち地域町民からということ

でお話いただいている部分でございますが、これは２路線ということでなってございま

す。場所につきましては仙美里環状道路、これにつきましては、奥仙美里のほうぐるり

と一周巡回できる道路でございますが、その中の部分。もう１路線につきましては、勇

足ラウンベ間道路、これは負箙、ラウンベのほうに向かっていく路線ということになっ

てございます。その２路線、これは地域町民の方から連絡をいただきまして、計画路線

ということで支障木伐採等ということで計上させていただいております。  

あと残りの７路線のうち５路線でございますが、これはパトロールということで町職

員、５路線巡回させていただいた中で計上させていただいております。  
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場所につきましては、押帯２横断道路、押帯３横断道路、これにつきましては本別士

幌線、道道ですね、ちょうど押帯高台池田側、そちらの路線上りきる間、横断的に上が

っていく道路、この部分でございます。あと美蘭別横断道路、これは美蘭別の奥にある

路線でございます。そして４路線目につきましては、同じく美蘭別の活込横断道路とい

うことで、そこの近くの道路でございます。あと美里別、これは１７号道路、美里別地

区の中にある道路でございます。この５路線につきましては、職員が巡回した中で通行

に支障あるということで今回計上させていただいたところでございます。  

いずれにしましても、方法としまして町民からいただいた場合に、地域町民からその

ような電話をいただいて、その後私たち現場班、車両センターの職員が順次回って確認

をした中で、必要のある部分は処理をしていくという形をとらさせていただいておりま

す。以上でございます。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

 丑若議員。  

○３番（丑若浩行） １６ページ、農業費の１８節補助金についてお伺いいたします。  

この４事業ということでございましたけれども、その４事業の内訳と、またそれぞれ

の目的、目標をお聞かせ願いたいと思います。  

またもう１つ、１３節の借上料。この重機借り上げは、どなたが運用をしているのか、

その実態をお伺いいたします。  

○議長（篠原義彦） 篠原農林課長。  

○農林課長（篠原順彦） お答えいたします。  

１８節負担金補助及び交付金の補助金の部分でございます。持続的畑作生産体系確立

緊急対策事業でございますが、議員おっしゃるとおり４事業に分かれておりまして、一

つといたしましては、健全な種子のバレイショの安定供給対策事業といたしまして、種

バレイショの罹病率低減の取組ということで、３３．７３ヘクタール、５戸の農家の方

が対象となっております。これはヘクタール当たり８万円の補助が出ておりまして２６

９万８ ,４００円となっております。  

２点目ですが、こちらにつきましては、てん菜から需要の高い作物等への転換事業と

いう形で６９．０２ヘクタール、２２戸の方が対象となっております。金額といたしま

して１ ,９７６万５００円。  

３点目といたしましては、これは加工用バレイショの収穫機を導入しております。労

働力負担軽減対策という形で、こちらは１団体の方が使用するという形で３戸の方でな

っております。  

国のほうの補助といたしましては、２分の１以内のリース事業となっておりまして、

補助対象経費１ ,９８０万円、税抜きで１ ,８００万円になります。１ ,８００万円の２分

の１以内ということで、今回９００万円の予算計上しているところでございます。  

４点目につきましては、豆類等の安定生産対策という形で１団体の方が申請しており

ます。こちらにつきましては、豆類の新品種の導入という形で５０ヘクタールを申し込

まれておりまして、これはヘクタール７万５ ,０００円という形で３７５万円の補助を今
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回の予算計上となっております。  

その下の借上料でございますが、こちらも８月の降雨によりまして、排水路の土砂埋

塞等がありました。そこで明渠排水の土砂上げを行なう経費を計上しているところでご

ざいます。以上です。  

○議長（篠原義彦） 丑若議員。  

○３番（丑若浩行） 重ねてお伺いいたします。  

１３節の重機借り上げてございますけれど、この借上料で申出のあった全ての農地復

旧に対応できているのかお伺いいたします。  

○議長（篠原義彦） 篠原農林課長。  

○農林課長（篠原順彦） お答えいたします。  

この部分ですが、農地を持たれてる方のところに入っている明渠排水路でございます

が、連絡をいただきまして、職員が確認をして、緊急性があるというか、排水路が埋塞

してて流れが悪くなってるところを対応するという形になっておりますので、全てが対

応できるという形ではございません。以上です。  

○議長（篠原義彦） 丑若議員。  

○３番（丑若浩行） 対応できない場合の、復旧の決定のその基準を、もう一度お聞か

せ願います。  

○議長（篠原義彦） 篠原農林課長。  

○農林課長（篠原順彦） 現地に赴きまして現地で把握させていただき、まだ流下能力

があると踏んだ部分につきましては、その後のときに計上させていただくというような

形をとっております。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） それでは歳出からお伺いをいたします。  

歳出９ページ、１０ページでございます。３款民生費、１項社会福祉費の１８節負担

金補助及び交付金３１８万円の計上で補助金、エネルギー・食料品等物価高騰に伴う低

所得世帯支援給付金ということで３１８万円計上がございます。こちら世帯数の増加と

いう御説明をいただいたところでございますが、積算の内容と提案に至るその背景、経

緯等について詳細お伺いをいたします。  

２点目、ページ変わりまして３款民生費の２項老人福祉費でございます。１１ページ、

１２ページ、１目老人福祉総務費、うち７節報償費、８節旅費で奨励金視察参加１９万

１ ,０００円、普通旅費で１３万６ ,０００円の計上がございます。御説明においては、

特養老人ホーム等の先進地の視察ということでございました。こちら主にどういった特

徴等を学ぼうというような趣旨での視察となっているのか、積算の内容と目的、視察地

等についてお伺いをいたします。  

続きまして、１３ページ、１４ページ、６款農林水産業費、１項農業費でございます。

１３節使用料及び賃借料、借上料で重機２０７万７ ,０００円の計上がございます。こち

ら積算の内容についてお伺いをいたしますが、うちこの重機の機種また用途、また単価
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等がわかるように御説明を求めます。  

続きまして、１５ページ、１６ページ、８款土木費でございます。道路橋りょう費う

ち道路維持費の使用料及び賃借料、借上料で各種機械５９０万円の計上がございます。

こちらにおきましても積算内容を、うち重機の機種や用途、またその単価等がわかるよ

うに御説明を求めるものでございます。  

戻りまして歳入です。７ページ、８ページ、２０款諸収入、２項貸付金元利収入、１

目民生費貸付金元利収入、１節社会福祉費貸付金元利収入、ウタリ住宅改良資金貸付金

元利収入、平成１１年度１戸ということで３７万５ ,０００円の計上がございます。こち

らの６定においても繰上償還等の申し入れがあるというような御答弁いただいたところ

でございます。今回の計上につきましても繰上償還ということの御説明でございました。

この提案に至るまでの経緯や収納に向けた取組等について、概要等をお伺いいたします。 

○議長（篠原義彦） 長屋保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長屋和幸） 梅村議員の御質問に答弁させていただきます。  

まず１０ページのエネルギー・食料品物価高騰に伴う世帯支給の給付金のこれまでの

経緯、背景というところでの御質問でありますが、こちらにつきましては昨年度行ない

ました電力・ガス・食料品の支給という形で、実績が１ ,０５９世帯ございました。この

部分を当初予算として計上させていただいたところであります。  

この昨年度行なわれました電力・ガス・食料品の物価高騰の給付金につきましても、

今回の給付金と同じような対象基準という形でありましたので、この基準を用いたとこ

ろであります。６月１日に住民税が確定をされまして、その後、１月から６月までの転

入者についても支給対象となるという形でありましたので、そういった方々もピックア

ップをいたしまして、今回１０６世帯分を追加するという形で支給を考えております。

内容につきましては今現在でありますが、８月の中旬にそれぞれプッシュ型で発送させ

ていただいておりますが、この件数が既に１ ,０５１世帯ということで、対象となるであ

ろう方について、郵送を行なっております。昨日現在で８割の方が申請をいただいてい

るという形であります。  

続きまして、１２ページ、報償費と旅費の内容であります。こちらにつきましては、

報償費につきましては、ワーキンググループ等の方々が実際にその施設を見ていただい

て、肌で感じていただきながら、本別には今後どのような施設が望ましいのか、そうい

ったことを検討いただく際に、やはり実際に見ていただいたほうが非常に効率よく協議

できるのではないかということで視察を考えております。また委員の中からも、やはり

実際に見てみたいというような声がこれまでにもありましたので、そういったところを

尊重させていただくという形になっております。また旅費の部分でありますが、これま

では保健福祉の職員が視察という形で見させていただいておりますけれども、関係する

財政ですとか、老人ホームの職員ですとか、建築の部局ですとか、そういった方々にも

やはり見ていただいて関わっていただきたいというようなところから、新たに旅費を計

上させていただいたところであります。  

どういった施設を見ていくのかというところでありますけれども、それぞれ今予定を
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しておりますのは、札幌市と函館市の近郊にあります施設というところで、特徴的な事

業を展開されているというようなところを考えております。まだ先方とは今後の日程調

整、また受諾いただけるかというのは今後のお話になりますので確定ではございません

けれども、この予算が通った段階でそういったこちらの思い、また目的を告げながら、

対応してまいりたいと考えております。  

続いて、歳入の部分の７ページ、８ページ、ウタリ住宅のところであります。この予

算提案に至るまでの経過でございますが、議案にも書いてありますとおり、平成１１年

の借りという形で、令和７年３月までの償還をいただくという形で、２５年間でありま

した。議員御存じのとおり、若干、これまでも滞納がありまして少し遅れていた状態で

はございまして、この間電話、また訪問という形、また面接など来ていただいてのお話

というようなところもさせていただいた中で、７年３月までには全てお返しいただきた

いというようなお話をさせていただいたところであります。これまでの双方の信頼関係

といったところだと私は判断しておりますけれども、そういったお話を理解いただきま

して、繰上償還に至ったというようなところでございます。繰上償還いただいたのは６

月７日に納付をいただいているところでございます。以上です。 

○議長（篠原義彦） 篠原農林課長。  

○農林課長（篠原順彦） お答えいたします。  

１４ページの１３節使用料及び賃借料の重機借上料でございます。こちらにつきまし

ては、用途は土砂の掘削作業に関わるものとなっておりますので、使われる機種といた

しましては、バックホーの０．７立方メートル、鉄キャタピラーという機種になりまし

て、１時間当たり９ ,９００円となります。一部土砂運搬等も出てきますので、１０トン

ダンプトラック、こちらは１時間１万１ ,０００円、重機を運搬するに当たりましてトレ

ーラー、往復で３万５ ,２００円となっております。以上です。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。  

１６ページの１３節使用料及び賃借料５９０万円の内訳でございます。まず、計上し

てる中の機種でございます。先ほど農林課のほうでも出てございますが、バックホーの

０．２、これは小さい機種でございます。これは１日単価１万４ ,３００円で重機借り上

げしてございます。バックホーの０．７立方メートル級でございます。これは１日２万

６ ,４００円ということで借り上げさせていただいております。またバックホーの０．４

５、これはオペ付きです。自前でできない、業者にお願いするときに運転手付きという

オペ付きでございますが、これにつきましては１時間８ ,８００円の８時間ということで

７万４００円という形で借り上げさせていただいております。また、これらを運搬する

等重機運搬車ということで、トレーラーやってございます。これは１０キロまで１回２

万２ ,０００円という形で計上となってございます。あともう１つバックホーにつきまし

ては、０．７のスーパーロングというものがございます。これは通常の同じ０．７のバ

ックホーに比べまして、アームの部分といいましょうか、その分が長くなっております。

のり面部の深いところだとか、そういう部分に使用するためにやる機械でございますが、
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これはスーパーロングということで長い部分でございますが、１日当たり１３万２ ,００

０円ということで借り上げをさせて計上させていただいております。  

いずれもこの機種にあたりましては、主に先ほどお話もありましたけども、掘削等を

するということで土砂上げ等に主に使用しているところでございます。基本的にはこの

ユンボ１台である程度掘る、ならす、叩くというようなことも全てできるような仕掛け

になってございますので、それらの重機が多く今回計上させていただいている内容でご

ざいます。  

あと支障木等伐採する機械でございますが、これにつきましてはバックホーの０．４

級のバックホーにグラップルまたはカッター、木を切断するという部分も含めて、して

る一体型の機械がございますが、これについては１日当たり５万８ ,３００円ということ

で借り上げ計上させていただいているところでございます。主に先ほど説明させていた

だきました支障木の処理ということで、使用させていただいている機械となります。以

上でございます。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） それでは３款民生費の９ページ、１０ページの負担金補助及び交

付金、補助金の３１８万円についてお伺いをいたします。  

こちら住民税の確定が６月１日になされたと。その後の転入者等もということでござ

いまして１０６世帯、こちらの非課税世帯等に対して一律３万円ということの給付がな

される事業でございますが、ということであれば、昨年の実績となる１ ,０５９世帯より

１割程度上回っているということになりますが、うち転入者が増ということであれば、

私がこれから申し上げることは該当しないと思うんですが、町内におけるそうした非課

税世帯等が増えている、増加傾向にあると。人口が減っているにもかかわらず、人口世

帯数は減っているにもかかわらず、件数としては増加傾向にあると捉えてよろしいのか、

この１０６世帯の内訳をお伺いした上で御答弁を求めます。  

続きまして、１１ページ、１２ページの３款民生費、こちら特別養護老人ホーム等の

先進地の視察についてでございますが、札幌市と函館市近郊ということでございました。

私さきにお伺いした中では、主にその何を見たいのかと、その特徴ですよね。その特徴

的な事業運営をなされているということは当然視察の対象とされるのですから、そうで

あろうという推測は成り立つんですが、具体的にどのような運営等をなされているとこ

ろを選定なされているのか。また、これらの委員さん等の、現在において検討されてい

る委員等の中で、方向性としてどういうふうなところを学びたいとか、議論の経緯とし

てはこういう方向性になっているからこういうところを学びたいとか、そうしたその選

定の合理性等を判断できるその背景等についてもお伺いをいたします。  

続きまして、８款の土木費の部分でございます。御説明いただいた中で０．４５のオ

ペ付きの場合、こちら１時間当たり８ ,８００円の８時間で７万４００円と。もう１点、

０．７のスーパーロング、アームが長いよということで、１日１３万２ ,０００円という

ことでございました。こちらは全て税込だろうと思いますが、税込で間違いないのかと

いう確認と、この２点については具体的に必要性ですよね。なぜ、町の直営の車両セン
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ターでできない理由等とか、スーパーロングの場合の必要性等についてお伺いをいたし

ます。  

最後歳入についてでございます。御答弁いただいた中で経緯や背景等については理解

ができました。御答弁の中で繰り返し使われていたので、御存じのとおり、若干遅れた

とか、少しっていうことで若干とか少しっていうことが繰り返し形容されておりました

のでお伺いをいたしますが、町のこうした収納等についての感覚としては、多期にわた

り数十万円単位のこうした遅れ等が出ても、若干や少しというような認識でよろしいの

か、こちらお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 長屋保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長屋和幸） 梅村議員の再質問に答弁させていただきます。  

まず給付金のほうでございますが、こちらにつきましては当初１ ,０５９世帯を予定し

ておりまして、１ ,０５１世帯に対して給付金が支給される見込みといいますか、であろ

うという方に対して既に発送させていただいております。この後、転入者等で給付金が

当たるのではないかというような世帯に対しまして、１０６世帯を新たに計上をさせて

いただいているところであります。今後課税状況、課税権が本別町にございませんので、

こういった状況を確認させていただきながら支給をさせていただくという形で、御質問

にありました今回増えた分は転入者という形での内容になります。  

また、研修視察のところでありますが、こちらのほうは何を見たいのかというところ

で御質問でありました。こちらのほうでは今考えておりますのが、複数のサービスを展

開している事業者、同じ場所で複数の在宅サービスが中心になろうかと思いますけれど

も、そういったところを展開している事業者を見てみたいと考えております。委員の中

でどういうところを学びたいかというところでこれまでの中にあったのは、やはりこれ

もあれもっていうような形の中でお話が、少し総花的といいましょうか、これもあった

らいいよね、あれもあったらいいよねっていうようなお話が特に最初の段階では多くあ

りました。それで実際にその施設を運営している方々の状況ですとか、施設の在り方で

すとか、職員の方々のお話を聞いて、やはり現実的に本別町も人口規模も考えながら、

こういったものがふさわしいのではないかというような判断をしていただくというとこ

ろで見ていただいたほうが基準になるのかなと考えておりましたので、そういったとこ

ろを思っております。  

歳入の若干というところでの数十万でも若干かというところではございますけれども、

結論から言いますと若干という形ではないと私は思っております。発言の中では、若干

というような、少しというような言葉を使わせていただいております。この部分につき

ましては、これまでの経過の中で、特に季節雇用の方であったりっていうところで、仕

事がないとき、また御家庭の事情といったところもお話を伺っておりましたので、誠意

を持ってお支払いいただくというところでの姿勢は見せていただいておりましたので、

そういった部分、感情的な部分で、若干というような言葉を使わせていただきましたが、

十数万円という金額は非常に大きなものであると考えております。以上であります。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。  
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○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。  

まず借り上げの中のそれぞれの単価でございます。これは税抜きなのか税込なのかと

いう分については、税込価格となってございます。  

それと２点目、０．７のオペ付きの関係でございますが、通常この部分のオペ付きと

いう部分の理由でございますが、それぞれの補修箇所の中で、職員対応でも当然、現場

のほう修繕作業を進めておりますが、それが追いつかない部分等々あった場合には、業

者に依頼をすることもございます。業者に依頼するときには当然オペ付きという単価の

ほうで今回計上させていただいているところでございます。  

それとスーパーロング、先ほど同じ０．７のユンボの要はアームが長い部分の必要性

という部分でございますが、通常の作業では主に先ほど同じ０．７の普通タイプといい

ましょうか、アームが普通の部分の重機を借上をして作業をやってるときが多いです。

今回のロングという部分では、今回の現場に当たっての場所、この分につきましてこれ

は先ほどお話しました、町道のふるさとの森道路ののり面部の部分でのりが深いという

ことで、届かないということで現地で確認した中で、スーパーロングを使用したいとい

うことでやってございます。通常あまり頻度的には全く使わないということではないん

ですが、場所によってそういう場合があって届かないときには、こういう部分を特別に

お借りしてというか、借り上げさせていただいている状況でございます。以上でござい

ます。 

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。 

 藤田議員。 

○７番（藤田直美） １１ページ、１２ページです。４款の衛生費です。１目保健衛生

総務費、１８節補助金、不妊治療費、助成事業費２４０万円の計上がございます。この

計上は当初よりの申請増ということですが、何件で、治療の内容を差し支えない範囲で

伺いたいと思います。 

次のページ、１３ページ、１４ページの母子保健費中、委託料、業務委託料、産後ケ

ア事業２７万６,０００円。利用者増ということですが、利用されているケアの内容と利

用されている事業所についてを伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 髙橋健康・こども課長。 

○健康・こども課長（髙橋紀尊） １８節負担金補助及び交付金、不妊治療費、助成事

業の内容でございます。不妊治療につきましては、一般不妊治療ということで不妊検査、

タイミング法、人工授精というのがございます。その他に特定妊娠治療ということで、

体外受精、顕微授精、そして男性不妊治療というのがございます。一般不妊治療につき

ましては、年齢回数制限なしで１０万円の補助となっておりまして、特定不妊治療につ

きましては、４０歳までの方は６回で４０歳以上４３歳未満の方については３回という

ことで、治療費につきましては３０万円までと限度なっております。  

それで見込まれる数字なんですけれども、一般不妊治療が６件で６０万円。特定不妊

治療が６件の１８０万円、計２４０万円を計上させていただいております。  

次に、産後ケアです。産後ケアにつきましては、訪問型と施設型という２つあります。
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訪問型っていうのは、自宅に出向いていろいろ心身の不調や育児の不安を抱える母子を

対象にしたケアをしていただきます。施設型については、施設に出向いてそのサービス

を受ける内容になっております。  

事業所につきましては、訪問型が芽室町のいのちのもり、施設型が医療法人社団慶愛

となっておりまして、今回上士幌町のマミー助産院を新たに加えていきたいなと思って

おります。以上です。  

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（藤田直美） この不妊治療ですが、先ほど一般の治療が６件で６０万円、特定

が６件で１８０万円という御答弁だったんですが、不妊治療には高度な技術が必要な場

合もあります。管内で行なわれるのかどうか。また、この治療に対する補助、全て上限

額があると思いますが、高度な技術を要する場合には、交通費ですとか宿泊費ですとか

かかる場合がありますので、かかる費用のどのぐらいの補助率なのか伺いたいと思いま

す。  

１４ページ、産後ケア事業についてですが、芽室町の利用もあり、今度は上士幌の事

業所も加えるということですが、そこまで事業所を、施設型を利用する場合の交通手段

というのはどのようにしているのか。自分で行くということになると、交通費などが出

るのかどうか、その点について伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。  

午前 １１時４２分  休憩  

午前 １１時４３分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 髙橋健康・こども課長。  

○健康・こども課長（髙橋紀尊） お答えいたします。  

先ほどどのぐらいの補助率かということだったんですけども、一応治療費に対して上

限一般不妊治療の場合については１０万円、特定不妊治療については３０万円というこ

とで、補助率というんじゃなくて一応上限を１０万円と３０万円に設けさせていただい

ております。  

それとあと交通手段については、各自でそこの施設のほうに行っていただくというこ

とになってございます。  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩いたします。  

午前 １１時４４分  休憩  

午前 １１時４５分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

暫時休憩をいたします。  

午前 １１時４５分  休憩  

午後  １時３０分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

髙橋健康・こども課長の答弁からといたします。  
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○健康・こども課長（髙橋紀尊） それでは答弁させていただきます。  

一般不妊治療なんですけれども、この治療については様々な金額あるんですけど、大

体私の手元にあるので１万６ ,０００円何がしから、大体１０万円ぐらいの間に治療費が

なっております。  

それで特定不妊治療のほうにつきましては、６万９ ,０００円から多くて２５万６ ,８

４０円ということで、町で補助しております一般不妊治療１０万円、特定不妊治療につ

いては３０万円、この補助の中で治療費を払うことができるような形になっております。

以上です。  

そして交通費のほうについては、この補助のほうには入っておりませんので、今後、

他の町村の状況を見て考えていきたいと思っております。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

これで、討論を終わります。 

 これから、議案第５３号令和５年度本別町一般会計補正予算（第９回）について採決

をいたします。 

 お諮りします。  

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５３号令和５年度本別町一般会計補正予算（第９回）については、

原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第５４号  

○議長（篠原義彦） 日程第７ 議案第５４号令和５年度本別町国民健康保険特別会計

補正予算（第３回）についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） 議案第５４号令和５年度本別町国民健康保険特別会計補正予

算（第３回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

今回の補正は、前年度事業決算による繰越金の確定と、それに伴う基金積立金の増額

補正が主な内容となっております。  

それでは、予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１ ,５９５万９ ,０００円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億５ ,４９２万９ ,０００円とする内容であ

ります。  

それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

中ほど２、歳出でありますが、６款１項１目基金積立金、２４節積立金１ ,５８７万２ ,

０００円の増額補正は、令和４年度事業決算による余剰金を基金に積み立てるものです。

これにより基金の残高は、令和４年度末現在９ ,４０５万７ ,０００円に今回の積立金を

加え１億９９３万７ ,０００円となります。  

下段の７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、２２節償還金利子及

び割引料８万７ ,０００円の増額補正は、令和４年度保険給付費交付金の額の確定及び 

令和３年度災害等臨時特例補助金の額の確定に伴い返還金が生じたことによるものです。 

上段１、歳入でありますが、７款１項繰越金、１目３節その他繰越金１ ,５９５万９ ,

０００円の増額補正は、繰越金の確定によるものです。  

以上、令和５年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）の提案説明とさせ

ていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 質疑は、歳入歳出一括といたします。  

 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） ３ページ、４ページになりますけれども、ただいまの積立金の

額が示されたところですけども、積立ての目標額についてはどのようなことになってい

るか伺いたいと思います。  

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。  

特段目標額というのは用意してございませんが、毎年度の国保の経営ができるように、

余剰金は積み立てる、取り崩すを繰り返していくところでございます。  

ちなみにここ数年の基金の年度末の残高ですけども、おおむね５ ,０００万円から１億

円の間で推移していることをお知らせいたします。以上です。  

○議長（篠原義彦） 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） 特に積立て目標がないということで、例えば医療費であれば１

か月分の支払い相当額とか、そういうようなものがあったように思うんですけども、一

定の積立てをされた場合に有効活用等は考えられないのかどうなのか伺いたいと思いま

す。  

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。  

ちょっとごめんなさい、有効活用という部分でちょっと私の頭の中にはないのですが、

基本的に皆さんから保険料をいただきましてその金額の中でやっておりますけども、現

在北海道の中で統一の保険料を持って進めていくという計画もありまして、今後保険料
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を増額していくことになろうかと思われますので、この後保険料増額に併せて基金のほ

うも取り崩しもありますので、特別、基金のほう何かに使う予定というのを今のところ

持ち合わせておりません。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第５４号令和５年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）に

ついてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５４号令和５年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第５５号  

○議長（篠原義彦） 日程第８ 議案第５５号令和５年度本別町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１回）についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。 

 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） 議案第５５号令和５年度本別町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

今回の補正は、前年度事業決算による繰越金の確定によるものであります。  

それでは、予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３万７ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５ ,３６１万９ ,０００円とする内容であります。  

それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

中ほど２、歳出でありますが、３款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、２

７節繰出金６３万７ ,０００円の増額補正は、令和４年度事業決算に基づく一般会計への

繰出金です。  

上段、１、歳入でありますが、３款１項１目１節繰越金６３万７ ,０００円の増額補正

は、繰越金の確定によるものです。  
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以上、令和５年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）の提案説明とさ

せていただきます。  

よろしく御審議をお願いします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出一括といたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第５５号令和５年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）

についてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５５号令和５年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

回）については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第５６号  

○議長（篠原義彦） 日程第９ 議案第５６号令和５年度本別町介護保険事業特別会計

補正予算（第２回）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 長屋保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長屋和幸） 議案第５６号令和５年度本別町介護保険事業特別会計補

正予算（第２回）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、令和４年度の決算に伴う精算が主な内容であります。  

それでは  予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１ ,０６８万３ ,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億６ ,５８９万３ ,０００円とする内容

であります。  

それでは、歳出から事項別明細書により説明いたします。  

５ページ、６ページをお開きください。  

２、歳出でありますが、上段の３款地域支援事業費、１項１目介護予防・日常生活支

援総合事業費、１２節委託料１８万円の増額補正は、通所型介護予防事業、まる元運動
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教室通所者の増加にともない、１クラスを追加開設することによるものであります。  

次の段の４款１項１目基金積立金、２４節積立金２ ,７５３万６ ,０００円の増額補正

は、前年度繰越金を介護保険基金に積戻しするものであります。  

なお、今回の補正により現時点での基金残高は９ ,３０４万５ ,０００円となる見込み

であります。  

次の段の５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、２２節償還金利子

及び割引料７ ,０１５万７ ,０００円の増額補正は、前年度決算に伴う精算償還金で、介

護給付費、地域支援事業費を国、北海道、社会保険支払基金にそれぞれ償還するもので

あります。  

下段の２項繰出金、１目一般会計繰出金、２７節繰出金１ ,２８１万円の増額補正は、

前年度決算に伴う一般会計への精算償還金であります。  

以上で歳出を終わりまして、３ページ、４ページをお開きください。  

１、歳入でありますが、上段の２款分担金及び負担金、１項負担金、１目地域生活支

援事業費負担金、１節介護予防・日常生活支援総合事業費負担金１８万円の増額補正は、

歳出で説明いたしました、まる元運動教室通所者増による利用者負担を増額するもので

あります。  

下段の８款１項１目１節繰越金１億１ ,０４１万５ ,０００円の増額補正は、前年度決

算に伴う繰越金であります。  

以上、令和５年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）の提案説明に代え

させていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出一括といたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５６号令和５年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

についてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５６号令和５年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 



- 28 - 

 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第５７号  

○議長（篠原義彦） 日程第１０ 議案第５７号令和５年度本別町介護サービス事業特

別会計補正予算（第４回）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 前佛老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（前佛清治） 議案第５７号令和５年度本別町介護サービス事業特別

会計補正予算（第４回）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、特別養護老人ホームにおける緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支

援事業費補助金交付額の確定による増額及び前年度繰越金の確定による減額が主な内容

でございます。  

それでは、予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７ ,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億４ ,３７２万７ ,０００円とするものであります。  

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明させていただきます。  

 ３ページ、４ページをお開きください。  

 下段の２、歳出ですが、１款介護サービス事業費、１項１目施設介護サービス事業費、

１８節負担金補助及び交付金７ ,０００円の減額補正は、執行残の係数整理によるもので

あります。  

 戻りまして、上段の１、歳入ですが、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目１節一般

会計繰入金９１３万円の減額補正は、事業執行見込みにより調整するものであります。  

 次の５款１項１目繰越金、１節前年度繰越金１０万円の減額補正は、令和４年度決算

の確定によるものであります。  

 次の７款道支出金、１項道補助金、１目１節緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支

援事業費補助金９２２万３ ,０００円の増額補正は、交付額確定によるものであります。 

以上で、議案第５７号令和５年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４回）

の提案説明とさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出一括といたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 これから、議案第５７号令和５年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４

回）についてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５７号令和５年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４回）については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第５８号  

○議長（篠原義彦） 日程第１１ 議案第５８号令和５年度本別町簡易水道特別会計補

正予算（第２回）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） 議案第５８号令和５年度本別町簡易水道特別会計補正予算

（第２回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

今回の補正は、配水管等施設の修繕料の増が主な内容であります。  

補正予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３万８ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５ ,１２８万２ ,０００円とする内容であります。  

それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

下段の２、歳出ですが、１款１項簡易水道費、２目維持修繕費、１０節需用費５３万

８ ,０００円の増額は、漏水や防除施設の修繕により支出が増えている状況で、今後の漏

水や施設修繕を見込み、これらに対応するため増額補正するものであります。  

上段の１、歳入ですが、３款１項繰入金、１目１節一般会計繰入金の５３万８ ,０００

円の増額補正は、収支の調整によるものです。  

以上、令和５年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第２回）の提案説明とさせてい

ただきます。  

どうぞよろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括といたします。 

 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） それでは歳出についてお伺いをいたします。  

１款簡易水道費の１０節需用費５３万８ ,０００円が、配水管等施設の修繕料といたし

まして５３万８ ,０００円の計上がございます。  

ただいまの御説明によりますと、漏水等が頻発しているというような御主旨の御説明
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でございました。こちらの積算内容についてお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 小出建設水道課主幹。  

○建設水道課主幹（小出勝栄） 回答いたします。  

積算内容なんですけども、当初予算修繕料として１５０万円計上してきまして、今現

時点で執行額１３４万５ ,０００円執行しております。残額が１５万５ ,０００円となっ

ておりまして、それと今回の５３万８ ,０００円を足しまて６９万３ ,０００円というこ

とで、その内訳としまして、漏水を２回分２５万円分見まして、その他に、防除施設と

して２万７ ,５００円程度を７件分、計６９万２ ,５００円ということで、残額が６９万

３ ,０００円ということになるように積算しております。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） ただいま御説明いただいたこうした排水管等の施設についてでご

ざいますけれども、おおむね設置や敷設からその何年程度経過しているようなものが多

いのか、今年度の実績、提案前の実績等についてお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 小出建設水道課主幹。  

○建設水道課主幹（小出勝栄） お答えいたします。 

簡易水道は、仙美里、美里別、勇足等ありまして、敷設年度は管路に対しましては、

施設も含めてまちまちになっております。平成に入ってからのものが多いんですが、今

年の実績としまして、防除施設でも３５か所程度で漏水は１か所で、配水池の機器修繕

が１件ございます。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） 当然敷設や設置についてなんですけども、まちまちなのはわかる

んですけども、例えば直近の事例、今年度の事例として、一番新しいものでは敷設や設

置から例えば５年のものがあるとか、おおむね全て１５年以上経過したものであるとか、

今回その提案の必要性について判断するに至って、直近のその事例、これ細かく１か所

１か所お伺いするつもりはございませんけれども、おおむね傾向としてはどのようにな

っているのかという点についてお伺いしてございます。  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩いたします。  

午後  １時５６分  休憩  

午後  ２時００分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

小出建設水道課主幹。  

○建設水道課主幹（小出勝栄） お答えいたします。 

防除施設等に関しては、平成一桁から１０年代までに設置されております。その中で、

壊れるとかまちまちなので、補正に関して、ここが壊れるっていう予測がつかないもの

になっております。大体例年はこれからの時期まだ壊れるのと、あと春先、３月のうち

に何か所か壊れるということで計上しております。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  



- 31 - 

 

○議長（篠原義彦） これで質疑を終わります。  

 これから、討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５８号令和５年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第２回）につ

いてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５８号令和５年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第２回）に

ついては、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第５９号  

○議長（篠原義彦） 日程第１２ 議案第５９号令和５年度本別町公共下水道特別会計

補正予算（第２回）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） 議案第５９号令和５年度本別町公共下水道特別会計補正予

算（第２回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

今回の補正は、処理場維持管理委託業者への車両の貸与が不要になったため、車両関

係経費の減額が主な内容であります。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４万４ ,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１ ,５４３万４ ,０００円とする内容であります。 

それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

下段の２、歳出ですが、１款総務費、２項施設管理費、２目処理場管理費、１０節需

用費、修繕料、１１節役務費、手数料及び自動車損害保険料、２６節公課費、自動車重

量税２４万４ ,０００円の減額は、処理場維持管理委託業者に対しマンホールポンプ所の

維持管理に使用する車両の貸与をしていましたが、委託業者からの申し出で、自社で車

両を用意したいとの要望を受け、貸与車両が不要となったため、当該車両の経費を減額

するものです。  

上段の１、歳入ですが、４款１項繰入金、１目１節一般会計繰入金の２４万４ ,０００

円の減額は収支の調整によるものです。  

以上、令和５年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）の提案説明とさせて
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いただきます。  

どうぞよろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括といたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから、討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５９号令和５年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）に

ついてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５９号令和５年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第６０号  

○議長（篠原義彦） 日程第１３ 議案第６０号令和５年度本別町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第２回）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 小川病院事務長。 

○国保病院事務長（小川芳幸） 議案第６０号令和５年度本別町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第２回）について、提案理由の御説明を申し上げます。  

 今回の補正につきましては、電子カルテ用接続プリンタの購入に係る経費の計上が増

額の内容となっております。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 資本的収入及び支出。  

第２条、令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計予算、第４条本文括弧書き中、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２ ,９９９万３ ,０００円を３ ,０３１万２ ,

０００円に、過年度分損益勘定留保資金２ ,３０５万５ ,０００円を２ ,３３４万５ ,０００

円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６９３万８ ,０００円を６９６万

７ ,０００円にそれぞれ改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するもので、支出の

第１款資本的支出を３１万９ ,０００円増額し、１億７ ,８６３万５ ,０００円とするもの

であります。  
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 次に、３ページ、４ページをお開きください。  

補正予算説明書でありますが、資本的支出。  

１款資本的支出、１項建設改良費、３目固定資産購入費３１万９ ,０００円の増額です

が、１節器械及び備品購入費におきまして、電子カルテ用接続プリンタ、現有機６台の

うち使用頻度が高く、また、これまで故障頻度の高い２台を更新するための購入費用を

計上するものです。  

 以上、令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２回）の説明とさせ

ていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから、討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６０号令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２

回）についてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６０号令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

２回）については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎散会宣告  

○議長（篠原義彦） 以上で本日の日程は全部終了しました。  

 念のため申し上げます。  

明日９月６日から１１日までの６日間は休会であり、９月１２日午前１０時再開であ

ります。  

 これをもって通知済みとします。  

 なお、一般質問の通告は本日から９月７日正午をもって締め切ります。質問のある方

は締切り時間を厳守の上、提出願います。  

 本日はこれで散会いたします。  

 御苦労さまでした。  

散会宣告（午後 ２時０９分）  
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開議宣告（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（篠原義彦） これから、本日の会議を開きます。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議会運営委員長報告 

○議長（篠原義彦） 日程第１ 議会運営委員長から報告を行ないます。 

 議会運営委員長、藤田直美議員、御登壇ください。 

○議会運営委員長（藤田直美）〔登壇〕 報告いたします。 

 意見書の取扱いについて申し上げます。 

 本日までに５件の提出がありました。 

 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書、ゼロカーボン北海道の実現に

資する森林 ・林業 ・木材産業施策の充実 ・強化を求める意見書、義務教育費国庫負担制

度堅持 ・負担率１／２への復元、「３０人以下学級」など教育予算確保 ・充実と就学保

障の実現に向けた意見書、地方財政の充実 ・強化に関する意見書、肥料 ・燃油などの生

産資材等高騰対策の強化を求める意見書、以上５件の意見書については、最終日の本会

議で審議する取り運びを予定いたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（篠原義彦） これで、報告済みといたします。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（篠原義彦） 日程第２ 一般質問を行ないます。 

 順次、発言を許します。 

 ２番加藤徹己議員。 

○２番（（加藤徹己） 議長の許可をいただきましたので、通告済みの１問について質問

をいたします。 

 なお、一問一答細目方式はなしでございます。 

 持続可能な自治会運営に支援を。 

 質問要旨。 

 自治会運営は、会員減少や役員の高齢化、担い手不足に加え、コロナ禍でのイベント

中止に伴う活動の低迷など、多くの課題を抱えています。 

 また、諸物価高騰の影響で、運営経費の負担が増加しています。 

 持続可能な自治会運営へのさらなる支援について伺います。 

 要旨の明細。 

 第１項、会員の加入減少への支援について。 

 第１号、自治会加入促進パンフレットを作成して、転入時に自治会加入の案内をする
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などの考えはないか伺います。 

 第２号、増加するアパートオーナー等へ協力依頼をし、入居者の自治会加入促進を図

ることができないか伺います。 

 第２項、役員の高齢化、担い手不足への支援について。 

 第１号、役員等への負担軽減のため、行政からの依頼事項を削減する方向で検討をす

る考えはないか伺います。 

 第２号、町職員も自治会の意義や重要性を理解し、自治会活動の活性化を推進する視

点に立って職務を遂行し、職務を通じて自治会活動に関わることへの理解と関心を深

めてもらうことが必要と考えるが、見解を伺います。 

 第３項、町奨励金及び交付金の見直しについて。 

 自治会では、おおむね７件の負担金等に加え、年６回の寄付金、賛助金等の集金があ

りますが、近年の諸物価高騰の影響を受けて、会員及び自治会運営にも負担が重くなっ

ています。 

 また、コロナ禍から通常の自治会活動に戻りつつある中で、運営費支出の増が見込ま

れますので、今後の街路灯維持費の動向なども含めて、持続可能な自治会運営へのさら

なる支援のため見直しが必要と考えますが、見解を伺います。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（（佐々木基裕） 〔登壇〕 加藤議員の、持続可能な自治会運営に支援をの御質問

に答弁をさせていただきます。 

 自治会の皆様には、日頃より防災、防犯や福祉、環境美化など、安心安全で住みやす

い地域づくりを目指す活動を継続されている中、町広報紙の配布や各種事業への参画

など、行政と町民とのかけ橋となっていただき、地方自治の一役を担っていただいてい

るところであります。 

 御質問の１点目であります、会員の加入減少への支援についてでありますが、近年、

自治会加入者の減少が一因となり、自治会の活動力が低下していることが全国各地で

問題視されております。 

 本町におきましても、人口減少が進む中、自治会会員が減少している状況は各自治会

の課題になっているものと認識しておりますが、あくまで自治会は地域住民が相互の

親睦を図り、地域の課題解決を目的に自主的に組織された住民団体であるという点や、

自治会への加入は個人の判断に委ねられる任意のものであるという点から、行政が個

人やアパートオーナーに対して直接加入促進を図ることは困難であると考えておりま

す。 

 しかしながら、地方自治を進める上で自治会組織は不可欠でありますことから、転入

者や未加入者に対して自治会の活動内容や、その必要性を周知するためのチラシ等を

作成し、役場の窓口や各自治会で配布していただくなど、自治会連合会と協議しながら

有効な取組を検討してまいります。 
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 次に、２点目の質問であります。 

 役員の高齢化、担い手不足への支援についてでありますが、自治会の活動力が低下し

ているもう一つの要因であります、担い手不足による役員の高齢化も、各自治会が抱え

る大きな課題となっていることは私どもも認識しております。 

 各自治会の負担になりすぎないよう配慮をしながら協力のお願いをしているところ

でありますが、今後も十分精査した上で、自治会の協力を得ていきたいと考えておりま

す。 

 また、町職員の自治会への関わり方につきましては、住んでいる地域の自治会活動に

は積極的に参加するよう日頃から指導しており、それぞれの自治会で役員を担ってい

る職員も多数いるものと認識しておりますが、今後も地方自治を担う職員として、自治

会の意義を十分に理解をし、積極的に関わっていくよう指導してまいります。 

 ３点目の質問であります。 

 町奨励金及び交付金の見直しにつきましては、現在、各自治会へは活動推進や運営促

進などを目的に、運営費交付金、事務費交付金、街路灯維持費交付金を交付しており、

運営費と事務費につきましては予算の範囲内で均等割や戸数割により交付をし、街路

灯維持費につきましては実績額の９割を交付しております。 

 会員の減少や諸物価高騰、コロナ禍明けの活動再開などにより、自治会運営において

資金面で課題を抱えている自治会があることは理解いたしますが、町財政におきまし

ても、限られた予算の中で自治会活動が停滞しないよう一定程度の予算を確保して、事

務費、運営費を交付しており、また、街路灯維持費につきましても、平成２６年度に８

割５分から９割に交付率を上げておりますことから、現時点では交付内容の見直しに

つきましては論議を進めてございませんが、今後、さらに経済状況に変化があった場合

には、その都度検討してまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、よりよいまちづくりを進めるためには自治会との連携が

非常に重要であると考えておりますので、今後とも持続可能な自治会運営となるよう、

自治会への支援に努めてまいりますことを申し添え、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 加藤議員。 

○２番（加藤徹己） 答弁をいただきました。 

 再質問をさせていただきます。 

 １点目の第１項の加入減少の支援について、第１号の関係ですけれども、自治会の中

では独自に加入促進に係るチラシ等を作成して、それを、会員勧誘の努力をしていると

ころですけれども、非常に現在の自治会活動に対する考え方が変わってきておりまし

て、自治会の中では既に限界だと感じているところもございます。 

 そこで今回申し上げたのは、少しでも役場が、自治会加入についての町民への理解等

を深めてもらうために、町が少しでも関わっていただくということで、自治会が加入、

会員勧誘の訪問したときに、加入の向上につながるのではないかという内容で質問を
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させていただいています。 

 今後、チラシ等、町でも独自に作っていくような考えも示されましたので、これに期

待をして、会員の加入促進を図っていきたいと。 

 十数年前までは自治会連合会の中で、本町に転入した人たちに戸籍の窓口で、あなた

の居住する自治会の自治会長は誰々さんですよ、電話番号は何番ですよというそうい

う案内をしていただいていたはずです。これは、電話する、報告するというのは本人の

自由ですから、ただ、役場の窓口でそういう声かけをしていただけないかなというの

が、私たちが考えている内容でございます。これは、役場の窓口でこの一言を報告をし

ていただければ幸いですという、一言声かけてくれることによって少しは意識してい

ただける。 

 転出したときもそうなのですけれども、いつ来たか、いつ転入したか、いつ転出した

か分からないという、そういう部分がありましたので、この部分について、窓口でそう

いう手だてができないのかを再度伺いたいと思います。 

 ２号目のアパートオーナーですけれども、いろいろと自治会の加入促進について、ア

パートや共同住宅については、それぞれの自治会がオーナーに掛け合って、そして居住

費と併せて自治会費も集めていただくというような取組は、昔はやっておりましたけ

れども、最近のオーナーはなかなか、部屋の稼働率を上げるために自治会費を上乗せす

る、または自治会費を納めていただきたいという、そういうことがなかなか言いづらい

ということで、どうも非協力的な対応になっています。 

 また、アパートオーナーとか共同住宅のオーナー、それから運営会社がどこにいて誰

なのかというのも自治会では把握できない部分がございます。そういう部分も併せて

協力していただけないのかなという内容でございます。 

 何とかこういう取組を、自治会の中ではもう限界を感じていますので、そういう支援

もする考えはないのかを再度伺いたいと思います。 

 第２項の役員の高齢化、担い手不足の支援ですけれども、第１号の役員等の負担軽

減、これについては今度、自治会の担当が住民課に移行されました。 

 まちづくりの中でも、町民生活に直接関わる多くの業務を担当しておりますので、よ

り自治会活動に寄り添った支援が期待されるのかなということで、今回質問をさせて

いただいておりますけれども、この自治会への業務の依頼、要望ですけれども、この整

理を今度、そんなに多い事業で大変だ、もうできないというわけではないのですけれど

も、役員の担い手、高齢化、その部分に含めて、少し整理をしていただくということを、

できないかなということで質問をさせていただいております。 

 第２号の町職員も自治会活動に関わることへの理解と関心を深めてもらうというこ

とですけれども、答弁をいただきまして、折に触れて職員には自治会活動についての意

義とか重要性についてはお話をいただいているということは伺っております。 

 最近の多くの持ち家の職員については、何らかの形で活動や役員などを担っていた
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だいて活躍されているのは承知しております。今後も継続して自治会の意義、それから

重要性などを職員に折に触れて話していただくことで、自治会費を納めないとか、自治

会に加入すらしていないというような職員はもういなくなるのだろうな、いないのだ

ろうなとなりますので、今後も続けてこれは取り組んでいく必要があると考えており

ます。 

 ３項目の補助金及び交付金の見直しについてでございますけれども、それぞれの自

治会では、事情や状況は異なりますけれども、多くの事業を抱えている自治会もありま

す。 

 その中で運営費等の負担が大きい、この部分で先ほども述べましたように、自治会費

を上げるということがかなり難しい状況でありますので、町に、この部分については見

直しができないかということで提案しましたけれども、北海道の町内会連合会で自治

会組織の調査をしておりますので、自治会の抱えている内容、それから運営費の中で不

足している予算とか、増強していかなければならない財源とか、このことについてはも

う把握はされていると思いますけれども、本町においても、これは同じ状況にあると思

います。 

 不足している予算等については運営費、それから親睦団体ということもありますの

で、親睦交流事業等が挙げられておりますけれども、自治会によっては力を入れている

事業がそれぞれありますので、その予算に組み込まれている部分が多くあって、大変厳

しい状況の自治会もあります。 

 また、増強したい財源では、これが一番には行政からの補助金、交付金というのが挙

げられております。 

 資源回収の売払い分については、各自治会の努力によってこれは改善されるもので

ございますけれども、資源回収の奨励金については、自治会の中では大きな財源となっ

ておりますので、上位に挙げられております。 

 増強したい財源の上位部分は、見直しをする対象となるのではないかと考えており

ます。この部分について、再度伺いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。 

○住民課長（宮口淳哉） 加藤議員の再質問について、お答えいたします。 

 項目ちょっと多かったので、もし答弁漏れがありましたらお知らせください。 

 まず１つ目の加入減少支援についてでありますが、各自治会でそれぞれチラシを

作って努力されているということも承知はしております。 

 以前は、戸籍の窓口で転入者に対して、自治会長のお名前や連絡先等を伝えていたと

きもありましたが、現在はちょっと行なっておりません。 

 自治会長によりましては、自治会活動のために住民の氏名を知りたい、人数を知りた

いということで戸籍のほうに閲覧に来られる方もいらっしゃいまして、そういったと
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ころで毎年の出入りを確認していただいているというところもありますけれども、住

民課の担当としましても、戸籍の窓口、住民課の窓口で自治会の会長のお名前や連絡先

を教えることが可能ではないかと、また以前のように戻すことは可能ではないかと考

えております。 

 ただ、教えても自治会の大切さ等までは伝えきれませんので、やはりそこはチラシ等

を作成して、自治会とは何たるものか、どういったことが皆さんの生活に関わっている

のかという点を理解してもらうためのチラシの作成というのは、非常に有効な手段か

と考えております。 

 ホームページ等で各町村の状況を確認したところ、やはり地区の連合会ですとかと

協力をして取り組んでいるところが多いという状況も多数存在しております。 

 現在、地区連合会ですとか町域全体をまとめている連合会とこういったお話はして

おりませんので、今後、自治会連合会とは協議をしていく必要があるのかなと考えてお

ります。 

 ２番目でありますけれども、アパートオーナーへの対応でありますけれども、こちら

に関しましては、昔はアパート経営者が町内の方で、アパートの近くに住んでいられる

方がいて、家賃も現金で納めていただいてるということで、オーナーと住人の方が関わ

る場があったようですが、最近はオーナーが町外であったりですとか、近くに住んでい

ないということで、現金の振込みですとか引落し等で、なかなか接点が持ちづらいとい

うこともあります。 

 以前は、家賃に上乗せして自治会費を集めていたということもあったようですが、近

頃ではなかなか、自治会への加入が任意ということで、オンして取られるのが困るとい

う住民も出てきていることもネット等でも確認しておりますし、なかなか行政としま

してもアパートのオーナー、どこの誰なのかを確認して自治会に伝えるということは、

ちょっと行政の枠の中では難しいことかなと考えております。 

 あくまでも行政の立場としては、加入に関して、自治会費を納めることに関しては自

治会と会員の地域に住まわれている方との間でやっていただくしかないのかなという

ことはちょっと考えております。 

 ３点目でありますが、役員の負担軽減であります。 

 こちらにつきましては、確かに福祉の取組ですとか各種事業の取組で各自治会のほ

うにお願いをすることが多かったという時期もありましたが、役員の高齢化ですとか

も今始まった問題ではありませんので、以前からできる限り負担を軽減する方向で、で

きる限り役員の方々の手を煩わせないような取組になるようには気をつけて、軽減は

してきております。 

 おそらく役員の方で大変だというのが、広報配布時の、各種の併せて届けられるチラ

シ類を、会長が折込みをして渡すとかという仕事があると思いますけれども、こちらと

しましてもできるだけそうならないように、お金をかけても印刷所のほうで折込みを
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していただくですとかというほうに指導はしております。できる限り配布という部分

だけで、折込み等の手間はないような方向で各担当考えていますので、御了承いただき

たいと思います。 

 先ほど、住民課のほうにこちらの自治会関係が動いて、手厚くなるのではないかとい

う発言もありましたけれども、あくまでも役場どこの担当にありましても、自治会の活

動は非常に重要な活動でありますので、今まで同様、住民課に移っても自治会の活動を

支えるという点では変わりありませんので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 ４番目です。職員の自治会への関わり方ですけれども、こちらも以前は確かに自治会

に非協力的な職員がいて苦情も受け、そちらはできる限り皆さんで入りましょう、自治

会に加わりましょうということで指導してきております。 

 現在の職員が全員加入しているかというところまでは把握しておりません。未加入

者ゼロかどうかはちょっと分かりませんけれども、こちらも４月１日の辞令交付時、新

人の職員が入って町長の挨拶ですとか職員研修の際、もしくは課長等会議ありますの

で、その中でできる限り自治会のほうには加入をして関わるようにということで指導

はしております。 

 今後とも未加入者ゼロに向けて、職員の取組は指導していきたいと思いますので、御

理解をよろしくお願いします。 

 ５点目であります、交付金の関係です。 

 こちらにつきましても、以前のように町の行政の財政が１００億円あった時代には、

今よりももっと多くの予算をかけて、自治会のほうには交付金を交付しておりました

けれども、現在の財政規模でどれぐらいが適度な予算なのかということで検討してま

いりまして、ここ１０年は現在の予算額を確保しております。 

 各自治会によって事業量が違うことは承知しております。取組の多いところもあり

ますし、なかなか事業ができないところもあると思います。 

 ただ、事業の量に合わせて交付金を増やす、減らすというのがなかなか難しい点であ

りまして、どうしても戸数割ですとか均等割ということで、できる限り平等に、皆さん

の自治会に町の予算が回るようにしております。 

 なかなか各自治会の財源の確保というのは大変だということも分かっております。

自治会費上げるのも大変難しいでしょうし、なかなか収入源がないという中での資源

回収というのは、非常に各自治会の財源としては有効な事業なのかなと思っておりま

すけれども、こちらの奨励金に関しましても、今後見直ししていくのかも検討していく

必要があるのかなと思いますけれども、現時点で早急に上げますというところまでは、

まだ検討は進んでおりませんので、こちらのほうも御理解よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○２番（加藤徹己） 終わります。 

○議長（篠原義彦） 次、５番梅村智秀議員。 
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○５番（（梅村智秀） それでは、質問に先立ちまして、天皇陛下、皇后陛下により９月

１６日、１７日の２日間、御代替わりの後、初めての御来道となる行幸啓を賜ります。

一北海道民として、この上なき光栄なことであり、ここに皇尊弥栄、そして改めて我が

国日本、北海道、そしてこの本別町のますますの発展を願うものであります。 

 本日、お足元の悪い中、傍聴にお越しいただきました皆様、中継を御覧になられてい

る皆様に対しまして、心よりの御礼を申し上げます。 

 より一層、町議会が皆様にとって身近なものとなるよう、一町議会議員としてますま

す努力をしていく所存でございます。 

 それでは、一問一答細目方式を採用いたしまして、通告済みの２問について一般質問

を行ないます。 

 １問目、なぜ、公費で私道、わたくしどうでございます、私道約３５０メートルの整

備。 

 質問要旨。 

 こちら本年７月と記載がございますが、施工自体は６月までに完了がしていたと。問

題と露見したのが本年７月というところで補足をさせていただいた上で、本年７月、上

押帯北４線道路及び延長の町道整備に際し、接道する町民所有の私道約３５０メート

ルも公費にて整備がなされた。 

 私道整備に使用された砂利だけでも大型ダンプ約３０台、６７万円以上となってい

るが、事実と所信をただす。 

 明細１番項、町の責任と負担において、整備、維持管理を行なう道路について、原則

は町道指定等がなされた公道であり、私道は含まれていないと解するが、事実と所見を

問う。 

 ２番項、令和５年度は町道補修予算を増額し、本定例会においても町道維持に供する

重機借上げ費用を増額する補正予算提案がなされたところであるが、現況、町道補修、

維持管理は遅滞なく円滑に実施され、かつ十分な経費が確保されている状態であるの

か、事実と所見を問う。 

 ３番項、町道補修、整備等は道路パトロールや住民等からの申出によりなされること

が大半であり、一定規模の町道補修、整備等は着工前に工期や作業範囲、作業内容や人

員等について綿密な打合せの基に行なわれ、所管課内はもとより、相談者をはじめ地

域、近隣住民等へも共有されるべきであるが、当該私道の整備についてはどのような経

緯をもって着工、完工がなされたのか、事実と所見を問う。 

 ４番項、当該私道整備に要した公費はどの程度となっているのか。要した人員、重機

機械、燃料、資材、砂利等を含んだものでございます、等について明らかにされたい。 

 その上で、当該私道整備の必要性、妥当性、合理性についての所見を問う。 

 ５番項、不当な公費支出に対しては厳正なる対応が求められることは当然であるが、

当該私道整備の事実を町長が把握されたのはいつで、その後にどのような事後対応を
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行なったのか、事実と所見を問う。 

 以上。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（（佐々木基裕） 〔登壇〕 梅村議員の、なぜ、公費で私道約３５０メートルの整

備について答弁をさせていただきます。 

 １点目でありますが、原則、道路の整備及び維持管理につきましては町道認定路線と

しておりますが、私道であっても町管理施設に通じる路線など、町が現場を確認し整備

が必要と判断した場合は所有者の了解をいただき、整備を行なっているところであり

ます。 

 ２点目についてでありますが、道路の状況や利用状況を鑑みながら適正に対応して

いるものと捉えておりますし、経費につきましても突発的な事由が起きない限り、今

回、道路補修予算を増額させていただいた予算の範囲内で対応できるものと考えてお

ります。 

 ３点目についてでありますが、経緯につきましては、昨年１１月１４日に地域の方か

ら、地域内の坂道区間の道路が傷んできているとの情報提供を受け、今年の春に車両セ

ンター職員が現地を確認をし、整備が必要と判断したことから、６月９日に着工、６月

１３日に完工しておりますが、その後、７月２８日に地域のほかの方からの問合せがあ

り、改めて図面を確認した結果、そこで初めてその路線が私道であることを認識したと

ころであります。 

 ４点目についてでありますが、当該私道整備に要した費用は、人員が職員４名、使用

機械はバックホー０．４５立米が１台、１０トンダンプ２台、使用した燃料が軽油４５

０リットル、資材は砂利が１８０立米使用し、その額は８６万２ ,０００円であります。 

 結果としては、先ほど答弁させていただいたとおり、私道３５０メートルのうち１５

０メートル区間は町管理施設があることから、管理用道路として従前から町が維持管

理をしている道路でありましたが、残りの２００メートル区間は誤認により整備をし

てしまったものであります。 

 なお、誤認により要した費用は４９万２ ,０００円となっております。 

 ５点目についてでありますが、担当課長よりこの件の報告を７月３１日に受け、事実

を把握したところであります。 

 その後の対応といたしましては、担当課長が自治会役員及び地権者に対し、事実関係

を説明するとともに直接謝罪を行ない、この件につきましては改めて御理解をいただ

いていると受け止めていたところであります。 

 今回、職員の誤認により、関係各位に大変御迷惑をおかけしたことは誠に遺憾であ

り、今後このようなことがないよう、担当職員はもちろんのこと、関係職員に対し指導

の徹底に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） それでは、１番項について再質問を行ないます。 

 こちら御答弁いただいた中では、公道以外であっても町道以外であっても、町が管理

をすべき公的な施設等がある場合は町の責任と負担において維持管理を行なっていく

というようなお考えが示されたところであります。 

 そこについての御説明の前にということでございますが、では原則については当然

のことながら公道に限られるというところで、まず間違いがないのかという点でござ

います。 

 なるほどこの御説明をいただければ、当然その私道を使用しなければ町による公的

施設の維持管理ができないということであれば、そのような道理も通るのかなと理解

したところでございますが、当然のことながらそうした場合、先ほど御答弁では地権者

の了解をもらいながらということでございましたが、当然公的施設の管理に関しまし

て、ではどのような期間であるとか方法であるとか、そういったことについては当然の

ことながら地権者等と契約というものを締結すると理解してよろしいのかお伺いをい

たします。 

 併せて、こちらの当該私道については、ではどのようになっていらっしゃるのかとい

う点についてもお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 １点目の中で再度、原則、町道の整備及び維持管理については町道路線としている部

分ということで間違いないかという部分でございます。これについては議員おっしゃ

るとおり、原則は町道と認定している部分のみについて維持管理をさせていただいて

いるところでございます。 

 もう１点、その当該路線において公共の管理施設、これがあった場合に、地権者との

契約なり締結というのでしょうか、何かされているのでしょうかという部分でござい

ます。これにつきましては、紙で交わしたというものはございません。これは、当時こ

の路線につきましては普通河川の押帯川ということで、下に普通河川がございます。そ

れと並行しまして、この道路の側溝部分を、昔、大型トラックによって作工物を入れた

ということで、水路等が設置してございます。 

 この２点のことから、当時よりこの部分については管理をさせていただきたいとい

うことで、話合いの下で自治会等の中で協議されていたものと思ってございます。 

 それが現在も引き続き、契約何かされているのかということでございますが、それは

ないのですけれども、当時の中で、話合いの下でそのまま継続されているという状況で

ございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 
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○５番（梅村智秀） それでは、１番項について改めてお伺いをいたします。 

 御答弁の中で、この当該私道については紙面等の取交わしはないということでござ

いました。つまりは、こうした１００メートル以上の町道の維持管理につきましても口

頭での契約のみであると理解してよろしいのかという点で、まずこちらについてはそ

うであるという御答弁をいただきました。 

 これは町のスタンダード、基本的な姿勢や事務運営といたしまして、こうした場合、

町民の方であるとか私道の所有者、地権者の方との契約書の取交わしということは一

切なさっていないということ、ここだけたまたましていなかったのか、町の基本的なス

タイル、スタンダードがどうなのかという点についてお伺いをいたします。この私道に

ついて、それをしていないということは、まず理解いたしました。 

 次に、お伺いをいたします。 

 当時よりという御答弁と、自治会と、というような御答弁の中から出てきたところで

ございますが、当時というのはいつのことを指していらっしゃるのかお伺いをいたし

ます。 

 また、この契約というのは自治会と、ということでございますので、自治会に在住の

方についてはすべからく御理解をされていると理解してよろしいのか。また、そうであ

るならばその根拠についてもお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 当該路線、これについては紙によるものはございませんという中でお話しさせてい

ただきました。 

 ほかについても、もしあるのであればそういうのはやっているのかという部分につ

きましては、ほかにこういうようなケースというのはあまりないのかなと思ってござ

います。基本的には町道がほとんどと認識してございます。 

 この部分につきまして、今２番目で、これらのことについては当時、自治会からとの

という話の中で、いつからということでその辺の話合いがされていたのかという部分

も含めてなのですが、かなり年度は遡って古くなると思ってございます。年度は何年と

いうことは確かなことは言えませんが、当時の施設、できたときということで考えてご

ざいます。現在、何年というのはちょっと今分かりませんけれども、かなり施設ができ

てからは古くたってございますので、かなり前という形で、当時の自治会の方、当然話

をさせていただいた中で了解をいただいて管理させていただいてきたと思ってござい

ます。 

 また、その辺について当然理解のほうをされて、自治会長並びに自治会との理解がお

互いに取れていたのかということでございますが、これらにつきましては、ここは上押

帯ということで地区名が上がってございますので話をさせていただければ、特にこの

地区に関しましても、当時よりいろいろな事業が展開されている地区でございます。当
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然自治会の方、事前に説明しながら、また必要なときは話をさせていただきながらとい

うことで進めてきておりますので、十分理解をいただいて進んでいるものだと思って

ございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） 改めて、お伺いをいたします。 

 当時とはということで、正確な年度までは求めることはいたしませんが、おおむねど

の程度なのか、数年なのか数十年なのか等について、お伺いをいたします。私の認識と

しては２桁の数十年ということで捉えてはございますが、御認識をお伺いいたします。 

 また、こうしたケースはまれであるということでございますので、御答弁をいただい

たところですが、お考えとして、じゃあなぜこうした契約ごとについて口頭で行なった

のかということについての理由をお伺いいたしたい。仮に私の認識、捉えどおり数十年

前ということであれば、数十年間そうした契約ごとが自治会の中で正しく伝えられて

いくという御認識なのか、それが共有されていくという御認識なのか。当然のことなが

ら数十年、長きの間に転出される方がいらっしゃったりとか、そういった方もいらっ

しゃる。転出、転入というものもある中で、正しくそういった理解が共有されていくと

いうような御認識があったからなのか、町政の事務として、なぜその契約を締結しな

かったのかという理由についてお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 先ほど、昔から施設はあるというお話しさせていただいた中で、今、梅村議員、何年

ぐらいという話、正確には私もちょっとあれですけれども、年度としては平成に入りま

して、平成の初め頃からは当然施設入ってございますので、３０年前後にはなるのかな

と思ってございます。それは先ほど言いました、道路側溝に係る施設のトラフ等の部分

でございますが、あともう１つ、普通河川の押帯川につきましては昔からの現川がござ

いますので、それはもういつできたかというよりも、川でございますので当初、昔から

あったかと思ってございます。 

 もう１点、その部分、ではなぜ共有、今までされていたとしても、何かそういう交わ

したものはなかったのかという部分でございますが、これにつきましてはそのときそ

のときの自治会、関係者の皆様と事前に打合せをさせていただいた中で、口頭によりま

すけれども、お互いに了解、その辺は御理解をいただいてという中で進めてきておりま

すので、先ほど言われたように、その地区に関しては昔から住まわれている方がほとん

どでございます。当然場所も何があるも全て分かっている方々、農家の方多いかと思い

ます。その方々と私も従前打合せをさせていただいた中で、これまで進めてきておりま

すので、そこに住まわれている自治会の方々は、その辺は御理解をいただいているもの

だと思っており、現在まで進めてきているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長。 

○町長（佐々木基裕） 補足をして、説明をさせていただきます。 

 今、課長から年数についてございますが、約３０年以上前にそういう締結がなされて

いたのだろうというお話でございます。 

 私どもといたしましては、その当時、双方理解の下で、そして協議をしながら自治会、

そして地権者との協議を行なった上で、両方が理解をした上でそういう、町が管理をす

るという経過に至ったのであろうと推測をしているところでございます。 

 その後、一方からの異議申出、そしてこの用途の変更について、それぞれ申入れが

あった場合につきましては、再度その場で協議が必要であると、そう捉えているところ

でございます。 

 ３０年以上の前につきましては、口頭での約束といいますか、双方の確認ということ

でありましたが、昨今の状況を見ますと、やはり今後につきましては、しっかりと書類

にて締結を結ぶといった方法が妥当であるというところで認識をしているところでご

ざいます。 

 いずれにいたしましても、３０年前当時から今日まで、この路線に関しまして、自治

会及び地権者からの異議申し、それから用途変更に対する申入れはなかったので、その

まま従前からの流れとして町で管理をしていたという経過でございます。 

 以上でございます。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） １番項終わりまして２番項に移ります。 

 ２番項につきまして、町長の御答弁より、町道補修に関しては私の問い、遅滞なく円

滑に実施されているのかという問いに対しまして、適切に行なわれているという御答

弁でございました。 

 その適切の定義とはということにもなってくるのですが、では改めてお伺いをいた

しますが、例えば年度をまたいで、要望やパトロール等で把握をしていた箇所が、年度

内に整備が終わらず年度をまたいでしまったようなことというのは、近年私の知る限

りであっても散見されたと理解してございますが、それらの事実とその点についての

所見をお伺いいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えさせていただきます。 

 今、補修作業等の部分につきまして、年度をまたいでという部分、当然議員言われた

ように数、持ち越してということで、次年度に作業している部分もございますので、箇

所数については一部でございますが、その年度に維持補修できなかった部分について

は次年度にという、回している部分もございます。 

 以上でございます。 
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○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） 私自身も議員の活動といたしまして、当然町民の方や自身の活動

の中での道路の修繕箇所等を発見して原課に問合せや要望等を行なうこともございま

すが、そうした折に、着工までどうしても時間を要してしまったり、予算がないという

ことで協議や相談等させてもらったということも複数回あると私自身は認識してござ

います。 

 それらについて、現在、人手だったり予算であったり、十分な予算と十分な人手とい

うものがあってなされているというような御認識なのか、改めてお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 この修繕費、今年度に限っては当初予算より十分な予算をつけていただき、また進め

ている中で、先日の８月ですか、雨があった中で一部増額補正させていただいておりま

すけれども、十分予算をいただいた中で進めていけているものと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） ただいまの御答弁からすれば、では年度においては当初予算で２ ,

３００万円ですか町道補修、こちらについては私自身もこれまでの議員活動の中で何

度か一般質問でも取り上げたり、議会の中においても質疑等を繰り返してきた課題で

ございますから、予算が確保された、増額されたということは大変喜ばしいことだと私

自身捉えているところでございます。 

 御答弁からしますと、じゃあ今年度においてはそうした予算措置も十分であるし、人

員の確保も十分であるから、遠慮なくどんどんどんどん相談をしても適切、間を置かず

に町道の維持管理、補修、修繕等はなされていくという認識、捉えでよろしいのか伺い

ます。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 今、私のほうで、今年度については十分予算をいただいた中で執行させていただいて

いるという内容で話をさせていただきました。当然この執行させていただく予算につ

きましては、やる箇所含めて決めていた部分について順次進めさせていただいており

ますが、今、梅村議員が言われたように、何かあったときにお話をいただいた中で、ど

んどん増えていくという部分については当然あろうかと思います。ただ、それについて

は１件１件私たちのほうも確認をさせていただき、できるもの、できないもの、当然こ

れは必要だと思ってございます。予算にも限りがございますので、その辺は今、現予算

持っている中で見極めながら、また相手方とも協議しながらということで柔軟な対応

に努めてまいりたいと思ってございます。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 
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○５番（（梅村智秀） ここは私と課長の御答弁や御認識がどういったもので、御答弁の

中から察する考え方というものがどのようなものなのかというところと、多分私の捉

え方とは多分乖離があると、齟齬があるなと感じたところですからお伺いをいたしま

すが、今年度においても、私自身相談をしても、やはり手が足りない、予算ない、いつ

できるか分からないというような御説明、複数回いただいておるのですけれども、今、

災害や突発的なものとしてそういったものが出てきたのであれば、それは理解できま

す。しかるに、本町の町道においては敷設、道路が造られてから何十年も経過していま

すよね。当然のことながら十分な予測が立てられた上で当初予算というものが提案さ

れていると思います。突発的なものについては、それは当然、都度都度、場所場所に

よって判断をしていかなければいけないということは理解できますけれども、当然多

くの町道が傷んでいるというような御認識持たれていると思いますので、それも踏ま

えた上で、適切に速やかに円滑に遅滞なく町道維持管理補修整備がなされると捉えて

よろしいのか、そちらについて端的にお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えさせていただきます。 

 現体制、人員も含めて、十分なのかという部分であれば、人数に限りのある中で進め

てございます。 

 主に、先ほども補修人数４名で当たったということで、今回の路線についてのお話し

ございましたが、現実その４人が維持補修については主に当たっている職員でござい

ます。人数も少ない中でやってございますが、それによって今議員が言われたように遅

滞なくと、進められるのかという部分でございますが、それに限りなく努力していくと

いう考えで思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） 今年度の町道維持管理修繕等については、力強い御答弁をいただ

いたというところで３番項へ移らせていただきます。 

 それでは、こちらの当該私道の整備についての背景等について、改めてもう少し詳細

について御答弁を求めるところでございますが、１２月１４日に地域の方から御相談

があって、春に車両センターの方が確認されたというところでございました。 

 御相談をいただいた町民の元へ臨戸訪問も、お宅へお尋ねになってというところで

ございますが、そのところでどういった打合せを行なってきたのかなというところな

のです。ちょっと順番前後してきますけれども、後に別の項の御答弁で町長から誤認が

あったということでございましたのでお伺いをするところでございますが、当然そう

した場所の確認をする際は、例えば同行してもらって現地に伺ったり、地図等で場所を

指し示してここからここですねとかこの辺ですねということの確認をしたり、写真等

を見ながら打合せをしたりというところがなされるのかなと、これは私自身も原課に
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相談に伺った際は、おおむねそういった方向が多いのかなと。地図等で場所の確認がで

きなければ、では現地伺いましょうということもございます。本件については、どのよ

うな背景や経緯というところがあったのか、改めて詳細お伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） ここで、暫時休憩をいたします。 

午前１１時０４分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 加藤建設水道課長の答弁からといたします。 

○建設水道課長（加藤勉） それでは、お答えさせていただきます。 

 先ほど、議員のほうからこの対象路線、これまでの経緯という部分でお聞きいただき

ました。 

 昨年の１１月１４日という部分につきましては、どこに来たかという部分につきま

しては、当然該当する担当課というのは建設水道課の中で、庁舎内または車両センター

という外の両方あるのですが、庁舎内のほうの私たちのほうの２階建設水道課にお越

しをいただいたところでございます。 

 内容としましては、初めて来られたということではなくて、毎年来るということでも

ないのですが、役場に来られた際に２階に寄っていただきまして、この対象路線につい

て傷んでいる部分があるということなので、お願いしたいということでございました。 

 過去にもこれらの部分の対象路線については維持補修してきた経過もございますの

で、場所等も把握した中で、その中で建設課に来ていただいておりますので、対象の図

面等、いろいろ路線網図等などを見た中でお互いに確認をして、いつものこの場所です

ねということで、まず要望という形でお受けをしたところでございます。 

 ただ、維持補修については年間、順次やる箇所どんどんどんどん入ってきてございま

すので、１１月にお話をいただいたときにも、既にその年度、順次やっているというこ

ともございましたので、時期的にも１１月１４日ですから中ぐらいということで、もし

かしたら今シーズンできないかもしれないのですけれども、来春というような話はそ

のときにさせていただいたかと思います。 

 年が変わりまして、いよいよそのお話、昨年いただいていたということで、うちのほ

うも担当より、まず現地を確認した中で、また、併せてその依頼のあった町民の方のと

ころにお伺いをしました。伺った者につきましては、現担当する車両センターのほうの

担当職員が行ってございます。それで、一応この部分について昨年こういう話だったで

すねという確認をした中で、補修路線について確認をしてございます。 

 その後いろいろと予定を組みながら進めさせていただいている中で、車両センター

の職員、現地担当する者ですけれども、当然春先の雪解け等々、かなりうんでいるとい

う報告受けてございました。それらについて時期を見て、最終的に今年に入りまして連

休明けて６月に入ってからということで、その部分、対象路線については６月９日とい
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うことで施工させていただいたところでございます。 

 これにつきましては、その路線の横に、先ほどもお話の中出てございましたが、町道

上押帯の北４線道路という砂利道も隣接してございます。その部分も併せて施工をし

てきたというところの中で、一連の作業でこの対象路線させていただきました。 

 この対象路線につきましては、町道の美蘭別上押帯間道路という町道名になってご

ざいます。北４線道路を起点としまして、居辺本別線につながる道路ということで、３

キロメートル弱、路線延長ございます。その中で、これらの部分について、町道の北４

線道路の起点から修繕していく中で、町道という部分で１００メートルほどあります

けれども、下り坂路線でありますが、本来であればその先真っすぐ行くところに向かっ

て道道の居辺本別線まで抜けていくというルートでございまして、町道として認定さ

れているところでございますが、一部この町道の１００メートルを行ったところで、一

部、どちらにしても山林の中にある道路なのですけれども、一部その先が山林で、今休

工といいましょうか、一時休んでいるという部分もございまして、それがずっと続いて

いる中で、今回、それとは逆に１本の道路ということで、先ほど私道という部分に当た

るということになるのですけれども、続けて砂利が敷いてあるという中で、私たち担当

としては、その部分が町道美蘭別上押帯間道路として、今の私道も含めたところが、現

道見た中で、町道という判断の下で作業をさせていただいたところでございます。 

 これらについては町道ということで認識してございましたので、最初の春先に、相手

の方に昨年の依頼の部分をお話しさせていただいて予定を立てさせていただいて、着

工に入るに当たりましては直接本人のほうに、御依頼をいただいた方には、明日入りま

すだとか来週入りますだとかというようなことは、話はしてございません。通常の先ほ

ど言いました北４線道路、町道と併せて町道の補修ということで認識してございます

ので、当然その部分も町道という扱いの中で、担当職員、車両センターの４名の職員に

つきましては、町道という認識で、その辺はアポなしといいましょうか、お断りはしな

いで施工したところでございます。 

 当然、終わった際にも、その対象路線についての完了という部分については報告はし

てございません。その中で、現場については終わっていたという認識でございました。 

 その後、また町民の方からお話をいただいた中で、この部分一部ちょっと違うのでな

いかという御相談がありましたので、これらについて８月の３日、改めて説明をいただ

きたいというお話がございましたので、私並びに課長補佐、また車両センターのセン

ター長、また担当員、４人、現場のほうに向かいまして、相手方、自治会長、また町民

の方、関係者３人、向こうも４人ということで、そこの現場にて経緯をお話しさせてい

ただいたところでございます。 

 その中でいろいろ今お話しいただいた中で、町道の部分、そして維持補修してきたと

ころでございますが、一部私道という部分、間違えて施工してしまったという部分もご

ざいましたので、それらについては私をはじめ、現場において丁寧に自治会の皆様に説
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明をさせていただき、御理解をいただいたという経過になってございます。 

 今現在は現道も含め、この６月９日に着工させていただきまして、６月１３日までに

この対象路線については終わっているという形で、現場のほうは地域の道路として問

題なく完結しているという状況でございます。 

 その後、自治会の方とはコンタクトは取ってございませんが、また別な関係で、この

自治会に限らず維持補修に関しての御依頼、御相談というのは役場のほう、または車両

センターのほうにも来ることがございますので、それらはこの地区同様、ほかの地区に

つきましても、お話をいただいた場合には柔軟な対応ということで進めていきたいと

いうようなことで、これまでの経過ということでさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたします。３番項ですね。 

 今御答弁の中では、着工時においても、または完工事においても説明はしていない

と、それは北４線道路と北４線道路から下る約１００メートルの道路、ここは町道です

よというところでございますので、その町道に関する工事だからということが理由な

のでしょうかね。町道の維持管理補修だから、特段地域の連絡は必要ないという御認識

なのか。 

 これ御記憶あるかどうかなのですけれども、私何度か複数回、この議会においてもそ

うした地域への連絡等、また関係する方への、例えば不在であればポスティング、例え

ば連絡先や工期とか工事内容等を書いて入れてくるとか、やる必要あるのではないで

すか、やらなきゃいけないですよということは何度か申し上げてきたというところで

すが、全くもってそれをやっていないと、無視されていたという認識でまずよろしいの

かという点が、まず１点。 

 あとは町道なのですけれども、当然近隣の方が主にということにはなってきますけ

れども、町道というのは当然のことながら多くの方が通行する、ともすれば町外の方も

通行するわけですし、御説明の中では６月９日から１３日までということでございま

して、当然大型ダンプや重機等が施工している最中であれば通行できないということ

になりかねないではないのかなと。私現地もお伺いしていますが、そこに通行したけれ

ど戻ってくださいということになるのか、そういった周知をしっかりするということ

は私は大切だと思いますが、そこを改めて事実と御認識をお伺いいたします。連絡につ

いてね、という点が１点。 

 あとは、要は北４線道路があって下りの１００メートルがあって、川に向かって１５

０メートルの道路があって、そこから全くもっての私道の２００メートル上りがある

ということでよろしいですよね。まず御認識、うなずいていただけておりますので。そ

の上りの２００メートル、ここについては、極端に言うと、認識間違いでなければ、多

分利用されるのは町内においてもお一人、畑を使われる方お一人ではないのかなと捉
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えているところでございますが、まず北４線から１００メートル下って、今度川に向

かっての１５０メートルの部分、ここについてはこれまでの答弁の中で公的な施設の

維持管理が必要だったというところで一定の理解はなされると捉えているところでご

ざいますが、そこからの上り２００メートル、これはもう先ほど述べたとおり全くもっ

ての町民、畑を使われる方お一人が使われる私道であるというところでございます。な

ぜここを町道と誤認したのかという点について、まず端的にで構いませんのでお伺い

をいたします。 

 あと、打合せに際しまして、実務としてこれも端的にで構いませんけれども、まず現

地等の打合せをしますよね。そこに際して、実際に着工するまでの間、車両センターと

原課ではどういう打合せをなされているのですか。当然のことながら何月何日から何

日の間、どういうお金を使って、例えば材料等についてもそうですし、どういう期間、

人員がそこの道路の修繕等に供するのかという点について、どういう話になっている

のですか。まさかと思いますけれども、ここの町道維持管理のように口頭でということ

はなかろうとは思いますが、具体的にどのようになっているのか端的にお伺いをいた

します。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えさせていただきます。 

 １点目でございます。 

 通常、維持補修する際には、前からお話、議会でも取り上げられております、私たち

もお話をいただいております。いないときにはポスティング、いつ伺いました、いつ入

ります、いつ終わりましたというのをまず入れるべきというお話もいただいた中で、当

然今までやってきているところでございます。 

 ただ、この路線につきましては、先ほど認識として、町道だからということでしな

かったということではなく、今回の場所につきましては、担当も含めてその辺ができて

いなかったということでございます。毎回そのようにしていないということではなく、

今回、実務担当した４人の担当者が、その部分についてはちょっと忘れていたという部

分、正直なところでございます。ただ、町道であったので、順次作業はしていこうとい

うことで進めたということで、その辺も通常であれば分かっていなければならなかっ

たと思ってございます。この辺については、再三お話、ポスティング等、また地権者、

その関係者の方には入る前、終わった後、それらの連絡をさせていただくということで

進めていくということは、前から課内の中でも共有させていただいておりますので、今

回できなかったことにつきましては大変、担当課長として申し訳なく思っているとこ

ろでございます。 

 職員の４人の方には当然、今回の件があった後にはミーティングをさせていただい

て、今言われたポスティング等も含めた内容を必ずやろうねというような確認もさせ

ていただいたところでございます。 
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 あと２点目でございますが、この路線、交通量ももしかしたらあるのではないかと、

作業連絡しないでやっていたときに、その辺混む混まないあるのではないかというこ

とでございました。 

 現場につきましては当然日にち、こういう日程で入らせていただきましたが、現道路

につきましては、交通量という部分ではあまり通行のないところでございます。先ほど

議員からもお話しありましたように、通行されているのは多分、地主というか、主では

ないかということで、それもそのとおりでございます。当然作業に入りましたら山の中

で重機、うちだけが動いてございますので、もし仮に関係のトラクター何がし来れば当

然分かったと思いますし、その際には移動なりして順次交通の回避をして進めるとい

う形になろうかと思います。 

 ですから、通常ほかの路線でもこういう場合については、ここの路線はちょっとうま

くいかなかった部分もございますが、当然町の中でやるときもそうですし、その辺は、

連絡体制というのは事前に行なった中で進めているところでございます。 

 あと、起点としまして１００メートルは町道、その後は私道だったという部分、そこ

までは管理用道路として分かるが、その先は２００メートルはどうなのですかという

お話だったと思います。 

 この路線については、一連の町道の北４線のところを起点として、全体で１００メー

トルの町道があって１５０メートルの管理区間まで延長があって、その後全く関係な

い２００メートルがあるということで、全部で４５０メートルという延長になります

けれども、この部分の作業に当たりましては、現車両センターの職員が初めから町道と

いう認識でやってございましたので、今回につきましては、あえてその部分は町道とし

て整備をしたと。結果、後からお話をいろいろ町民の方からいただいて、間違っていた

ということに気づいたところでございます。 

 この件につきましても、当然事前に確認するところはするという中で、お互いに課内

の中の担当、また車両センターの担当とのコミュニケーションも含めて、今後は共有し

ながら進めていきたいと思ってございます。 

 それと併せて、重複して申し訳ございません。町道と庁舎との打合せはどうなってい

るのだろうかということにございますが、これは当然中と外で、パソコン通じた中で情

報共有できることになっていますので、作業がここが増えた、明日はここがある、いつ

入るというのはそこに書き込んだ中でお互いが共有しているところでございます。 

 また、当日の朝センター長含めて役場に一度出勤してきた際に、今日どこやるという

ことで出勤表というのが出てきますので、今日はどこどこやるねという話は、うちの中

の担当と各自やった中で、今日１日よろしくというようなことで進めさせていただい

ているところでございます。 

 また、もう１点、工事までの間には打合せはしていたのかということでございます。 

 今回、春先に御依頼をいただいて再度やらせていただくというお話をしてから６月
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の９日に入るまで、若干間が空いてございます。結果として間が空きすぎて、担当その

辺忘れたというのが事実だと思ってございます。 

 本当であればそういうことでなくて、着工する前に、少し前に、もう近くなってきた

ので入っていいだろうかということでお伺いをして、入ります、終わりましたというこ

とが本当の姿だと思います。 

 今回については間が空きすぎたということで、正直、担当が忘れていたということで

ございますので、ましてそれによって相手の方にもお話、終わったことも含めての確認

行為はされていないということで私のほうで聞いてございます。 

 これらについては、きちんと今後はないようにということで、建設水道課内でも共有

しているところでございますので、今後はそのようなことがないように進めてまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） ただ今るる御説明をいただいている中で、改めてお伺いをいたし

ますけれども、まず、一定については朝のミーティングも行なっているし、パソコン等

を通じてということなのでしょうかね、ネットを介してということで情報共有等も行

なっているというような御趣旨の御答弁でございましたけれども、であるならば、この

工期約５日間、６月９日から６月１３日の間で、この２００メートルの私道を整備する

際に、多分この５日間のうち、この完全な私道２００メートルのみを整備する日という

のもあったはずです。それは使用されている砂利の量からいってもこの路線が一番多

く使われてございますから。 

 そういった中で、なぜ誰も気づかなかったのか。車両センターの方、原課の方という

中で、毎日打合せをしていて、明日ここの２００メートルやりますと、何時から何時

誰々が行きます、このぐらいの材料使いますといったときに、ちょっと待てと、そこ公

道じゃないぞと、私道だぞと、なぜ誰も気づかなかったと思いますか。 

 今後しっかりやりますという御答弁でございましたけれども、原因しっかり究明で

きていなければ改善策、解決策というのが見いだせないと思います。お気持ちだけでは

また繰り返すのであろうというところから、改めてお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えさせていただきます。 

 そこの対象路線については２日間にかけて施工させていただいたところでございま

す。その部分につきましては。当然入った部分については、前後日にちはあったかとい

うことで、なぜ気づかなかったのかという御質問でございますが、車両センターの職

員、作業している間では、正直なところ、ほとんどというか、隣接された方はいなかっ

たと聞いてございます。 

 また、この中の話は８月３日の打合せを自治会の中でさせていただいたときに、その
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使用されている方も含めて、全然町のほうでやっていることも分からなかったという

ことで、所有者の方も言っておられましたので、それについては大変、入る前に言って

いなく、その辺のことを伝えていなく申し訳なかったということで伝えたところでご

ざいます。 

 従来であれば当然そのようなことはあってはならないので、お声がけをしてという

ことでやるのが当然だと思ってございます。今回に限り、職員、その辺は通行人含めて

なかったということでありまして、その作業に当たっては４５０メートル全線町道と

いう認識でやっていたということでございますので、最後まで疑いなく道路補修を進

めてきた、そして終わらせたという運びになってございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） 改めてお伺いをいたしますが、この当該２００メートルについて

２日間、５日間のうちの２日間をかけて工事を行なったと。毎朝面談でのミーティング

もしておりますし、ネットを介した打合せもしていると、記録も残しているということ

であれば、原課の方、車両センターの方、複数人が関わっているわけでありまして、あ

れ、ここって本当に町道なのですかというようなことに気づかれる方が一人もいらっ

しゃらなかったのはなぜですかという問いです。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 大変申し訳ございません、今の件でございます。 

 毎朝ミーティングした中で、当然誰か分かっていたのではないだろうかということ

でございます。大変申し訳ございません、この部分につきましては内部の担当職員も町

道という判断でいたのが事実でございます。 

 私、後からそれを知りまして、一部これあれだよと、町道は途中までだけど私道だよ

という話も、終わってからはさせていただいた経過でございますので、正直なところ中

にいる人間、外にいる人間、今回の路線については町道だという認識の中で取り進めて

きたというところでございますので、今後はないように、その辺強化してまいりたいと

思ってございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） それでは、この工事に関する路線についての確認を怠ったことが

原因であると捉えてよろしいのか伺います。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えさせていただきます。 

 今回の対象路線につきましては、確認を含めて始まり、終わり、してございませんの

で、当然怠ったと考えてございます。 
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 これにつきましても、私、所属課長として反省しているところでございます。 

 これらについては、ミーティング等も含めて十分協議をしてございますので、今後は

先ほどお話もさせていただきましたけれども、このようなことがないように取り進め

てまいりたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） それでは、先ほど御説明あった中で、北４線道路から１００メー

トル下りて、そこからの１５０メートル、いわゆる河川があったり明渠があったりとい

うところでございます。いわゆる町が管理をしなければいけない施設があるところ、そ

こについてでございますけれども、そこの施設管理の実態についてお伺いをいたしま

す。 

 年度においてはおおむね３０年前後ということで先ほど御答弁いただきましたが、

ここの実際の管理、例えば明渠であれば土砂上げを行なったりとかということについ

て、具体的なそうした作業というのは、近年においてどの程度の頻度で行なわれたの

か、行なわれたのであれば直近はいつなのか、端的にお伺いいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 今の公共施設等については２つの普通河川、押帯川、また道路側溝の整備を含めての

作工物ということで２つございますが、直近という部分では最近ではやってございま

せん。当時、先ほど３０年代という中で、大雨災害によりましてそこの押帯川のところ

からあふれて、そこの所有者の方の牧草地に入ったということで、一度災害等も含めて

実施した経過がございますが、近年におきましてはないような状態でございます。 

 ということは、維持管理についてもそういう必要がないということで、しばらくやっ

ていない状況ではございます。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） これも私の捉えとしては、しばらくというのは２年、３年という

ことではなくて、ともすれば２桁、１０年以上はやられていないのかなと捉えてござい

ますが、その点についてお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えさせていただきます。 

 今言った施設等々については、今言われたとおりに何十年ということで多分間が空

いているかと思います。 

 維持管理については、毎年ではないですけれども、反対にどこをしているのかという

ことであれば、今言った道路の部分につきましては管理用区間までということで、毎年

ではございませんが、春先の状況を見た中で、グレーダー等をかけながら維持管理はさ

せていただいているという状況でございます。 
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 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） それでは３番項終わりまして、４番項に移らせていただきます。 

 問題となっているこの私道、上りの２００メートルでございますが、先の御答弁では

ここの当該私道、完全なる私道のみ２００メートル、公共施設に行く１５０メートルは

除く、除いた部分について要した費用は４９万２ ,０００円ということで御答弁をいた

だきました。 

 私、通告もしてございますが、この単価等についてもお伺いしてございますので、こ

の内訳についてお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 暫時休憩いたします。 

午前１１時４１分  休憩 

午前１１時４２分  再開 

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） 大変申し訳ございません、お答えさせていただきます。 

 まず、それぞれのかかった部分の単価の内訳でございますが、まず人員でございま

す。職員に関係することでございますが、４人ということで２日間ということでござい

ます。平均の人件費として１人１万４ ,０００円ということで、１１万２ ,０００円ほど

かかってございます。 

 また使用した機械、バックホー０．４５立米１台ということで、これは日計算でござ

いますが、約１日６ ,０００円ということで、２日で１万２ ,０００円かかっているとこ

ろでございます。 

 また、使用した運搬トラック、１０トンのダンプトラック、これは２台稼働してござ

います。その中で燃料費でございます。軽油が４５０リッターということで使ってござ

いますが、リッター１４５円掛ける４５０リッターということで、６万５ ,０００円ほ

どかかっている状況でございます。 

 また、資材については何を使ったか、これは砂利を敷いたということでございます。

砂利が１８０立米ということで使ってございますが、まず私道にかかった分でござい

ますが、３５０メートル掛ける、幅は現道３メートルでございます。それに平均厚さ、

これは３５０メートルの中で平均すると、平均１７センチメートルほど入れている計

算になってございます。それで１８０立米ということでございます。 

 単価につきましては、立米当たり砂利単価３ ,７４０円掛ける１８０立米ということ

で、この３５０メートル区間については６７万３ ,０００円ほどかかってございます。

その中で、平均の割返しやった中で、残りの２００メートル区間を幾らかにするという

こと、この辺按分計算させていただいた中で、要した費用は４９万２ ,０００円という

形でなってございます。 
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 以上でございます。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） 要した公費については御答弁いただいたところでございます。 

 一部ちょっと釈然としないところもございますけれども、私の問いにございます、こ

れまでの経緯も踏まえた上で改めてお伺いをいたしますが、この１５０メートルでは

なくて上りの２００メートルに関してという点でいうと、この私道整備の必要性、妥当

性、合理性、このいずれも存在しないと捉えてよろしいのかお伺いいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 議員から今言われた部分につきましては、今言われるように私道という扱いであれ

ば、当然そういう部分では、やったことについてはいけない部分あったのかと思ってご

ざいます。 

 ただ、今回につきましては、こちらの不備ということも含めて、職員のその辺の認識、

町道と認識してしまったということが原因でございます。そういう中で工事のほう、こ

の残り２００メートルにつきましては砂利が入ったという部分、これは確かに町道で

はないということでございますから、その辺のことについてはどうなのかということ

であれば、どうなのかなという部分は当然皆さん思われている部分はございますが、た

だ地域の道路として今回はさせていただいたということで、私たちも認識させていた

だいております。その中で、やったことについては、本当であればやらなくていいとい

う部分も当然出てくると思います。やったことについては当然反省した中で、今後はそ

ういうことはないように努めてまいりたいと考えてございます。御理解をいただきた

いと思います。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） 改めてお伺いをいたしますよ。 

 御答弁いただいている説明員の加藤課長以下、現場の方も含めて、誰しもがこの２０

０メートルを町道だと誤認したということから本件が発生したわけでございますけれ

ども、そのことについて、ここの部分について、必要性や妥当性、合理性というものが

あるのかないのかという点でお伺いしてございます。 

 あるのであればどのようにあるのか、先ほどおっしゃられた地域の道路としてとい

うところが、ちょっと全くもって理解が及ばないものですから、改めてお伺いをいたし

ます。 

○議長（篠原義彦） 暫時休憩いたします。 

午前１１時４７分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 加藤建設水道課長の答弁からといたします。 
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○建設水道課長（加藤勉） 午前中の最後の御質問にお答えさせていただきます。 

 ４番目の最後の部分でございました。 

 当該私道整備の必要性、妥当性、合理性についての問いでございます。 

 まず、整理をした中でお話をさせていただきます。 

 まず道路の位置づけとしまして、町道として考えれば、必要性、妥当性、合理性につ

いては該当してこないと考えてございます。 

 しかし、今回の当該路線の私道とする部分につきましては、地域の方とも話をさせて

いただいた中で、地域の皆さんからは、地域の道路として考えればということで最終的

にお話をいただいたということもございます。 

 こちらとしては、地域としては、ある一定程度の御理解をいただいたと思ってござい

ます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） ならば重ねて問いますが、先ほど来から地域に地域に、自治会に

という御答弁がございました。視野を大きく持っていただきたい。これ当然使われてい

るのは公費、町民全体の財産だと思います。町民全体から御理解いただけるという御認

識での答弁となっているのか、お伺いをいたします。 

 私がお伺いをしてございますのは、いわゆる上り坂となっている完全なる私道の２

００メートルについてでございます。こちらの必要性も、結果として地域の方がよしと

したからそれでよしという御認識なのか、改めて明解なる御答弁を求めます。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 あくまでも、今お話しさせていただいた部分につきましては、今回の該当する路線と

いう中でのお話をさせていただいたところでございます。 

 当然先ほどからお話しさせていただいたように、今回町道として思っていたところ

が、結果、私道ということで作業、維持補修等してしまったことにつきましては、大変

申し訳なく思っているところでございます。 

 決して今議員が言われているようには思っているということはございません。全体

ということで考えれば、このような同じようなことがあれば、当然違うのではないかと

いうお話も出るかとは思いますけれども、その点につきましては、今回こういうことで

起きてしまったことについて反省をし、次からはないように今後進めてまいりたいと

考えてございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） 私の求めている問いに対しての的確なるお答えとなっていないと

私は捉えてございますので、議長によって明解なる答弁を求めるように改めて御注意
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を願います。 

○議長（（篠原義彦） 梅村議員、町長の答弁の中にもあったように、その部分について

は認めている。分からないでやってしまったという。しかし、結果として該当する方、

それから地域の会長、そういう中で話合いをやって、話合いがついているという認識し

ていると思うのです、町長の答弁の中では。 

 梅村議員に聞きたいのですけれども、どこが問いただしたいのか、ちょっと私も分か

りませんので、建設課長に言うことはできません。もう少し明解に言ってください。 

 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） それでは、改めましてお伺いをいたします。 

 いわゆる私道２００メートル、この当該私道というところでございますけれども、こ

ちらを錯誤、誤認によって公費をもって整備したこと、こちらの必要性、妥当性、合理

性についてはおありか。 

 先ほどは地域や自治会の理解が得られたというところでございましたが、私が改め

て申し上げているのは町全体、公費というものは町民全体の財産でございます。それが

認容される、認められるという御認識の下の御答弁か、改めてお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 この件につきまして、先ほど町長からも、この件につきまして、関係各位の皆さんに

大変御迷惑をおかけしたというお話をいただいてございます。当然、私、担当課長とし

てもそのように思っているところでございます。 

 今、議員のおっしゃられている私道という２００メートルの部分については、私道と

いうことは確かに分かってございます。 

 先ほど地域という部分につきましては、個別ということではなく、上押帯全体の地域

の皆様、十数名の戸数の方おられますけれども、その方々も、今後そのような部分で、

最終的にはよかったという判断に、今回、話合いの中でしていただいたと思ってござい

ます。そういうことで御理解をいただいていると思ってございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） 何度も何度も繰り返しとなりますけれども、よろしいですか、聞

かれていますか。 

 私がお伺いしているのは地域、自治会とかそういったところだけじゃなくて、公費で

すから町全体の財産ですよねというところ、こちらよろしいですよね、まず前提とし

て。その上で、町全体の公費を実質上不当に使ってしまったと、錯誤や誤認によって

使ってしまったと。これが地域の人が理解したからといって、それについても私疑義ご

ざいます。地域の方すべからく全住民の皆さんが御理解しているのかという点につい

ては疑義がございますけれども、仮にそうした前提であったとしても、それが町全体と
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して認められるのかどうか。 

 ですから私がお伺いしているのは、必要性、妥当性、合理性、この３点についてある

のかないのか、端的にお答えを求めます。 

○議長（篠原義彦） 暫時休憩いたします。 

午後 １時３７分  休憩 

午後 １時３８分  再開 

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えさせていただきます。 

 今回の私道、今回の整備でしたことについては、必要性、妥当性、合理性について該

当しないと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） ４番項終わりまして５番項に移ります。 

 必要性がない、妥当性がない、合理性がないというところで不当という表現を使わせ

ていただきますが、不当な公費支出というものが今回なされた。この確認が取れたとこ

ろでございます。 

 町長より、また説明員による御答弁の中では、地権者の方も含めて自治会に説明した

とか地域へ説明した、謝罪した、理解してもらったというような御答弁がございまし

た。これ確かに大切だと思いますよ、地域のコンセンサス、合意を図るということは、

共有認識を持つということは大切だと思いますよ。 

 でも先ほども述べましたけれども、これは町長に問いたい。１つ本当に大きな視点、

欠落しておりませんかというところです。町民全体、町全体というものの視点が欠落し

てございませんかと、私はこのように考えるところでございます。 

 予算がない、これがもう常套句のように繰り返される、厳しい町財政であることは皆

さん認識されていると思います。そうした中で４９万２ ,０００円ですか、約５０万円

もの公費が不当に支出がなされたというところでございます。この町民全体の財産で

あるこの約５０万円の金員についてですが、町民全体への説明や謝罪、そうしたものが

必要であると考えるところでございます。 

 併せて、この不当に支出がされた公金につきましては、町長以下管理職の方々でしっ

かりとした協議をなされた上で弁済することが必要だと考えますが、所見を問います。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長。 

○町長（佐々木基裕） 質問に対して答弁をさせていただきます。 

 今回の事案でございますが、大変財政が厳しい中で、担当職員を含めまして、このよ

うな事案が起きましたことを、誠に町民の皆さんにも申し訳なく感じているところで

ございます。 
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 そういった部分を改めて謝罪を申し上げたいと思いますが、本事案につきましては、

故意的にやったものではない、そこは御理解をいただきたいと思いますし、また故意、

もしくは重大な過失までとはいえない、私はそう判断しておりまして、損害賠償請求等

を求めるというものにつきましては妥当ではないのではないだろうかというところで

判断をしているところでございます。 

 今後、私を含め町職員が、このような事案が決して起らぬよう、それぞれ指導を徹底

してまいりたい、そう考えておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願い申し

上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） ただいま町長より御答弁がございました。 

 故意や重大な過失ではないからいわゆる損害賠償請求は適当ではないというような

お考え、存念が示されたところでございますが、私が先ほど申し上げたのは町長以下、

町長も含んででございます。町長としての御責任はどのようにあるとお考えか。 

 また町広報紙の９月号において、町長のコラムの最後段に、気を引き締め信頼される

行政運営をというところで、具体的なものの記載はございませんが、最近の事務のミス

や確認不足により町民の皆様に御迷惑をおかけする事案が数件発生しましたというよ

うな記載がございます。 

 本件についてもこれらに含まれているのかなと思料するところでございますが、改

めて町長のこうした事案が発生したときに、具体的にやはりきちんと町民に報告をし

て、謝罪をして、改善策を示していく、こうした姿勢、欠落していると私は考えるとこ

ろです。 

 いかがお考えか答弁を求めます。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長。 

○町長（佐々木基裕） 答弁をさせていただきます。 

 確かに、広報紙の私のコラムにて、先月号によりまして、数種類の町職員のミスが

あったと、その部分については率直におわびを申し上げるという記載をさせていただ

きました。 

 この記載文につきましては、今回の事例も含んでの謝罪ということでございますが、

本事案につきまして、私の責任というものにつきましては、やはり私は町の執行側の

トップでありますので、その責任の重さは痛感しているところでございます。 

 そういった責任を基に、今後しっかりと職員を指導徹底してまいりますとともに、自

らもきちんと律ししながら職務を遂行してまいりたい、そう考えておりますので、御理

解をいただければと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（（梅村智秀） それでは、１問目終わりまして２問目、さらなる認知症理解と脳
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トレ、脳活の推進をに移ります。 

 こちらにつきましても一問一答細目方式を採用いたします。 

 質問要旨。 

 ８月より、町中心部においてもオレンジカフェ、認知症カフェのことでございます、

が開設された。これまでの介護事業所での取組から、さらに地域の方々にも幅広く関心

をもっていただける機会となり得る取組であるが、事実と所信をただす。 

 平成２７年に認知症施策推進総合戦略、新オレンジプランと称されるものでござい

ます、が厚生労働省と関係府省庁によって策定がされ、その取組の一つとなる認知症カ

フェや認知症の当事者や家族、専門職のみならず地域の方が集い、認知症への理解を深

めるなどし、認知症当事者が住み慣れた場所で引き続き生活ができることなどを目的

として、全国各地で設置、運営がなされております。 

 １番項、本町においても令和元年より介護事業所でオレンジカフェが開催されてい

たところ、町内スーパー内のまちなか何でも相談所＆居場所で新たにオレンジカフェ

を開設。狙いの一つでもある、認知症の有無や年齢などを問わない方々が集い、脳トレ

や情報交換などを行なっている。 

 参加者が楽しく快適に過ごし、福祉でまちづくり宣言を掲げる本町の取組として継

続、発展することができるよう、飲料や備品等の確保、人員配置、研修費などの必要な

予算措置を適切に行なうべきであるが、事実と所見を問う。 

 ２番項、町中でのオレンジカフェ開設については町広報紙に掲載、案内チラシが関係

機関等に置かれるなどし、内容含め周知に努めているのであろうが、町内で広く認知が

なされているとまでは言えず、また、これまでの認知症予防や認知症理解の醸成への取

組に対する効果は限定的で、地域一丸となったものとまでは評価するには至らない。 

 そこで、学生を含めた若年層への周知も図り、広い年齢層に理解を求め、参加者や協

力者を募るべきであり、ホームページやＳＮＳ等の活用、能動的な呼びかけ等が必要で

ある。 

 併せて、オレンジカフェ参加者をほんべつ健康ポイント事業の対象とし、この取組を

広め、広げるあらゆる手法を駆使し、福祉でまちづくり宣言の取組の一環として、効果

的なものとする必要があるが、事実と所見を問う。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（（佐々木基裕） 〔登壇〕 梅村議員より御質問のありました、さらなる認知症理

解と脳トレ、脳活の推進をについて答弁をさせていただきます。 

 １点目の予算措置についてでありますが、昨年１１月、町内スーパー内に、まちなか

何でも相談所＆居場所を開設した折に、椅子やテーブル等の予算措置を行なって設置

しているほか、これまで町が保有している備品を活用するなどして、現在運営をしてお

ります。 

 飲料の確保につきましては、令和元年度に定めました、認知症カフェ事業実施要綱に
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基づき、飲料や茶菓子等の実費を参加者に御負担をいただいております。 

 人員配置につきましては、現在、職員２名程度を配置しておりますが、今後、認知症

サポーターステップアップ講座を受講した皆さんにも運営に携わっていただくことと

しております。 

 なお、今後の運営に必要な物品等につきましては、適宜予算計上をさせていただきた

いと考えております。 

 ２点目の周知方法についてでありますが、町広報紙への掲載と併せて案内チラシを

医療機関、介護サービス事業所、金融機関、商工事業所などに置かせていただいている

ほか、介護予防教室の元気いきいき教室、まる元運動教室参加者へ配布をし、周知を行

なっているところであります。 

 学生を含めた若年層への周知につきましては、今後、ホームページにおいて開催日や

事業内容等について掲載するとともに、ＳＮＳを活用した周知方法についても検討し

てまいりたいと考えております。 

 次に、ほんべつ健康ポイント事業の対象とすることについてでありますが、令和元年

より行なわれております、介護事業所等でのオレンジカフェとの調整も必要であり、現

段階でのポイント付与は難しいものと判断しております。 

 今後、ポイント制度の適用検討も含め、誰もが参加しやすい体制づくりを進めてまい

りますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきま

す。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） それでは、１番項につきまして再質問を行ないます。 

 ただいま御答弁の中から、必要な予算措置は行なっていくよという御答弁をいただ

いたところでございますが、答弁のうち、実施要綱によって参加者より実費相当の負担

をいただいているということでございましたが、まず考え方として、昨今のいわゆる物

価高騰等というものもございます。また、高齢者においては当然のことながら収入に限

りがあったりとかという方もいらっしゃるわけで、中には年金のみでという方も少な

くなかろうと推測するところでございます。 

 そうした中で、やはり１００円とか２００円とか低額で運用されている例が多いと

は思いますけれども、そうした負担が参加の足踏みとならないように、そうしたところ

については柔軟な検討をしていくべきだと考えるところでございますが、見解を伺い

ます。 

 またもう１点、実施要綱によって実費負担ということでございますが、これは現在私

が取り上げた町中でのオレンジカフェでもそのような運用がなされているのか、事実

について確認をいたします。 

○議長（篠原義彦） 長屋保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長屋和幸） 梅村議員の再質問に答弁させていただきます。 
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 考え方ということでございます。認知症カフェ実施要綱におきましては、各事業所、

社会福祉法人ですとかＮＰＯ法人等も含めまして、それぞれの団体が実施するという

前提の基に作成をさせていただいております。 

 こちらにつきましては、その利用料金の中で、事業の利用に関わる料金は無料とす

る、ただし茶菓その他の実費について利用者の負担とすることができるというような

文言で、こちらのほうを規定させていただいております。 

 こちらにつきましては、議員おっしゃるとおり物価高騰、また年金生活といったとこ

ろで、そういったことによって参加を思いとどまるというようなことがないような形

を取りたいとは思っておりますが、これまで実施をしてきました各介護事業所でも、こ

の実施要綱を基に活動をされてきております。 

 今、始まりましたのが７月２８日にプレオープン、８月に入りまして週１回という形

で、９月に入りまして本格的に週２回という形で実施をしております。 

 この９月から、実施要綱に基づいた町中での認知症カフェの運用という形で行なっ

ているところでありまして、今後、まだ始まって間もないということもありますので、

そういった参加者の御意見何かもお伺いしながら、実態何かも把握をしながら、そう

いった部分の検討、実費相当といったところの利用徴収といったものにつきましても

検討させていただきたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） それでは、１番項終わりまして２番項に移ります。 

 御答弁の中から、若者や現在参加をされていない方々ということにもなってくるの

ですが、ＳＮＳ等の活用等についても検討なされるということでございました。 

 現在の運用、御答弁にもあったとおり当然今始まったばかりでございます。今のうち

から大枠をいろいろ決めて、あれこれといくことばかりではなく、手探りでいろいろや

られているなと感じるところもございます。当然私も参加したことございますけれど

も、参加されている職員も保健師等も、参加者の方々の意見を熱心に耳を傾けていた

り、熱心にメモを取られたりというところで感じ取れるところもございますし、見かけ

るたびに、現場に行くたびにレイアウトがいろいろ変わっていたりということで、試行

錯誤されているのだなと、いい意味で取り組まれているなと私自身感じるところもご

ざいます。 

 また、これらの周知、そうした取組も含めてですけれども、まだまだやっぱり限定的

じゃないかなと考えるところのゆえんといたしまして、この本町のこうした認知症に

関する取組というのはテレビ報道何かもされたことがあるはずで、報道等によるとそ

うした認知症のサポーターや講師の存在というところは、全道の平均を大きく上回っ

ていると、こうしたプラスの要素というものもあるにも関わらず、それがじゃあ実際に

町内の皆さんの体感できるような取組になっているのかなという疑問があるのが、こ
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れまでだと思います。 

 こうしたプラスの要素については、当然のことながらしっかりとした周知を繰り返

していくという必要があると考えてございますので、先ほど手法といたしましてはＳ

ＮＳ等も当然そうですし、今ユーチューブ等の動画何かを活用する例もございます。 

 あとは若い方ですと、例えばＦＡＸや電話やホームページのお問合せフォームから

申し込みをするとなると、ちょっとやっぱり足踏みをしてしまうという実態もござい

まして、そうした中でやっぱり有効的なのが、固有名詞を挙げるとＬＩＮＥ等のアプリ

何かだと問合せをしやすいというところがあったりというところもございます。 

 当然課題としてあるのは、どうしてもやっぱり当事者であったりとか、比較的高齢の

方ということが多いという印象を持ってございますので、これからの課題としては

やっぱり広い層、町内一円に広がるように若年層、こうしたところにも広がるように、

例えば平日の午前中のみの開催時間を、オンライン等も活用するとか、午後や休み、そ

うした若い方や学生が参画できるようにするとか、そうした具体的な取組も必要では

ないかと考えるところでございます。 

 そうしたところに参加された方が、将来的に町への愛着心が湧いたり、進路を福祉関

係とされるような方が出てきたら、これは本当にすばらしいことだと思いますし、実は

私、参加した中から、参加したきっかけ、動機をお伺いしたら、ここにいる保健師にす

ごい親切にしてもらっていて声かけられたと、それで参加したという方もやっぱりい

らっしゃいました。やっぱりそうしたところも、参加することによって若い方にもやっ

ぱり知ってもらうよい機会になるのではないのかなと考えたところでございます。 

 それらについて、やはりいろいろな手法を駆使して試行錯誤をやっている中でも、多

方面にわたってそうした周知が進むような取組が必要だと考えますが、改めて御見解

を伺います。 

 また、ほんべつ健康ポイントの制度ですけれども、こちらせっかくの制度なのです

が、評価としてはいかがかなと。私の肌感覚の部分になってきますが、やはりいまいち

評価として高いものとはなっていないと捉えているところでございます。 

 年齢も１８歳以上の町内在住の方となっておりますけれども、広い意味での町民、例

えば本町に通う方、学生であるとか本町町外に在住はしているけれども、本町で働く

方、そうした方等に広げていく必要があると考えるところでございますが、見解をお伺

いいたします。 

○議長（篠原義彦） 長屋保健福祉課長。 

○保健福祉課長（（長屋和幸） 梅村議員の２項目の再質問に答弁させていただきます。 

 議員おっしゃるとおり手探り状態といった形で、試行錯誤を繰り返しながら、今、実

施をしてきております。 

 議員評価いただいたとおり、いい取組といった形で我々も捉えておりまして、今後、

参加される方々の御意見なども取り入れながら、参加しやすい活動にしていきたいと
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考えております。 

 サポーターの形でもテレビ報道でもされておりまして、本別町民の方々は多くの方

が受講していただいておりますし、小学校、中学校の生徒も、この認知症サポーター養

成講座を総合学習の中で取り入れていただくなどして、認知症への理解を深めていた

だいているところであります。 

 今後、若い方の参加がいただけるというところでは、やはり周知方法が課題になって

くるかと考えておりまして、新たな手法を用いながら、そういった活動も広めていきた

いとは考えております。今の時代という形の中で、ＳＮＳの活用といったものも今後考

えていかなければならないというような認識ではおります。 

 また、参加者への周知といったところでは今、高齢者、町民の方に限りましては、参

加した方々がそれぞれ口コミでお友達を連れてきていただいたりといった、そういっ

た広がり、よい取組であるよといった広がりも見せておりますので、そういった部分も

また活用しながらよいものにしていきたいと考えております。 

 健康ポイントにつきましては、今、出入りが自由といいますか、この部分だけ参加し

たい、例えば脳トレだけ参加したい、お茶飲みながら職員の人とお話をしたい、また家

族の方であれば、ちょっと愚痴を聞いてほしい、介護の大変さを分かってほしいという

ような方もいらっしゃいます。そういった方々で、いろいろな目的があって来られてお

りますので、一律に健康ポイントといったところでは、今のところ難しいと考えており

ますけれども、それぞれ目的に応じた事業を展開できるような形で固まりました折に

は、そういったものについても検討していきたいと考えております。 

 以上であります。 

○５番（梅村智秀） 終わります。 

○議長（篠原義彦） 次、１１番柏崎秀行議員。 

○１１番（（柏崎秀行） 議長の許可をいただきましたので、通告済みの１問について質

問させていただきます。 

 質問事項。 

 予防的かつ計画的な道路修繕への転換について。 

 質問要旨です。 

 町政要覧資料編２０２２では、町道の総実延長が４５７．７キロメートル、そのうち

舗装延長が２５４．９キロメートルで、舗装率が５５．６％となっております。長大な

舗装道路の維持補修に対して、町民から寄せられる要望、苦情へ都度対応している現状

にあると思われます。 

 今後は、従来の事後的な修繕から予防的かつ計画的な修繕へと転換を図り、舗装の修

繕に係る費用の縮減を図りつつ、道路の安全性、信頼性を確保していくことが必要だと

考えます。計画的な道路修繕についての考え方を伺います。 

 １、令和４年度に実施した道路修繕について。 
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 道路修繕を行なった総路線に対する路線数、キロ数及び費用額は。 

 そのうち、町民から寄せられた苦情等により修繕を行なった路線数、キロ数及び費用

額は。 

 ２、維持管理の基本的な考え方についてです。 

 路面性状調査の実施、定期的な道路パトロールなどにより、適時適切に路面状況の把

握を行ない、路面の損傷レベル、路線の重要性、交通量、地域特性等を考慮した管理基

準を定め、補修の優先順を決定した道路維持管理計画の策定、公表を行ない、これらの

基本的な考えに立ち、予防的かつ計画的な道路修繕への転換を図ることで、安心、安全、

公平な道路を維持することができると考えるが、見解を伺います。 

 ３です。自治体ＤＸの活用について。 

 町の公用車に設置されたドライブレコーダーのデータを活用することで、従来のよ

うなパトロール走行だけではなく、広範囲の路面情報を把握することができるサービ

スも開発されており、企業と連携した自治体ＤＸ、デジタルトランスフォーメーション

を活用、推進していくことが町道の維持管理に向上に寄与すると考えるが、見解を伺い

ます。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（（佐々木基裕） 〔登壇〕 柏崎議員の、予防的かつ計画的な道路修繕への転換に

ついて、について答弁をさせていただきます。 

 １点目についてでありますが、令和４年度に道路修繕を行なった路線数は２６０路

線あり、全路線数に対する修繕割合につきましては５４％となっておりますが、修繕の

延長につきましては、修繕内容が各種様々なため集計は取ってございません。 

 費用額は５ ,５８４万２ ,０００円となっておりますが、そのうち町民からの連絡で修

繕した路線数は１６４路線、費用につきましては、およそ３ ,０００万円となっており

ます。 

 ２点目についてでありますが、町道の修繕につきましては、町民からの御連絡や道路

パトロール等で発見した箇所について、状況を事前に確認をし、修繕する箇所や優先順

位を決定し、実施しております。 

 しかし、基準を定めることを含め、修繕の実施や優先順位の決定をより明確化するこ

とが必要であると捉えておりますので、今後、他町村の状況も確認しながら検討してま

いりたいと考えております。 

 ３点目についてでありますが、議員御指摘のとおり、ＤＸを活用した道路診断の技術

も開発されておりますことから、今後そのような技術が導入できるかどうか、調査、研

究をしてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 柏崎議員。 

○１１番（柏崎秀行） 再度、お伺いしたいと思います。 
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 まず、１点目です。 

 全路線２６０の路線で、苦情があって直したのが１６４路線、かなりな数字を占めて

いるかなと思います。 

 予算５ ,５８４万円に対して３ ,０００万円、半分以上の額は苦情、そして要望という

ことになると思います。 

 こちら、苦情とか要望というのは、どういうような形というか経緯をもって要望や苦

情が来るのか。電話で来られる方もいるでしょうし、現地に呼ばれるときもあると思い

ます。そういった、どういう状況で苦情が寄せられるのか、原課に来て、がっと文句を

言う人もいるかもしれません。そういったうち、これは苦情、要望、クレームと、通知、

通報、いろんなことに分けられると思います。その辺の詳しい状況をお知らせ願いたい

と思います。 

 ２点目です。 

 ほかの路線はパトロールにより巡回して優先順位を決めているということですが、

この優先順位を決める決まり、何をどう判断してそこを直さなきゃならないというこ

とになるのか、その基準をお聞かせください。 

 ３点目です。 

 ドライブレコーダーについて、ＡＩシステムで判断するというものが開発されてい

ると、多くの自治体で今取り入れていると聞いています。 

 こちら、町の公用車でドライブレコーダーをついている車が何台あるのか、お聞かせ

ください。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えさせていただきます。 

 まず、１点目の御質問、町民からの修繕、どのような形で連絡等が役場のほうに入っ

ているのですかという御質問でございます。 

 基本的には電話でいただくということが多くなってございます。そのほか、当然役場

に来られたときに２階にいらっしゃる、その中でここの部分がということで、直接お話

も伺うこともございます。 

 また、いろいろな御依頼をいただく中で、当然個人的に電話いただいていることもご

ざいますし、地域の代表という形で、各自治会の代表の方からもいただいていることも

数多くございます。 

 そういう中で、受取りの方法としてはそのような形で、主に庁舎内、役場の建設水道

課に来ることがほとんどと考えています。 

 建設水道課の中で担当、ある一定程度、一担当ということで決めてございますので、

そちらのほうを中心としまして、その対応をさせていただいているところでございま

す。 

 また、これらの対応を受けた中で、車両センターの職員のほうに、随時このような内
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容、苦情も含めて来ているということで対応させていただいているところでございま

す。 

 また、２点目の優先、今、いろいろなお話をいただいた中で、どのように優先順位つ

けているのかということでございます。 

 これは基本的に、年間通じて御連絡をいただくことになってございます。昨年、今年

と多くの町民、いろいろと細かい部分も含めて、先ほどお話ありましたが２６０路線と

いうことでいただいてございますが、基本的には受けた順ということで受付をさせて

いただいております。 

 当然、受けた順番に、現地も含め対応をさせていただいているところが現状でござい

ます。 

 その中で進めていく中で、受けている中でも、比較的早く簡単に終えれる、難しい、

それぞれございますが、基本的には順番という中で進めておりますけれども、特に、簡

単に直営事業、職員が負えないという部分につきましては、借上げ等、業者の方にお願

いしながらということもございますので、ある程度大きな規模になりますので待って

いただく、ある程度延びるということもございますので、そうなったときには随時連絡

いただいた方に説明をさせていただきながら、順次対応させていただいているところ

でございます。 

 優先順位の決める根拠でございますけれども、例えば舗装、１つのぽっと穴あいてい

るということであれば、当然受けた順に現場を巡回した中で決めていきますが、その中

でも大きさ、一定程度走行する中で支障のあるという部分につきましては、現地を見た

中で、今現在は現担当、現場担当含めて、うちの建設水道課の技術職員が中心となって、

それらの頻度を、このぐらいであればすぐやろう、このぐらいではちょっと待とうとい

うのを判断をさせていただいているところでございます。 

 もう１つ、ドライブレコーダーの部分でございますが、議員のおっしゃるとおり、ド

ライブレコーダーにつきましては、今後、道路の舗装点検へ向けて、ＡＩということで

ドライブレコーダー専用、これは通常の、今、公用車にもつけている部分ございますが、

それについては道路を診断するまでの仕掛けというか、そういうのはございません。 

 失礼いたしました。現時点、５年度でございますが、ドライブレコーダー設置対象車

両でございますが、各課、建設水道課からはじまりまして、健康 ・こども課、健康管理

センター、農林課、教育委員会、老人ホーム、町立病院と、それぞれの管理している車

両ございますが、全１３台、ドライブレコーダーつけているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（篠原義彦） 柏崎議員。 

○１１番（柏崎秀行） 改めて、お伺いしたいと思います。 

 １項目めです。 

 いろんな苦情等、連絡あると思います。なぜ私こんな質問したかというと、町民の方
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から、大きな声の人、これ音量じゃないですよ、察してくださいね。大きな声の人、も

しくは議員に言われたらすぐ直しているじゃないかという声が多々聞こえます。それ

で今回こういう質問をさせていただいたのですが、優先順位もこれ、簡単か難しいか、

言った順番かによって決めていると。すごく古典的だなと思いました。 

 そういった権限のある方、声の大きな方に言ったときに、しょうがないからやれよ

じゃなくて、きちんと断れるエビデンスをつくるためにも、こういったシステムを採用

し、路面の損傷レベル、そして性状調査を行なって、断れるエビデンスをつくるという

のが今後大事になってくるのかなと思います。 

 どうでしょう、そういった大きな声の方に左右されて直している部分あるのではな

いでしょうか。お伺いしたいと思います。簡単には答えられないとは思うのですが、そ

ういうことないのですかね。ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長。 

○町長（佐々木基裕） 再質問について、お答えをさせていただきます。 

 担当部署においては、そのようなことがないよう、適正、公正で公平な立場で業務を

遂行しているものと私は信じているところでございます。 

 いずれにいたしましても、先ほど答弁させていただいておりますけれども、私の基本

的な考えといたしましては、やはり道路の補修等につきましては、職員の定期的なパト

ロールによりまして、路面の損傷を十分に確認を行ない、そしてそれを基に一定程度の

基準を定めて、そこで優先順位を決め補修していかなければならない、そう考えている

ところでございまして、この間も担当課と協議をさせていただいたところでございま

すが、私のほうでは、やはり声の大きい町民の方々からの要望、そして声が小さい方々

の要望、そして声がない方々の要望、全ては平等と思ってございますので、そういった

観点からいえば、やはり基本は職員の定期パトロール、これに尽きるのだろうと思って

ございますし、先ほど答弁でもさせていただきましたが、ＤＸを今後活用した道路の舗

装の状況、もしくは砂利の状態等々を確認することによって、その技術を利用すること

によって、一定程度の補修の箇所、それから補修をすべき費用の算定等々も、今後そう

いった技術も開発されるだろうと、そう思ってございますので、そういった観点で、Ｄ

Ｘも含めて今後検討してまいりたいと、そう考えているところでございます。 

 議員提案の町道維持管理計画の策定につきましては、道路の現状把握と予算措置を

含め、計画性を持って修繕を進めることは最善の方策の一つであると捉えてございま

すけれども、降雨による道路の損傷、あるいは北海道特有の凍結による損傷等も多いこ

とから、現段階では維持管理計画の策定はなかなか厳しいものと判断をしているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、町道維持管理計画につきましては、有効な方策の一つと私も捉えてご

ざいますので、今後、庁内関係部署で論議を深めてまいりたい、そう考えているとろで

ございます。 
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 いずれにいたしましても、道路損傷の補修につきましては、先ほど言いましたが、道

路パトロール等により現状把握に努め、優先順位をきちんと定め、順次補修していくこ

とを原則としつつ、町民からの情報提供、あるいは要望等もありますことから、そのよ

うなことも考慮し、公正で、かつ公平な立場で補修に努めてまいりたい、そう考えてお

りますので、そういったことで今後も進めてまいりますことを申し上げ、答弁とさせて

いただきます。 

○議長（篠原義彦） 柏崎議員。 

○１１番（（柏崎秀行） ただいま町長から答弁いただきました。町長の答弁ですので、

町の方針ということになると思います。 

 町長から、パトロールに尽きるという話をいただきました。私も、この道路維持管理

計画を早急に策定してということではありません。今後、その計画を策定する上で、壊

れる前に未然に防げる、それが一番予算かからないのですよ、道路って。そういうもの

を今後つくっていくという姿勢が大事だと思っています。 

 そして町長が言われました、パトロールに尽きる、僕はそう思わないのですよ。とい

うのは、やはりこの管理計画ではないですけれども、道路の診断を行なっていく、ＰＤ

ＣＡサイクル、これを取り入れなければならないと思っています。プラン、ドゥー、計

画、実行、チェック、アクション、評価、対策、そういうものを定期的に行なって、パ

トロールをして目で見て、ああここは直さなければ駄目だ、それは公平、平等ではない

と思います。 

 だってそうですよね。見たところだけ、言われたところだけ見ていたって、もっとひ

どいところあるかもしれませんよね。そういったことをきちんと把握して計画を立て

て優先順位を決めていただきたいと思います。 

 そういった専門家もございますし、ＡＩだけでなく、そういった道路を調査する。計

画になったところだけでもいいです。予算はかかるかもしれません。ここはランクはＡ

だよ、Ｃだよ、Ｄだよというようなランクをつけて、大きな声の人がここ直せと、いや

そこまだＢだから無理ですよと、言えるようなエビデンスをつけていただきたいと

思っています。 

 確かにパトロールも大事です。日々のパトロールによって見つけることもございま

す。そこを平行していくことによって道路の維持、そして修繕に向けて、今日午前中か

ら午後にかけて一般質問、他の議員からもありましたけれども、ああいう事態も防げる

のかなと思っていますので、その辺の見解を再度お伺いしたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えいたします。 

 ただいま柏崎議員お話しいただいた部分、非常に大事な部分と捉えてございます。 

 町長が言われました、パトロールにて巡回をしながらということも、確かに現時点で

大事なことでございますので、当然それは継続しつつ、また、今後まだ普及はされてお
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りませんが、今、話の一つとしまして、全国的にもＤＸ、その中でＡＩをという部分で

の診断ということでドライブレコーダーを活用できる、そういう診断で、職員がではな

くてＡＩが自動的にいち早く見つけるための、そういう仕掛けのついたドライブレ

コーダーが今後普及してくるというようなことも、全国的には話が始まっているとい

うことも聞いてございます。 

 そういう部分につきましては、今後まだ北海道、十勝管内についても、それらはまだ

進んでございませんが、当然それらの状況を見ながら進めてまいりたいと思ってござ

いますし、議員が言われました、修繕におきましての事前の、それぞれの点検、調査等

も含めてのことにつきましては、修繕計画というもの、お話しいただきましたので、今

の段階では担当職員が中心となって、その辺は決めている部分もございますが、お話し

いただいたことを十分認識した中で、今後このような取組も含めて実行してまいりた

いと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 柏崎議員。 

○１１番（（柏崎秀行） ほぼいい答弁をいただいているのかなと感じるところですが、

これから計画に当たって、今までパトロール、目で見て、ここは損傷は激しいよ、まだ

いいのではないかというような、目で見て判断する、ＡＩもそうだと思うのです。写し

て、そこだけのものだと思うのですが、その中で、やはり地域の重要性、道路のですよ、

重要性や交通量、そして地域特性、そういったものってＡＩでは分からないと思うので

す。そういうところは、今後そういう計画をいく中で大事だとお思いでしょうか。 

○議長（篠原義彦） 加藤建設水道課長。 

○建設水道課長（加藤勉） お答えさせていただきます。 

 当然今、柏崎議員言われたこと、大事なことだと思ってございます。これらについて

は、今までいろいろな形でうちの担当職員、進めてきてございますが、十分、今いただ

いた御意見等も含め、実行していけれるように柔軟な対応をしてまいりたいと思って

ございます。 

 以上でございます。 

○１１番（柏崎秀行） 終わります。 

○議長（篠原義彦） ここで、暫時休憩をいたします。 

午後２時２６分  休憩 

午後２時４０分  再開 

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 ７番藤田直美議員。 

○７番（（藤田直美） 議長のお許しをいただきましたので、通告しておりました２問の

うち１問目、町民の命と健康を守る暑さ対策についてを質問いたします。 

 質問要旨。 
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 記録的な猛暑が続き、地球温暖化の影響により年々気温は上昇することが予想され

ております。今から来年の夏の十分な対策をするべきです。町民の命と健康を守るため

の暑さ対策に、今後どのように取り組まれるのか伺います。 

 主に、エアコン設置に関しての質問となります。 

 要旨の明細。 

 １項目め。エアコンのない厳しい生活をしている方がいます。エアコン購入補助を行

なっている市町村に倣い、物価高騰、電気代の値上がりで設置を躊躇してしまわないよ

う、一般世帯も対象としたエアコン購入設置助成の実施をするべきです。 

 ２項目め。小学校の普通教室だけではなくて、災害時には避難所となる体育館や家庭

科室、理科室等の特別教室、職員室のエアコン設置も速やかに設置するべきです。 

 中学校についても同じく、早期にエアコンを設置するべき、整備するべきと思います

が、見解を伺います。 

 ３項目め。図書館や公民館、町体育館などの公共施設では、町内各種団体の会議や懇

談、イベントの会場、災害時の避難所として利用されていますが、大変暑くて集えない

という声が多く寄せられております。 

 十分な目的が果たせない状況になっているため、エアコンを設置し、避暑施設として

町民に開放するべきです。 

 ４項目め。ゲンキッチンは食品を扱う施設です。さらには火を扱うため、温度の上昇

は避けられないと思います。昨今の猛暑を考慮するならば、速やかに調理場へのエアコ

ン設置を行なうべきです。 

 質問の相手、町長、教育長。 

 一問一答細目方式ありでお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（（佐々木基裕） 〔登壇〕 藤田議員の、町民の命と健康を守る暑さ対策について

の御質問に答弁をさせていただきます。 

 今年の夏につきましては、議員御指摘のとおり、７月、８月において３０度を超えた

日が２９日間、そのうち、３５度を超えた日が５日間あるという記録的な暑さとなり、

また、暑さと湿度の関係で、ほとんどの人が不快を感じる不快指数８０を超える日が３

６日間あるなど、公共施設を利用されている皆様におかれましても、大変厳しい年で

あったと感じております。 

 御質問の１点目でありますが、夏は比較的冷涼な北海道でも、近年では真夏日や猛暑

日になる日が多く、熱中症予防に必要な日が増えているため、夏の暑さ対策としてエア

コンの設置は非常に有効であると考えております。 

 道内においては、暑さ対策としてエアコン設置助成を行なっている自治体は見受け

られませんが、道外自治体の事例や省エネ、脱炭素を目的とした補助制度を活用する方

法などを検討し、近隣市町村の動向も参考にしながら検討してまいりたいと考えてお
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ります。 

 ２点目につきましては、小学校の普通教室は夏休み中にエアコンの設置が完了をし、

２学期から使用しているところでありますが、学校のエアコン設置につきましては、児

童生徒が大多数の時間を過ごす普通教室への設置を一番に優先すべきと考えておりま

して、令和６年度には中学校の普通教室にエアコンを設置いたしたく、現在、工事費の

積算等の準備を進めているところであります。 

 また、理科室等の特別教室や職員室のエアコン設置につきましては、必要性は十分に

理解しておりますが、設置するに当たっては財政上における課題を伴うことから、まず

は普通教室への設置を優先をし、普通教室と比較して使用頻度の少ない特別教室につ

きましては、当面の間、気温の高い日には授業内容や授業科目を変更して、特別教室を

使用せずに普通教室を使用するなど暑さ対策を講じ、児童生徒の健康管理に努めてま

いりたいと考えています。 

 いずれにいたしましても、適切な室温管理や小まめな水分補給により熱中症を予防

し、児童生徒が健康的かつ快適に学習できる環境整備に努めてまいりたいと考えてい

ます。 

 ３点目につきましては、昨年、町内にあった書店が閉店をし、本を手に取る機会が減

る中、図書館は幼児から高齢者までが利用できる身近な学びの場であり、図書館が町民

の読書に対して担う役割はますます重要になると認識をしております。 

 また、公民館は地域住民が集う交流と学びの場、体育施設は町民のスポーツ振興や健

康維持を図る場として利用されている状況にあります。 

 御質問のありました施設につきましては、その多くはエアコンが設置されておらず、

窓を開け扇風機を使用するなどして暑さ対策をしておりますが、施設利用者からもエ

アコンの設置を望む声が寄せられております。 

 社会教育課が所管する施設では、勇足、仙美里地区公民館で学童保育所として利用さ

れている部屋と、銀河アリーナのロビー以外はエアコンが設置しておりません。 

 現在、一部の施設でエアコン設置費用の算出に向け準備を進めておりますが、所管す

る施設の利用目的や利用状況、また、今後の施設の在り方や避難所指定の有無なども考

慮した上で優先順位をつけ、財政実働を考慮しながらエアコン設置に向けた検討をし

てまいりたいと考えております。 

 仮にエアコンが設置されるに至った場合には、御心配いただいた目的が果たせてい

ないという状況は解消されることになりますので、避暑施設としての開放については、

施設本来の利用目的を優先した上で、災害時の避難所と同じような考えで、利用が可能

かなどについて、公共施設を所管する課全体で検討を進めてまいります。 

 ４点目につきましては、ゲンキッチンは平成２４年４月に開設以来、３つの加工室と

実習室を備えた農産物加工施設として、近年は年間約１ ,０００人、夏の期間には約２

００人に御利用をいただいているところです。 
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 御指摘のとおり、加工室、実習室におきましては火気を使用するため、猛暑日には室

温が３５度から３６度に達することもあることから、窓を開けての換気等も行なって

おりますが効果がなく、利用者からも改善を望む声が出ているところであります。 

 このような状況から、利用者の利便性の向上と健康面への配慮、さらには食品衛生面

からも、今後、エアコン設置について検討をしてまいりたいと考えています。 

 いずれにいたしましても、公共施設につきましてはその用途のみならず、議員御指摘

のとおり、災害時には避難所として活用する施設も数多くありますことから、限られた

財源の中でエアコン設置における優先度について十分に考慮し、設置に向けた検討を

進めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（藤田直美） それでは、まず１項目めに再質問させていただきます。 

 エアコン購入設置補助については、道内ではないということでしたが、近年、御存じ

のとおり北海道も大変暑い、道外と変わらない暑さ日数が続いているということも先

ほどの答弁で述べられたように、道外では高齢者に対しての補助をしているところが

多く見られておりますが、乳幼児や障がい者、体調の悪い方にも大変必要なものとなっ

ております。 

 幅広い世代に対する対応をするため、全世帯を対象に、また、エアコンが未設置の世

帯だけではなくて、古くなり買換えを考えている世帯にも省エネの定義を満たす機種

を購入することを条件にするですとか、購入設置補助をするべきだと思います。 

 先ほどの御答弁にもありましたように、ゼロカーボン社会を形成する取組の一つと

もなりますし、脱炭素への取組の一つとなると思いますが、考えを伺いたいと思いま

す。 

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。 

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。 

 ただいま質問ありました、一般家庭へのエアコン補助に関してですけれども、先ほど

町長の答弁にもありましたとおり、道内ではまだこういった全家庭を対象としたもの

は補助制度はないということで、全部確認できているかどうかは分かりませんけれど

も、ちょっと見受けられませんでして、道外であれば、設置に関して上限を決めて、５

万円までの補助ですとか設置の３割とかという制度はございます。 

 確かに、ここ最近の北海道の夏は非常にエアコンが欲しくなる日が続いておりまし

て、一度エアコンを使ってしまうと離れられないという状況であります。 

 ちょっといろいろ調べましたところ、２年ほど前までは北海道内、設置割合が４割程

度、ここ一、二年というので暑い日が続いていますので、恐らく北海道でも五割程度の

家庭には設置されているかと思われますが、いまだにまだ半分の方は、まだエアコンな

しでも耐えられると思っているのか、つけられないのか、まだ設置されていない方が大
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勢いらっしゃるということは確認しております。 

 ただいま議員おっしゃられたとおり、高齢者ですとか障がい者、乳幼児等のためのエ

アコン設置という面では非常に補助制度は有効かと思われますが、今現在、道内で見受

けられる助成に関しましては、先ほどの脱炭素、省エネということで買換えという部分

で、今つけている方が買換えるという部分をやっている市町村はございます。 

 また、基本的には灯油をやめてガス、電気に換えるという取組の中で、エアコン設置

に補助を出しているところはありますので、そういったものも含めながら、どういった

補助内容がいいのかというところも含めまして、近隣町村の状況も含めて確認しなが

ら検討していかなければならない問題だなと考えております。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（（藤田直美） エアコンを設置している家庭、設置して利用していない家庭につ

いても、効果的な利用ができるよう周知、啓発が必要だと思います。 

 国においては積極的な暑さ対策を推進するような通達も出されていると思いますが、

各家庭での熱中症対策をしていただき、判断に必要な熱中症対策に関する正確な知識

を確実に、必要としているところに情報提供をしなければならないと思いますが、そう

いう取組はやっているのかどうかを伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。 

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。 

 ただいま質問のありました、エアコンの正しい使い方ですとか暑さ対策に関してで

すけれども、町で現在行なっているものとしては、例えば暑い日には食中毒だけではな

く、暑い日が続きますということで同報無線を流したりですとか、皆さんに啓発等は行

なっておりますが、エアコンの使い方的な、そういった細かいところまでの対策を皆さ

んに周知するということまでは行なえていないのかなと思っております。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（（藤田直美） 本町のエアコン設置状況の実態なども把握して、必要と思われる

世帯にはお知らせする支援というのも今後必要なのではないのかと思いますが、その

点についての見解を伺います。 

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。 

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。 

 エアコンの設置状況、なかなか町内でどの家庭についているのかというところ、隅々

まで確認することは難しいかとは思いますが、町民の命を守るという部分では必要な

取組かと思いますので、検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 
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○７番（藤田直美） それでは、２項目めにいきたいと思います。 

 ７月、８月の猛暑の中で授業と登下校、熱中症対策などなど、本別中央小学校の児童

生徒、そして先生たちは今まで経験したことがない学校生活を送っております。今年の

児童生徒、そして教職員の皆さん、本当に大変な中頑張っていると思うのは私だけでは

なく、町民の皆さんが思っていることだと思います。 

 小学校は今年２学期から普通教室にエアコンが設置されましたが、中学校にエアコ

ンが設置されていないため、猛暑日が予想されたときに、中学校だけ臨時休校になりま

した。 

 家に帰ってもエアコンがない御家庭では勉強できる状況にありません。熱中症対策

と家庭での過ごし方はどのように指導したのか伺いたいのと、中学校に来年度、普通教

室に設置する予定ということでしたが、普通教室だけではなく特別教室にもつけ、ま

た、設計をして採択されて設置するまでに２年かかるような御答弁があったかと思い

ます。そのようなことにならないように、一遍に学校に関してはつけるべきだと思いま

すが、その辺の見解を伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 武田教育次長。 

○教育次長（（武田敏英） それでは、藤田議員の質問のほうにお答えさせていただきま

す。 

 まず、中学校の臨時休校になったときの過ごし方という部分になりますが、こちらに

ついては暑さのため臨時休校ということですので、自宅で過ごすようにということで

指導のほうはしております。 

 次に、特別教室にも一遍にエアコンの設置をしたらどうですかという御質問だと思

いますが、特別教室なのですが、こちら各学校に５教室か９教室あります。 

 まず特別教室なのですが、エアコンを必要とする時期でいいますと、夏休みの前後２

週間ぐらいかなと思います。その２週間の中で特別教室使う回数というか頻度、どれぐ

らいあるのか、その辺も見極めて、まず全ての特別教室に設置が必要なのかどうかを考

慮しながら考えていきたいと考えております。 

 あと、今回、中学校のほう、普通教室に次年度設置させていただく予定にしています

が、今のところ工事の積算は特別教室は入っていないのですが、職員室、校長室を含め

た中で工事の設計を今のところ積算をしているところです。 

 特別教室のエアコンの設置に関しては学校内での優先度もありますし、また、町全体

で考えたときの優先度もありますので、そちらを考慮しながら考えていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（藤田直美） それでは、３項目めにいきます。 

 環境省などの暑さ指数の予測値が３３以上になった場合に熱中症警戒アラートを発
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表し、注意を呼びかけてきましたが、全国的には、本町では熱中症で亡くなったという

方は私は確認はしていないのですが、全国では熱中症で死亡する人が後を絶ちません。 

 このため環境省では、さらに気温が高くなり健康に重大な被害が出ることが予想さ

れる場合、一段上の熱中症警戒アラートを発表して警戒を強化する、地球温暖化対策に

関する気候変動適用法に盛り込み、法律の改正が閣議決定されました。 

 その中には、特別警戒アラートは都道府県知事に通達され、該当する自治体、また、

あらかじめ指定した避暑施設の開放義務づけを盛り込み、避暑施設を開放するように

通達をするということになっております。 

 図書館については、先ほど御答弁にあったように幼児から高齢者、障がい者、デイ

サービス施設の人たちが利用されております。暑い状況ではゆっくりできず、隣町の図

書館へ行く方もおります。 

 中学校にエアコンが先ほど言ったように設置されていないため、先ほども言いまし

たが中学校だけ臨時休校になったときに、家に帰ってもエアコンがない家庭では勉強

できる状況ではないということも聞いております。 

 早期に、特に災害避難所に指定されている施設は、平時でも有事の際も幅広い世代で

利用できるクーリングシェルターとしての機能を果たすべきだと思いますが、避暑施

設選定についての考えを伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 千代社会教育課長。 

○社会教育課長（千代孝徳） 再質問にお答えさせていただきます。 

 避難所としてのクーリングシェルターということですけれども、公共施設、社会教育

課が所管している施設ですけれども、施設本来の利用目的がありますし、暑さは日中だ

けではなく、夜間もあることですから、住宅にエアコンを設置していただくのが望まし

いとは思いますが、個々の事情もありますので、施設の開館時間の範囲内で開放するこ

とが可能かどうか検討をしてまいりたいと思います。 

 あと、今、エアコンの設置を検討していますけれども、そのほか町の所管する施設の

中でエアコンが設置されている施設もありますので、関係課とも協議をした中で進め

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（（藤田直美） 本町には、災害避難所に指定され、早期に開設される場所、初期

というか早期に避難所として開設される場所が１０か所あると思いますが、早期にと

いうことで先ほど御質問しましたが、早期に優先的に、そういうところはするべきでは

ないかなと思いますが、伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。 

○総務課長（（三品正哉） ただいまの災害避難所についての御質問ですので、私のほう

から答弁をさせていただきたいと思いますけれども、今、藤田議員おっしゃったとお



－ 49 － 

り、早期に開設する場所については１０か所というところで想定をしているところで

ございますが、一番最初に開けるところについてはどこなのかというところで考えて

おりまして、先般、災害対策本部において、雨を想定した避難については、まず第一番

に開けるところにつきましては総合ケアセンターの２階のホール。こちらにつきまし

ては、もうエアコンが設置されておりますので、まずこちらを第一として考えておりま

す。 

 もう１つ、浸水時ではなくて突発的な場合につきましては、基本的には中央公民館を

一番最初に開けるべき施設として考えておりますが、こちらにつきましては、今の状況

においてはまだエアコンのついていない状況ということで、先ほど来からお答えさせ

ていただいているところでございますけれども、こちらにつきましては避難所の開設

状況も含めた中で、エアコンを設置すべき優先順位について、ただいま、これまでの答

弁にもございましたけれども、どこの施設を一番最初につけるべきかというところに

つきまして、関係部署において、今、協議をしているところでございまして、今ここで、

じゃあ中央公民館につけますというお答えはできませんけれども、そういったことも

考慮しながら、災害時における避難所というところも考慮しながら、今後、考えていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（（藤田直美） 災害避難所として中央公民館、優先されていくのかなと聞いてお

りました。 

 先ほど来から緊急性、優先度など、各部署と連携を取りながら進めていくということ

でしたが、災害においては各年代、利用するということでありますが、特に幼児、子ど

も、弱者といわれる、要支援者といわれる方たちがおります。緊急性、優先度を考慮し

てということですが、子どもの命と健康を守ること以上に優先する事業があるのかな

いのか、その点について伺います。 

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。 

○総務課長（（三品正哉） ただいま藤田議員おっしゃったとおり、優先すべきところに

つきましては、やはり弱者の方をいかに守っていくかというところについては、優先す

べき点だと考えております。 

 その中におきましても、一般の方も利用ができるというところも踏まえた中で、町長

の答弁の中にもありましたけれども、限られた財源の中で、単年でどれだけできるのか

という部分もしっかり慎重に検討しながら、こちらについては考えていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（藤田直美） ４項目めに移ります。 
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 ゲンキッチンへのエアコン設置でございますが、先ほども、食品を扱うところですの

でつけることを検討するということでしたが、本別町のゲンキッチン、現在、大量調理

施設衛生管理マニュアルというのが厚生労働省から出されておりますが、その中で、施

設整備の管理ということで、施設は十分な換気を行ない高温多湿を避けること。また、

温度設定についても書かれております。 

 調理場は湿度８０％以下、温度は２５度以下に保つことが望ましいとなっておりま

すが、本町については何度になっているのか。このままでは利用する方が激減するので

はないかなという感じでおります。 

 利用したい方はたくさん、私はいるという認識でおりますが、その点についての見解

を伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 野崎未来創造課長。 

○未来創造課長（野崎昌也） お答えいたします。 

 室温につきましては、猛暑日については３５度から３６度になっております。 

 湿度については、７０％から８０％という状況になっております。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（（藤田直美） 湿度については８０％以下ということなので、これはクリアして

いるのかなと思いますが、温度管理については、今どのような状況になっているのか。 

 調理をする場合、温度設定、望ましいというような形で出されておりますが、その後

の、調理をした後３０分以内に飲食をしなければならないだとか、そのままの室温では

駄目だとか、いろいろ規定があると思います。 

 室温に限らず衛生管理という部分で、その室温であるときに、冷凍庫ですとかその他

の機材の温度というのはどのようになっているのか。保健所の指導にありますように、

そういう温度管理も大変重要だと聞いております。 

 その温度管理について、もう少し伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 野崎未来創造課長。 

○未来創造課長（野崎昌也） お答えいたします。 

 温度管理につきましては、先ほど室温が３５度から３６度になるということで、エア

コンがないものですから窓を開けての換気、それと、扇風機とサーキュレーターという

ことで空気を循環させているのですけれども、温度が下がらない状況にあります。 

 ただ、調理に関しては、作ったものにつきましては、冷蔵庫、冷凍庫を設置しており

ますので、そちらのほうに保管をして、衛生管理は保てるようにしているという現状で

あります。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（（藤田直美） 飲食店においては、室温管理ももちろんですが、冷凍庫、冷蔵庫
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の中の温度というのも、とても重要になっておりまして、室温が高くなるとその中の、

庫内の温度も上がるということから、その温度管理をしてほしいというような指導も

受けております。 

 そういう管理をしているのかどうか、また室温を高温にならないようにしておけば、

もっと利用者が増えるというような見解ではないのか、その点について伺いたいと思

います。 

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。 

午後３時１２分  休憩 

午後３時１３分  再開 

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 野崎未来創造課長。 

○未来創造課長（野崎昌也） お答えいたします。 

 飲食店と違いまして、農産物の加工施設という位置づけになっておりますので、常駐

するスタッフ２名配置しておりますので、その２名が温度管理をしっかりしているよ

うな状況にあります。 

 それと、暑くて利用者がということなのですけれども、確かに利用される方、強い要

望というのはないのですけれども、暑いねですとか、エアコンないのですねとかという

ところもありますので、そういうのが解消されれば利用者増につながってくるのかな

と考えております。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（（藤田直美） それでは、通告しておりました１問目を終えて２問目に移りたい

と思います。 

 ２問目。 

 質問事項。 

 情報発信力の強化を。 

 質問要旨。 

 行政サービス向上のため、ソーシャルメディアを利用した情報発信をしていくこと

が今後のまちづくりにおいては重要だと思います。 

 具体的な手段としても、最も利用率の高いＬＩＮＥアプリを使用することが望まし

いと考えます。 

 昨今、住民ニーズに応えられるようＬＩＮＥ公式アカウントを利用している市町村

が増えております。災害時の情報発信、公共施設の破損場所連絡ツールなど、多様な行

政サービスがＬＩＮＥ公式アカウントを利用して提供されております。 

 本別町の情報発信力を強化し、より町民の方が暮らしやすくなるためのプラット

ホームとして、ＬＩＮＥ公式アカウントを導入することで、以下の活用も見込まれると
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思いますが、見解を伺います。 

 １つ目。トーク機能を活用した１対１のコミュニケーションが充実しているため、行

政による相談業務に最適なサービスであり、運用の仕方によってはいじめ、虐待の相談

窓口となり、社会問題にもなっているヤングケアラーや、中高年化している引きこもり

の方の相談窓口などへも活用可能ではないか。 

 ２つ目。子育て、住まい、ごみに関する情報を掲載し、大型ごみ回収など、申込みな

ど、各種申込みへの活用ができるのではないでしょうか。 

 ３番目。パブリックコメントや災害など、緊急時の情報共有への活用について。 

 以上、３点について、活用すべきと思いますので、その見解について伺いたいと思い

ます。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（（佐々木基裕） 〔登壇〕 藤田議員の、情報発信力の強化をについて、３項目の

御質問となっておりますけれども、本町におきましてはＬＩＮＥ公式アカウントはま

だ導入しておりませんので、個別の対応ではなく、総体的にお答えをさせていただきま

す。 

 現在、本町は町広報紙と町公式ホームページ、同報無線で情報を発信しており、町民

自らが自治体の情報にアプローチしなければならない媒体となっております。 

 最近はスマートフォンなどの端末機が普及したことで、自治体が町民にアプローチ

することが可能なＳＮＳの一つであるＬＩＮＥを活用する自治体が増えてきておりま

す。 

 ＬＩＮＥは国内で利用者数の最も多いＳＮＳで、いち早く届けたい情報をスマート

フォンなどの端末機に通知できる機能を備えていることから、ＬＩＮＥ公式アカウン

トを導入するメリットは大きいものと捉えております。 

 一方、導入に対する課題といたしましては、町民がより使いやすい環境を構築する場

合には、外部事業者への委託が必要となることや、町民がＬＩＮＥのアプリケーション

がインストールされている端末機を持っており、友達登録の操作が必要であること、ま

た、ＬＩＮＥを使わない人や使えない人がいる場合は効果が薄れることなどが挙げら

れますが、情報発信を強化することで、より便利で快適な町民の生活環境構築に向け

て、課題を解決しながら、ＬＩＮＥ公式アカウントの導入を検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上、申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（（藤田直美） 先ほど、ＬＩＮＥの利用についても大変多いというような御認識

があるようです。 

 その上で、総務省の統計では、日本におけるスマートフォン利用率８９．４％、年代

別で見ても、２０代、３０代は約９５％、６０歳以上までの各年代で８０％を超える利
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用率となっております。 

 ソーシャルメディアの中でも、令和３年の統計ではＬＩＮＥ利用率は全世代、１０代

から６０代で９２．５％、前年度の９０．３％よりも１年間で２％近く増加していると

報告をしております。また今後も伸びることが予想されており、効果が薄れるというよ

うな先ほど御答弁もありましたが、効果については、興味のあるものを載せて、それを

使っていただくということが一番ではないかなと思います。 

 ホームページの掲載の件もありましたが、ホームページについては情報量が多いた

め、必要な情報を探すのに手間取るという声も聞いております。 

 ＬＩＮＥを活用して、よく使われる、子育てですとか、先ほど言ったごみの関係、移

住の関係もそうですが、そういう機能を使えばシンプルで分かりやすい訴求が可能。 

 全国には様々な理由で相談に行くことや電話をすることができない方、難聴者の方

や外国の方もたくさん多くいらっしゃいます。現在、本町には少ないかもしれません

が、そのような方のニーズに応えることもでき、支援を必要とされている方からのＳＯ

Ｓに対して、いち早く対応できる、そういう認識もおありということも先ほど聞いてお

りますが、そういう方たち、現在そういう庁舎まで来れない方たちの対応というのは、

現在どのようになっているのか伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。 

午後３時２１分  休憩 

午後３時２２分  再開 

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木基裕） 再質問について答弁をさせていただきます。 

 答弁漏れがありましたら、また再度御質問いただければと思ってございます。 

 まず、ＬＩＮＥのところでございますが、私もＬＩＮＥは活用してございますが、先

ほどＬＩＮＥを使わない人や使えない人がいる場合は効果が薄れるということを発言

をいたしましたが、そのようなことではないのでないですかというお話でしたが、やは

り九十何パーセントの町民の皆さんがスマートフォンをお持ちであったとしても、残

りの何パーセントの方々はスマートフォンを持っていないというところになります。 

 また、全ての事業もそうでございますが、持ちたくても持てない方もいる、そう

いった場合に、特にそういう弱者に対しての手厚い支援が、今、時代として必要だと

いうことは十分御理解をいただいていると思いますが、そういったことも踏まえて、

ＬＩＮＥのアカウントをつくらないと私は申し上げているのではなくて、課題を解決

しながら、ＬＩＮＥの公式アカウント導入に向けて検討してまいりたい、そう答弁し

てございますので、御理解を賜りたいなと思っているところでございます。 

 また、ホームページ等々におきましても、ＬＩＮＥからホームページを見るというの

ではなくて、通常のスマホからもホームページには見れますし、また、パソコン等から



－ 54 － 

も本別町のホームページを御覧になることはできるということで私は思ってございま

す。 

 いずれにいたしましても、そういった情報網に関しまして、ＬＩＮＥも一つのＳＮＳ

でありますので、時代のニーズに沿った形で、町の行政各種におきましても、そういっ

たＬＩＮＥ等を活用しながらアカウントの導入をし、町民の皆さんに情報発信力をさ

らに強めていきたいと、そう考えておりますし、そのような方向で検討してまいりたい

と思いますので、その辺を御理解いただき、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 藤田議員。 

○７番（（藤田直美） スマホを持っていない方のことも考えなければならないというこ

ともございましたが、ホームページについてもそうですが、パソコン持っていない方も

いらっしゃいます。 

 まず、どの端末の使用率が高いかということについても、スマートフォンが一番持っ

ているということになっておりますし、さきの議員から自治体ＤＸ化の質問もござい

ました。 

 災害対策、また町民との暑さ対策についての情報の共有としてＬＩＮＥを使い、安

心、安全なまちづくりを進めるべきだと私も思いますが、ＳＮＳでのコミュニティ形成

が浸透している現代においては、このような行政サービスが展開されることで、行政に

対する相談やコミュニティのハードルが下がるのではないかと思いますが、再度見解

を伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長。 

○町長（佐々木基裕） 再々質問について答弁をさせていただきます。 

 そういった議員のおっしゃるとおりでございまして、そういったこともひっくるめ

て、今後、ＬＩＮＥの公式アカウントの導入について検討していくと、私はいずれも答

弁をさせていただいております。 

 ここの部分につきましては、相談とかコミュニティとかいろいろありますけれども、

何度も同じことを言いますが、ＬＩＮＥ公式アカウントの導入をしないというわけで

私は答弁をしているつもりはなく、前向きに公式アカウントの導入を検討していくと

いうことでありますので、その辺については御理解を願いたいと思いますし、そういっ

たことで行政を進めてまいりたい、そう考えておりますので、御理解を賜りますようお

願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○７番（藤田直美） 終わります。 

○議長（篠原義彦） 次に、９番高橋利勝議員。 

○９番（（高橋利勝） 議長の許可を得ましたので、通告をいたしました１問について質

問をさせていただきます。 

 質問事項。 

 町の各施設に計画的にエアコンの整備を。 
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 ただいまの藤田議員の答弁で、一部私の質問にかかる部分もありますが、改めてお聞

きをしたいと思います。 

 記録的な暑さが続き、町民や職員から町の各施設にエアコンの整備を求める声が強

くあります。 

 財政的なこともあることから、計画的に整備すべきと思いますが、考え方を伺いま

す。 

 ５月８日以降のコロナ禍に対する規制緩和もあって、町民の皆さんのイベントや活

動への参加が活発になっています。 

 しかし、記録的な暑さが続いていることから、ただいまの藤田議員の質問にもありま

したように、町の施設利用時にエアコンを使用できるよう整備を求める声が強まって

います。 

 また、職員の皆さんも、職場が連日３０度を超える室温の中で働いており、中には体

調を崩された職員もいると聞きました。 

 職員の健康管理と仕事の能率向上にもつながることからエアコンを整備し、職場の

環境改善を図ることが必要だと思います。 

 ただ、整備に当たっては財源が伴うことから、庁舎内に検討委員会等を設置し、町民

の声や職場の声を聞き、計画的に進めることが大事だと思いますが、考え方をお伺いし

ます。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（（佐々木基裕） 〔登壇〕 高橋議員の、町の各施設に計画的にエアコンの整備を

の質問に答弁をさせていただきます。 

 藤田議員の質問でもお答えさせていただいておりますが、議員御指摘のとおり、今年

は記録的な暑さとなったものと捉えております。 

 また、空調設備の整っていない役場庁舎におきましては、室外よりも高温多湿になっ

ていたことから、執務に当たっている職員の健康と作業効率の向上の観点において、エ

アコン整備の必要性は感じているところであります。 

 御質問にあります、職場環境の改善につきましては、職員で設置しております、労働

安全衛生委員会において毎年検討しているところであり、これまで暑さ対策として、職

場に扇風機を設置するなどの改善を行なってまいりましたが、本年については、委員会

の会議でもエアコンを設置できないものかとの話も出ていたところであり、役場庁舎

を訪れる町民の皆さんからも、庁舎にエアコンをつけないのかなどの御意見もいただ

いたことから、現在、役場庁舎のエアコン設置費用につきまして、業者に見積りを依頼

し、積算を行なっているところであります。 

 エアコンの整備につきましては、職場環境の改善を考えたときに、非常に重要な課題

であると捉えているところでありますが、庁舎全体にエアコンを設置することとなる

と多額の費用が予想されること、また、公共施設においてもエアコンが設置されていな
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い施設がまだあることから、藤田議員の質問に答弁させていただいたとおり、限られた

財源の中で、設置における優先度や財源の確保策等についても十分に検討しながら、公

共施設の環境改善に努めてまいりたい、そう考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 高橋議員。 

○９番（（高橋利勝） ただいまの答弁、先ほどの藤田議員の答弁にもありますが、非常

にエアコンを整備する声が大きくて、なかなか、今言われたように、財源を確保すると

いうのは大変なのでしょうが、優先順位を決めてとか、また、財源を考えてということ

でありますけれども、それはそれとして受け止めますけれども、やはり優先順位を決め

る、財源の問題を考えるに当たっては、町民の皆さんの理解があって、本当に町民の皆

さんが、ああこの部分については、例えば優先順位でいうと本当に先だねとか、また、

あとは財源の問題がありますから、財源との関わりをやっぱり含めて、私は説明できる

ようにするということが、町民の理解を得るということが大事だと思いますし、そのた

めには、やはり私は計画的、実質計画的にという答弁のように聞こえますけれども、計

画的に取り組んでいただきたいということと、あとは、この計画実施に当たっては、先

ほども申し上げましたけれども、より多くの町民の皆さんや職場の皆さんの声を聞い

て、計画的に進めるに当たっての参考にするということも大事ではないかと思ってい

ます。 

 また、ただいま職員の皆さんの職場改善について、労働安全衛生委員会で協議すると

いうことですが、この庁舎内の整備についても、具体的にどうしていくのかということ

は、やはり何よりも職員の皆さんの声が優先されるべきだと思う。 

 その意味では、労働安全衛生委員会で協議をするということは、私は大変重要なこと

だと思いますが、改めて今後、進めていく上に当たっての町長の決意を、一言お伺いを

したいと思います。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長。 

○町長（佐々木基裕） 再質問に答弁をさせていただきます。 

 今、高橋議員から御指摘のあったとおりだと、私も認識しているところでございま

す。 

 やはり、この暑い環境の中、エアコン設置は必須であろうと、そう捉えているところ

でございます。 

 しかしながら、優先順位を決める場合、どのような形で決定をするのか、それについ

ては十分検討をしていく必要があると私は思ってございます。 

 例えば、文化施設を利用される方は文化施設を第一優先と考えますし、スポーツを親

しまれる方につきましては体力増進センター、もしくは体育館を第一優先とすると。そ

れぞれ皆さんが御利用いただく施設が、優先順位が、町民の皆さんの声聞くと第一なん

ですね。 
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 そういったことも全て含めながら、どういった利用者が、どのぐらい人数がいるの

か、そして、それが健常者なのか弱者なのか、もしくはお子さんなのかお年寄りなのか、

そういったことを総合的に勘案をしながら、それではこの施設から順次やっていきま

しょうという、そういう順位立てに私はなろうかと思ってございます。 

 昨年度から準備を進めてきました、小学校のエアコンもそうでございます。私は、ま

ずは児童生徒からエアコンを設置をし、学びの場を改善したいという運びで今年度予

算計上をし、議会で皆さんの御意見を賜りながらそれを決定して、本年、夏休みに工事

に着手をし、夏休み中に完了し、２学期から小学校の児童の皆さんがエアコンある教室

で学びを始めた。 

 私は昨年度からもお話ししてますが、小学校の次は中学校にエアコンを設置したい

というところで、今、準備を進めてきたところでございますが、まさか今年のように、

こんな猛暑が何日も続くとは思ってもいなかった部分もございますけれども、いずれ

にいたしましても、この異常気象の中、今後もこのような蒸し暑い夏が続くということ

が想定できますので、役場庁舎施設も含めまして、どこの施設からエアコンを整備して

いくのか、そして、そこのエアコン設置には補助金が出るのか、補助メニューがあるの

か、その辺もしっかりと研究をしながら導入を進めてまいりたいと、そう考えていると

ころでございます。 

 ちなみに、中学校は来年予算計上させていただきたく、今、準備を進めておりますが、

中学校につきましては計画を提出し、今後、国に対して申請をし、補助メニューの中で

導入をしてまいりたい、そう考えております。 

 各施設におきましては、そういった補助メニューがない場合もございますので、そう

いったことも総体的に考えながらエアコン設置をしてまいりたい、そう考えておりま

すので、御理解いただきますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 高橋議員。 

○９番（（高橋利勝） 今、答弁のその内容については理解できますが、しかし暑さとか、

こういう記録的な暑さとなると、やはり町民の皆さんや職員の皆さんの気持ちという

のは、もっと強いものが私はあるような気がします。 

 したがって、今、町長が答弁されたような形で進めるにしても、やはりその状況に

よっては一定の考慮をしなければならないようなことがあり得るような気もしますが、

その辺について改めてお伺いします。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長。 

○町長（（佐々木基裕） 費用面も併せながら、いろいろな課題もあろうかと思いますが、

町民の皆さんの要望をしっかりと承りながら総合的に優先順位を定め、エアコン設置

に努めてまいりたいと考えてございます。 

 いずれにいたしましても、この町内の全公共施設を１年で全てエアコンを設置する

ということには財政的にもなりませんし、また、機材、資材等の関係もありますので、
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そういったことにつきましては多分無理があるのだろうと思っておりますので、そう

いった観点からも年次計画を立て、準備、整備をしてまいりたいと、そう考えておりま

すので、御理解をお願いしたいなと思ってございます。 

 これをもって答弁とさせていただきます。 

○９番（高橋利勝） 終わります。 

○議長（篠原義彦） ここで、暫時休憩をいたします。 

午後３時４０分  休憩 

午後３時５０分  再開 

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 １０番阿保静夫議員。 

○１０番（（阿保静夫） 議長のお許しがありましたので、２問の一般質問を行ないたい

と思います。 

 まず１問目ですが、デジタル田園都市国家構想総合戦略には慎重な対応をというこ

とで、伺っていきたいと思います。 

 本構想は、国や自治体が持つ膨大な個人情報のデータを民間に開放し、企業の儲け先

にしようとしているとの見解があります。 

 本町総合戦略の改訂では、創意工夫を生かし、慎重な対応をしていくべきと考えます

が、見解を伺います。 

 住民の皆さんの暮らしに役立つデジタル化は、否定するものではありません。しか

し、現在進められている地方自治体における行政のデジタル化は、自治体が持つ膨大な

個人情報のデータ活用を成長戦略として企業に開放し、儲けることを目的とした改革

であるとの見解もあります。 

 これまで自治体が個人情報保護条例の各自治体ごとの保護規定や、自治体が行政運

営のために福祉や教育の制度でそれぞれ運用しているコンピューターシステムも統一、

標準化していこうとするとのことで、自治体はその具体化に追われているとのことで

す。 

 また、この対応について、知事会や市長会、町村会などから、行政事務に裁量の余地

がなくなる疑念があり、地方の創意工夫を可能とする仕組みと、自治体の負担とならな

いようにすべきとの厳しい声が上がっているとのことです。 

 付け加えますと、３つのリスクとして指摘されているのは、１つ目には、当然自治体

が負債を抱えることになる。２つ目には、自治体の裁量がなくなるのではないか。３つ

目には、既存サービスが淘汰される。これが、例えば九州の五島市議会などではこのよ

うなことで挙げられておりますけれども、これらの内容を含んでいると思っておりま

す。 

 これらを踏まえて、年度内を目指すとする本町総合戦略の改訂では、福祉でまちづく

りなど本町独自の創意工夫を生かし、慎重な対応をしていくべきと考えますが、見解を
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伺います。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（（佐々木基裕） 〔登壇〕 阿保議員の、デジタル田園都市国家構想総合戦略への

対応についての御質問にお答えをいたします。 

 デジタル田園都市国家構想総合戦略につきましては、行政報告においても御説明を

いたしましたが、国では、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指すデジ

タル田園都市国家構想の実現に向け、地域の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化、

進化することとしており、そのため、昨年１２月にこれまでの、まち・ひと・しごと創

生総合戦略を抜本的に改訂をし、デジタル田園都市国家構想総合戦略を新たに策定を

し、閣議決定されたところであります。 

 地方においては、まち・ひと・しごと創生法の規定に基づき、国の総合戦略を勘案し、

地域の個性や魅力を生かした、地域が目指すべき理想像を再構築した上で、地方版総合

戦略の改訂に努めることとされています。 

 議員御指摘の個人情報のデータ活用につきましては、行政機関等が保有する個人情

報を、特定の個人を識別できないよう、かつ、その作成に用いる保有個人情報を復元で

きないよう、国が定めるルールに従って加工した情報、いわゆる匿名加工情報の集合体

で、一般的にはビッグデータと呼ばれるものでありますが、ビッグデータにつきまして

は、それを利用することによって新たな産業の創出や経済活動の活性化が期待でき、結

果として国民生活の利便性の向上に寄与されるものと認識しているところであります。 

 また、住民情報の行政システムにつきましては、令和７年度末を期限に、住民基本台

帳や個人住民税など２０業務につきまして、全国標準に統一したシステムを構築をし、

全国的なクラウド環境で利用していくこととされています。 

 御指摘のありました、行政事務の裁量の余地がなくなる懸念と、地方の創意工夫を可

能とする仕組みにつきましては、本町のシステムは、これまでも個別の開発をほとんど

行なわずに業務を行なっていたことから、標準準拠システムには滞りなくスムーズに

移行できるものと考えており、標準準拠システムを利用することにより、全国共有可能

なシステムを迅速に構築、展開することが可能となるため、自治体において個別開発す

る必要がなくなり、人的、財政的にメリットがあることや、他の自治体との連携により、

住民の利便性の向上に資するものと考えております。 

 本町におきましては、先日御報告いたしましたように、国の総合戦略を踏まえ、現在

の第２期本別町まち・ひと・しごと創生総合戦略を、本年度内に本別町デジタル田園都

市国家構想総合戦略へ改訂する予定としておりますが、新たな総合戦略においては、雇

用、交流人口の創出、結婚、出産、子育ての希望を叶える魅力的な地域づくりといった

基本目標の実現に向け、議員御指摘の福祉分野やその他の分野におきましても、デジタ

ル技術をいかに活用するか検討してまいりたいと思いますので、御理解いただきます

ようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 
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○議長（篠原義彦） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） ただいま町長のほうから答弁をいただきました。 

 私からは、先ほど申し上げた３つのリスクということで申し上げたのですけれども、

その一つ一つについて、本町としてはどう考えていくのかということを伺いたいと思

います。 

 リスクの１つ目として挙げられているのが、まず整備のために当然お金がかかると。

自治体が負債を抱えるというようなリスクがあるのではないか。 

 ２つ目ですが、１つの形に集結していくので、本町の独自の裁量というか、本町とし

ての特色というものが失われていくのではないかという点。 

 それから３つ目のリスクとしては、１つの形が示されるわけで、本町の独自の既存の

サービスなどが、これに影響を受けてサービスが続けられなくなる、あるいは淘汰され

るということはないのか。 

 その３点について、それぞれ考え方を伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。 

○総務課長（（三品正哉） ただいまの３つのリスクにつきまして、議員御質問の内容に

つきまして、システムの統合化、標準化について問われているのかなというところで、

私のほうからそこの観点で答弁をさせていただきたいと思います。 

 まず、自治体の負債というところでございますけれども、当然システムを入れ替える

場合につきましては、これまでも１億円を超える金額でシステムを入れ替えてきてご

ざいます。 

 本町において、この標準システムに乗るスケジュールが、ちょうど本町のシステムの

入替えの時期と重なるタイミングで業務を行なっていこうと考えておりますので、こ

れにつきましてはこれまでどおりのシステムの入替えにかかる、費用についてはかか

るものと捉えておりますが、これがたちまちこの標準化における負債とは捉えていな

いところでございます。 

 なおかつ、標準化に乗るに当たりましては、国のほうから交付金というのも出る予定

となってございます。具体的な金額についてはまだ示されておりませんが、そういった

ところにつきまして活用していきながら、標準システムのほうに移行をしていきたい

と考えております。 

 独自裁量、特色が失われるのではないかという部分と、既存サービスの中止があるの

ではないかというところの御質問、これは同じような御質問かと考えておりますが、確

かに全国市長会において、こういった形の質問について総務省のほうに向けられたも

のがございます。 

 総務省の回答といたしましては、基幹業務、２０業務については基本的には統合する

けれども、そこに、例えば独自でやるようなサブシステムについては、きちんと連携す

る形を取りながら、そういった中から、本町でいえば町の独自性を出していくことは可



－ 61 － 

能ですよということで回答もされておりまして、現状におきまして、先ほど町長の答弁

でもさせていただきましたけれども、基本的に本町におきましては、これまでもシステ

ムのカスタマイズといいまして、システムを改造することなく買ったままの状態で

使っておりまして、それ以外のサービスにつきましては、外付けのシステムを利用しな

がらサービス提供させていただいておりますので、この辺につきましても、本町におい

てはあまり影響なく標準化のほうに移行できるのではないかと考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 阿保議員。 

○１０番（（阿保静夫） ただいまの答弁では、自治体としての対応はスムーズにという

か、可能に行なわれていくという趣旨の答弁だと思っております。 

 ただ、先ほども申し上げましたけれども、システムを替えていくということは、当然

補助もあるという前提で申し上げますけれども、これはやはり大きな金額が伴うので

はないかということがあります。 

 現存のシステムをもう使わないで、新たなシステムに導入していくというときの負

担というのは、今後どのくらいの見込を考えながら、そして、それは１００％国の補助

等で賄われるものなのか、自治体負担としてはどの程度が考えられるのか、現状でもし

分かっている部分があれば伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。 

○総務課長（（三品正哉） システムの導入につきましては、今現在におきましては、お

おむね１億５ ,０００万円程度かかるのではないかといわれております。 

 こちらにつきましては、先ほども答弁させていただいておりますが、基本的にシステ

ムにつきましては、７年から８年に１度更新をさせていただいております。なぜかとい

いますと、コンピューターシステムというのは日々いろいろと改良されておりまして、

保守、メンテナンスが受けられなくなるというのが大体そのぐらいになっております

ので、七、八年をめどに、本町においても、これまでもおおむね七、八年をめどに一億

二、三千万円の金額をかけながら更新をさせていただいているところでございます。今

使っているのが４代目のシステムになりますか。そういった形で使わさせていただい

ているところでございます。 

 補助につきましては、まだ国のほうから正確な数字出ておりませんので、ここで

ちょっとお答えすることできないのですけれども、満額がそこで充てられるとは考え

ていないところでありまして、国のほうといたしましては、人口規模に応じて交付金を

算定するということでありますので、本町６ ,５００人の人口規模の中で、どのぐらい

配当されるのかというところにつきましては、今、いろいろと情報を収集しているとこ

ろでございます。 

 以上です。 
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○議長（篠原義彦） 阿保議員。 

○１０番（（阿保静夫） 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、一定の標準化をし

ていくということと、それとは別に、本町としてこれまで取り組んでいる、特に福祉分

野では多いと思うのですけれども、いわゆる独自の対応、対策というのが取り組まれて

いると思います。それは、今の御答弁の中では、それは一定今後認められていくという

ことで解釈していいのか、それとも、そこにも変えていかなければならないというよう

なこと、あと予算措置の問題何かもそうだと思うのですが、その辺が対応されるのかど

うか、伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 三品総務課長。 

○総務課長（（三品正哉） ちょっと今、私の考えられる部分で、今、本町独自におきま

して独居老人の見守りサービス、これシステムを使って動かしておりますが、標準化に

なったからといって、こちらをやめなさいということではなく、標準化についてはあく

までも税ですとか国保ですとか介護、あとは子育ての関係ですね、そういった部分につ

いての基幹の部分については全国統一でやりましょうと。そこから、もうちょっと独自

でサービスをふかす部分につきましては、システムと連携をしながら、独自にシステム

構築していくことについては問題ありませんということで総務省も回答しております

ので、こちらについては、これからどういうサービスを行なっていくかというところに

つきましては、ＤＸも含めて町も考えていかなければならないところだとは思います

けれども、それを、国のほうが標準化によって否定しているものではないということで

捉えております。 

 以上です。 

○議長（篠原義彦） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） それでは、次いきます。 

 ２問目は、今シーズンの除排雪はということで伺います。 

 町道等の除排雪は、直営と民間委託により進められています。 

 町道では、約４％を業者に委託され、９６％を直営で除雪しているとのことです。 

 また、高齢者等の除雪支援策では、今後、対象件数の増でさらなる対応が必要になる

のではないかと考えます。 

 要旨の明細ですが、１つ目は、町道の除雪区間は町道延長の９８．４５％、４５０．

６０キロメートル、４８０路線を除雪区間と定め、うち１７．５２キロメートル、３．

８９％、８０路線を民間業者に委託し、約９６％を直営で除雪しています。 

 農村部では、地域の方々のトラクター等による町道等の除雪の協力をいただいてい

ますが、町としても現状把握や情報交換が必要と考えますが、見解を伺います。 

 ２つ目ですが、高齢者や障がい者世帯のうち、自力での除雪が困難な世帯に対し、直

営、委託による除雪支援が取り組まれています。 

 高齢化が進行する中、今後、支援対象件数の増加が考えられますが、対応の強化等に
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ついてどのように考えているか、見解を伺います。 

○議長（篠原義彦） 佐々木町長、御登壇ください。 

○町長（（佐々木基裕） 〔登壇〕 阿保議員の、今シーズンの除排雪はについて答弁をさ

せていただきます。 

 １点目の農村部の除雪協力の現状把握についてでありますが、農村部の地域の方々

が、御厚意によりトラクター等で町道や福祉除雪世帯の一部を除雪していただいてい

ることは承知しているところであります。 

 除雪車運転職員が除雪作業に行ったとき、既に町道の除雪が終わっていることもあ

りますので、それらにつきましては大変ありがたく思っているところであります。 

 町といたしましては、作業に従事している職員を通じて、その都度現状を把握させて

いただいているところでありますし、また、必要に応じて御連絡をさせていただいてい

るところでもあります。 

 次に、２点目の高齢者等の除雪支援策についてでありますが、本町におきましては、

平成５年に本別町除雪サービス事業実施要綱を制定をし、満６５歳以上の一人暮らし

高齢者及び高齢者のみの世帯など、また、身体障がいや病弱で冬期間除雪の労働力の確

保が困難な人に対して、日常生活の維持、火災等の被害、家屋の損害等を防止し、安心

して在宅生活ができるよう、必要最低限の範囲を除雪サービスとして実施してきてい

るところであります。 

 対象者につきましては、自助、互助、共助を基本とし、各地区の民生委員 ・児童委員、

介護支援専門員等の意見を参考として決定しているところでありまして、過去１０年

間の件数を見てみますと、市街地が微増、農村地区は微減している状況となっておりま

す。 

 具体的には、市街地は委託による手作業での除雪、農村地区は直営による大型機械で

の除雪を行なっておりますが、令和４年度の実績としては、市街地区４５件がおおむね

３人で実施、農村地区３４件を大型機械で実施している状況であり、議員おっしゃると

おり、高齢化の進行に伴い支援対象件数の増加が見込まれる中においては、とりわけ手

作業による労働力の不足が危惧されるところであります。 

 こういった状況から、８月１７日には受託事業者と労働者、これ従業員ですけれど

も、確保に関する協議、そして８月１８日と９月６日には役場内関係部局で除雪体制の

新たな仕組みづくりについての協議を進めているところであり、今後さらに論議を深

め、除雪サービスの維持、強化に努めてまいりたい、そう考えておりますので、御理解

を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 阿保議員。 

○１０番（（阿保静夫） ただいま答弁をいただいて、それぞれ市街地、農村部での取組

について話がありました。 

 現在取り組んでいる状況から、これから年数を経ていけば、当然サービスを受ける人
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たちも含め、それから実際に除雪に当たっている方々も含め、高齢化ということにつな

がっていくということで、この対応は続けていかないと困る対応なので、今は、とりわ

け農村では、機動力やそれぞれの善意ということで行なわれているのが多くの実態か

なと私は想像しているところですけれども、町としてやはり除雪体制に、今後高齢化が

進む中で除雪体制をきちんと維持していくということについて、今後の方向性や計画

というものについて、町が一定青写真を持っていかなければならないと思うわけです

けれども、その点について、現時点ではどのような考えか伺いたいと思います。 

○議長（篠原義彦） 長屋保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長屋和幸） 阿保議員の再質問に答弁させていただきます。 

 農村部含めて市街地の除雪の担い手というところであります。 

 議員おっしゃるとおり、除雪を担う方も高齢化をしてきているという状況でござい

ます。 

 この間、先ほど町長の答弁でもありましたけれども、今後の除雪体制の在り方という

ところで、どうしていくべきかということで、関係課、住民課と建設水道課、保健福祉

課の３課で、まずは現状と課題について洗い出しを行なっております。 

 現状としましては、個人間で差があるというのがまず１つ。個人的に謝礼を支払って

除排雪をされている方。また、自治会間での差もあるというところで、こちらのほうも

自治会として福祉部で取り組んでいる自治会、また、在宅福祉ネットワークで取り組ん

でいる自治会、また、自治会内でそれぞれ互助組織をつくって、自治会費でそれを補っ

ている自治会ですとかもあります。 

 あと、地域間でも差があるということで、先ほど阿保議員からも出ております、農村

部でのトラクターの利用といったところで、トラクターを所持している方、小型除雪機

を持っている方を活用して除雪が行なわれているというような形で、これについても

何らかの謝礼が発生しているものなのか、善意で行なわれているものなのかといった

ところも、非常に把握が全てされていない、それぞれ今３つ言いました、個人間、自治

会間、地域間でそれぞれの様々な実態があるといったところが、まず現状であります。 

 今現在、課題となっておりますのは、高齢者、障がい者のみならず、町民全体の生活

課題ともなりつつあるというような把握、実態の捉えという形でしておりまして、まず

はこのばらつきを、どのような状況であるのかといったところを把握をしていく必要

があるのではないかというところで、今後、自治会長等へのヒアリングであったりアン

ケートといったもので、まず、各自治体、本別町の現状といったところの統一レベルの

中で実態把握をしていくべきだという形で、今現在話が進んでおります。その実態を把

握した中で、どのような方法があるのかというところも含めて検討していくべきとい

う話になっております。 

 また、人材の活用というところでは、現在、町内のスーパー内で行なわれています、

お仕事探しといったところの中で、人材活用、人材の登用を図ったり、また、現在公営
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住宅の空き家等で除雪が行なわれている事業所がそういった役割も担っていただけな

いのかといったところも当たりながら、今後、どのような方策が最善であるのかといっ

たところを検討してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（篠原義彦） 阿保議員。 

○１０番（（阿保静夫） 今、町が委託している業者、あるいは町が直営でやっている部

分以外の除雪については、農村部が多いかと思うのですけれども、そこに住む人たち、

自分の利便性も当然含めてだと思いますが、地域を一緒に守ろうという立場で除雪が

されていると思うのです。 

 それで、これを私もこの部分は非常に悩むのですけれども、町としてそこにきっちり

と入っていって体系化していく、事業のような形にしていくべきなのか、それとも今の

いわば善意で行なわれていることを尊重して見守っていくべきなのか、その辺の考え

方について、私自身も迷っております。 

 農家でいうと、除雪に協力している方からすれば、例えば私の地域でいうと、自分と

ころプラス１くらいでやりましょうと、もう１軒でやりましょうみたいな申合せの中

で進めているわけですけれども、それはそれで本当に何の縛りもないというか、体系的

なものもないのですけれども、町としてどう関わっていくか、見守っていくことが一番

私はいいのではないかなと思ってはいますけれども、その辺の考え方だけ伺いたいと

思います。 

○議長（篠原義彦） 長屋保健福祉課長。 

○保健福祉課長（（長屋和幸） こちらにつきましては、先ほど自治会長等へ実態のほう

を把握をさせていただいた中で、それらの御意見も伺いながら進めていきたいと考え

ております。 

 阿保議員おっしゃるとおり、これまで善意で行なわれていたものを、役場できっちり

枠をはめて、このとおりやっていただかなければならないとはならないのかなとも、私

も考えているところではあります。 

 せっかくつくってきたコミュニティといいますか、そういった歴史といったものも

尊重していかなければならないと思いますし、そういったことが受けられない地域で

は、ではどうしていくのかというところもありますので、それぞれの実態に沿って、ど

ういったことができるのか、また、これまでの福祉除雪をどうすれば継続していけるの

かといったところも協議していく必要があると考えております。 

 以上です。 

○１０番（阿保静夫） 終わります。 

───────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（篠原義彦） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
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 本日は、これで散会いたします。 

 御苦労さまでございました。 

散会宣告（午後 ４時２２分） 
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開議宣告（午前１０時００分）  

─────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告  

○議長（篠原義彦） これから、本日の会議を開きます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸般の報告  

○議長（篠原義彦） 日程第１ 諸般の報告を行ないます。  

 報告第１４号令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て報告を求めます。  

 松本企画財政課長。  

○企画財政課長（松本秀規） 報告第１４号令和４年度決算に基づく健全化判断比率及

び資金不足比率の報告につきまして報告いたします。  

 健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の審査を経て議会に

報告し、公表することが義務付けられており、令和４年度決算に基づく各比率を報告す

るものでございます。  

 次のページをお開きください。  

１、健全化判断比率でありますが、実質赤字比率につきましては、一般会計の実質収

支額は１億２ ,８０７万１ ,０００円の黒字となっておりますので該当はありません。ま

た、連結実質赤字比率につきましては、本町の全ての会計の収支を合算し、黒字か赤字

かを判断する指標でございますが、全会計合わせて４億４ ,７５６万８ ,０００円の黒字

となっており、連結実質赤字は生じておりません。  

次の実質公債費比率ですが、公債費等の借金の返済に一般会計の標準的な収入がどの

程度充てられたかを示す指標であり、算定結果は１１．５％となっております。  

将来負担比率ですが、地方債残高等の一般会計が将来負担すべき額と一般会計の標準

的な収入を比べ、負担の大きさを示す指標であり、算定結果は２６．１％となっており

ます。  

参考といたしまして、法律で定める基準比率でございますが、早期健全化基準は実質

赤字比率１５．０％、連結実質赤字比率２０．０％、実質公債費比率２５．０％、将来

負担比率３５０．０％、財政再生基準は実質赤字比率２０．０％、連結実質赤字比率３

０．０％、実質公債費比率３５．０％となっておりまして、健全化判断比率のうちいず

れかが基準比率以上の場合は、早期健全化計画並びに財政再生計画を定めなければなり

ませんが、本町はすべて基準以下であります。  

 次の２、資金不足比率でありますが、資金不足比率は、事業の規模に対する公営企業

ごとの資金不足額の割合でございますが、水道事業会計、国民健康保険病院事業会計、

簡易水道特別会計、公共下水道特別会計のいずれも資金不足額は生じておらず、該当は

ありません。  

 参考としまして、経営健全化基準の資金不足比率は２０．０％であり、全会計とも基
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準以下であります。  

 以上、令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についての報告とさ

せていただきます。  

○議長（篠原義彦） これで報告済みといたします。  

 これで諸般の報告を終わります。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議案第６１号  

○議長（篠原義彦） 日程第２ 議案第６１号本別町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 髙橋健康・こども課長。 

○健康・こども課長（髙橋紀尊） 議案第６１号本別町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。 

今回の改正は、放課後児童支援員の資格要件を定める、こども家庭庁育成局長通知の

施行に伴う改正です。  

それでは提案の概要について、説明させていただきます。  

まず、放課後児童支援員は、知事が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了し

た者である必要がありますが、一定期間内に研修を修了することを予定している者も放

課後児童支援員とみなすことができるとされています。この研修修了予定者の範囲は、

これまで令和５年３月３１日までに修了することを予定している者とされていましたが、

改正後は職員の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事すること

となってから２年以内に研修を修了することを予定している者に変更され、個々の研修

修了予定者について研修修了期限は課せられるものの、研修予定者を放課後児童支援員

とみなす措置自体は無期限化される改正であります。  

以上、概要の説明とさせていただきます。  

それでは、改正文を朗読し、説明させていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略

させていただきます。  

本別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例。  

本別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

附則。  

第２項中「この条例の施行の日から令和５年３月３１日までの間」を「当分の間」に、

「令和５年３月３１日までに」を「その者の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員

としての業務に従事することになった日から２年以内に当該研修を」に改める。  

附則。  

この条例は、公布の日から施行する。  

以上、議案第６１号本別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
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める条例の一部改正について提案説明とさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６１号本別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６１号本別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第６２号  

○議長（篠原義彦） 日程第３ 議案第６２号北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 三品総務課長。 

○総務課長（三品正哉） 議案第６２号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。  

北海道市町村職員退職手当組合は、組合を組織する市町村の職員に対する退職手当の

支給に関する事務を共同処理するものでありますが、団体の新規加入に伴い、北海道市

町村職員退職手当組合規約に変更の必要が生じたことから、地方自治法第２９０条の規

定により、構成する全市町村の議決が必要となったことから提案するものであります。  

変更の内容につきましては、組合規約別表２、一部事務組合及び広域連合に後志広域

連合を追加するものであります。  

それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略

をさせていただきます。  

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約。  

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指令許

可）の一部を次のように変更する。  

別表（２）一部事務組合及び広域連合の表、後志管内の項中「南部後志衛生施設組合」



- 6 - 

 

の次に「、後志広域連合」を加える。  

附則。  

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による

総務大臣の許可の日から施行する。  

 以上、議案第６２号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての、提案説明

とさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いをいたします。 

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６２号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決い

たします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６２号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更については、原

案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 認定第１号  

○議長（篠原義彦） 日程第４ 認定第１号令和４年度本別町一般会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 松本企画財政課長。 

○企画財政課長（松本秀規） 認定第１号令和４年度本別町一般会計歳入歳出決算認定

について、決算の概要を説明させていただきます。  

令和４年度本別町一般会計歳入歳出決算書を御覧ください。  

４ページ、５ページをお開きください。  

歳入の決算状況であります。  

歳入合計は、予算現額７８億７ ,９４０万２ ,０００円。収入済額、決算額になります

が７８億３ ,２８４万４ ,４７７円。不納欠損額７０万３ ,４７２円。収入未済額２ ,２７９

万７ ,３０９円であります。  

８ページ、９ページをお開きください。  
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歳出の決算状況でありますが、歳出合計は、予算現額７８億７ ,９４０万２ ,０００円。

支出済額、決算額になりますが７６億９ ,０４４万８ ,４７８円。翌年度繰越額１ ,９８６

万３ ,０００円。不用額１億６ ,９０９万５２２円であり、歳入歳出差引残額は１億４ ,２

３９万５ ,９９９円となっております。  

決算額は、前年度と比較すると、歳入で１．７％減、歳出で１．８％減の決算となり

ました。  

次に、１０ページをお開きください。  

実質収支額につきましては、３、歳入歳出差引額１億４ ,２３９万６ ,０００円から、

４、翌年度へ繰越すべき財源１ ,４３２万５ ,０００円を差し引いた１億２ ,８０７万１ ,

０００円の黒字決算となっております。  

これ以降、決算資料のほうで説明させていただきます。   

別冊の令和４年度本別町各会計決算資料を御覧ください。  

一般会計の資料は１ページから５９ページまでとなっております。  

１５ページの第２表をお開きください。  

歳入決算額の状況でありますが、表の右端、令和４年度の欄を御覧ください。  

 一番上の町税の状況ですが、総額で９億４ ,７１４万５ ,０００円の決算額となり、前

年度と比較すると８０９万４ ,０００円、０．８％の減となっております。  

 税別の内訳ですが、２２ページの第４表を御覧ください。  

 一番上の区分欄中ほどの収入済額の合計ｇ欄上から３行目、（１）の市町村民税につき

ましては４億２ ,７８１万６ ,０００円で、対前年１ ,１６９万６ ,０００円、２．７％の減

となっております。  

主な内容としましては、②の個人所得割が３５０万３ ,０００円、１．０％の増、④の

法人税割が１ ,５２４万３ ,０００円、３５．８％の減となっております。  

（２）固定資産税ですが、①純固定資産税は４億３ ,２１７万円で、対前年３０８万３ ,

０００円、０．７％の増となっており、内容としましては、土地が３２万３ ,０００円、

０．５％の減、家屋が４３３万５ ,０００円、２．４％の増、償却資産が９２万９ ,００

０円、０．５％の減となっております。  

なお、（１）市町村民税と（２）の①純固定資産税の２税で町税総額の９０．８％を占

めております。  

それでは１５ページの第２表にお戻りください。  

上から１２行目にあります地方交付税につきましては３２億５ ,４４２万４ ,０００円

で、前年度と比較すると２ ,２２４万９ ,０００円、０．７％の減となっております。  

地方交付税の内訳は、普通交付税が２９億３ ,８７０万９ ,０００円で、対前年１ ,３６

２万６ ,０００円、０．５％の減、特別交付税は３億１ ,５７１万５ ,０００円で、対前年

８６２万３ ,０００円、２．７％の減となっております。  

普通交付税につきましては、基準財政収入額が市町村民税所得割及び法人税割の増等

により前年に比べ３．１％の増、基準財政需要額が高齢者保健福祉費等の個別算定経費

及び包括算定経費等の減があったものの、臨時財政対策債振替相当額の大幅な減少等に
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より需要額全体では２．０％の増となり、交付基準額自体は前年に比べ１．６％の増と

なりました。また、国の補正予算に伴う歳出増に対する臨時経済対策費創設による交付

税の再算定が行なわれ、前年に引き続き１２月に追加交付がありましたが、追加交付分

が前年比５ ,７８０万４ ,０００円、５４．３％の減となったことにより、交付税総額で

は前年比減となっております。  

４行飛びまして、国庫支出金は８億８１５万９ ,０００円で、対前年２億４２５万円、

２０．２％の減となりました。内訳としまして、電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支

援給付金事業補助金が５ ,２８４万５ ,０００円増となったものの、子育て世帯への臨時

特別給付金事業補助金が７ ,２２８万１ ,０００円、住民税非課税世帯等に対する臨時特

別給付金事業補助金が７ ,４４２万４ ,０００円、社会資本整備総合交付金事業補助金が

４ ,４２４万２ ,０００円、それぞれ減となったことが主な要因であります。  

その下、道支出金は５億８２４万５ ,０００円で、対前年８ ,１０４万５ ,０００円、１

３．８％の減となりましたが、これは産地生産基盤パワーアップ事業補助金の１億４ ,

６０７万９ ,０００円の減が主な要因であります。  

２行下の寄付金でありますが、決算額は１億２ ,４４６万１ ,０００円で、対前年２ ,４

１４万７ ,０００円、２４．１％の増となりましたが、個性あるふるさとづくり基金、い

わゆるふるさと納税が１ ,１４８万５ ,０００円の増で、寄付額が１億円を超え、また、

野田永述育英基金としまして１ ,０００万円の寄付を受けたところでございます。  

その下の繰入金でありますが、一般会計における繰入金の決算額は５億４ ,４４１万６ ,

０００円で、対前年８ ,３８５万円、１８．２％の増となっております。  

繰入金の主なものは、財政調整基金２億７ ,０８３万２ ,０００円、減債基金７ ,０００

万円、個性あるふるさとづくり基金７ ,１００万円、職員退職手当基金６ ,０００万円と

なっております。  

財政調整基金は、歳入確保の見通しがつかなかったことによるものでありましたが、

最終的には２億６ ,５４２万６ ,０００円の積立てをしたため、年度末現在高は５４０万

６ ,０００円の減額となっております。  

なお、説明いたしました内容につきましては、決算資料の５ページ以降に記載されて

おります。  

 次に、歳出の決算状況でありますが、２３ページの第５表を御覧ください。  

行政目的別に分類した歳出決算状況でありますが、表の右側、令和４年度の欄を御覧

ください。  

増減率で見ますと、増加が大きかった費目は、商工費が企業誘致奨励事業や物価高騰

生活応援商品券交付事業の増等により２７．３％の増、消防費がとかち広域消防事務組

合負担金及び水槽付き消防ポンプ自動車購入等により４５．４％の増、災害復旧費が令

和３年発生災害復旧事業の増等により３４９．５％の増となっております。  

また、減少の大きかった費目は、総務費が財政調整基金積立金等の減により９．４％

の減、労働費が季節労働者雇用対策業務委託の減等により１４．１％の減、土木費が橋

りょう長寿命化事業、公営住宅改修事業の減等により１４．１％の減となっております。  
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次に、２４ページの第６表を御覧ください。  

これは、各年度の歳出決算額を経済的な性質により分類したものでありますが、表の

右端、令和４年度の欄を御覧ください。  

義務的経費である人件費、扶助費、公債費の決算額は、１行目の人件費が１３億６ ,

５０４万４ ,０００円、５行目の扶助費が５億８ ,９８５万４ ,０００円、その３行下の公

債費が７億６ ,１２０万８ ,０００円となり、合計は２７億１ ,６１０万６ ,０００円で前年

度に比較し１ ,９７８万４ ,０００円、０．７％の増、構成比は３５．３％となり前年度

より０．９ポイントの増となっております。  

そのうち人件費は、対前年１億５７２万８ ,０００円の増となり、構成比では１７．７％

と前年度より１．６ポイントの増となっております。  

５行目の扶助費は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業、子育て世帯へ

の臨時特別給付金事業等の新型コロナウイルス感染症対策関連事業の減により、対前年

１億２３万７ ,０００円、１４．５％の減となっております。  

その３行下の公債費は、対前年１ ,４２９万３ ,０００円、１．９％の増となりました

が、これは過疎対策事業債が増となったことが主な要因であります。  

 次に、下から５行目にあります投資的経費の決算額は１１億３ ,５５１万７ ,０００円

で、対前年３ ,３６４万６ ,０００円、２．９％の減となっており、構成比では０．１ポ

イントの減となっております。主な要因は、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業等の

新規事業増、道営畑地帯総合整備事業等の既存事業の事業費増の一方、老人福祉センタ

ー浴場移転事業、産地生産基盤パワーアップ事業の事業終了、町道東中西中間道路改良

等の道路事業や橋梁長寿命化事業の事業費減により、総額で減少となっております。  

投資的経費の内訳は、３１ページから３７ページの第１４表に、町道改良舗装の状況

は３８ページの第１５表に添付してございますので、後ほど御覧いただきたいと思いま

す。  

次に、今後の財政運営の指標となります経常収支比率、地方債、債務負担行為、積立

金の状況について説明させていただきます。  

まず、２５ページの第７表を御覧ください。  

経常収支決算額の推移でありますが、歳入では、町税以下、経常収入である一般財源

の額を、歳出では、人件費以下、経常的経費に充当された一般財源の額の推移を表した

ものであります。  

経常収支比率は、財政構造の弾力性があるかどうかの指標となりますが、表の右側、

令和４年度の欄、下から２行目の歳出合計３５億９ ,９９８万３ ,０００円を、中ほどに

あります歳入合計４３億７１１万７ ,０００円で除した率が一番下の欄の８３．６％とな

り、前年度より３．４ポイント上昇しており、依然として財政構造は硬直化した状況が

続いております。  

次に、飛びまして４６ページの第２０表を御覧ください。  

町債現在高の状況でありますが、令和４年度末における地方債の現在高は、右から４

列目、差引現在高Ｅ欄の一番下合計の欄になりますが、７１億６ ,１２８万４ ,０００円
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となりました。  

左端の３年度末現在高Ａ欄と比較しますと７ ,１８２万円、１．０％の減となります。

これは過疎対策事業債、辺地対策事業債が増となったものの、公営住宅建設事業債、臨

時財政対策債等が減となったことにより、発行額が元金償還額を下回っていることが要

因であります。  

 次に、４８ページの第２２表をお開きください。  

この表は、令和４年度までに借入した町債の、令和５年度以降５年分の年度別償還見

込額を推計したものであります。  

なお、この表は令和５年度以降の借入を加味しておりませんので、参考として捉えて

いただきたいと思います。  

次に、４９ページの第２３表を御覧ください。  

町債繰上償還額及び公債費比率の状況であります。中段の表中、右から２行目にござ

います財政構造の弾力性を判断する指標の公債費比率でありますが、令和４年度は６．

１％となり、前年度を０．３ポイント上回っています。  

その右の公債費が財政に及ぼす負担を表す指標であります起債制限比率は、３か年平

均で５．１％となり、前年度を０．７ポイント上回りました。  

 次に、５０ページの第２４表を御覧ください。  

 債務負担行為比率は、債務負担行為額の標準財政規模に占める割合でありますが、表

の令和４年度の欄、下から２行目にありますとおり３．６％で、ごみ収集運搬業務委託

料等の事業増、議会本会議場音響設備更新事業及び議会音声配信設備更新事業の元利償

還開始により一般財源の額が増加し、臨時財政対策債発行可能額の減により標準財政規

模も減となったことから、前年度と比較して０．２ポイント増となっております。  

なお、年度別の内訳は次のページ以降に載せております。  

次に、５４ページの第２６表を御覧ください。  

積立金の状況でありますが、表の下から２段目の合計欄を御覧ください。  

  令和４年度末における土地開発基金を含めた基金積立金の現在高ですが、表の右端決

算年度末現在高の欄、合計額３０億９１１万３ ,０００円で、前年度末現在高と比較する

と９ ,１７４万３ ,０００円、３．０％の減となっております。  

 令和４年度は、財政調整基金２億７ ,０８３万２ ,０００円、個性あるふるさとづくり

基金７ ,１００万円等、総額５億３ ,５２４万８ ,０００円を取り崩しておりますが、財政

調整基金に２億６ ,５４２万６ ,０００円、個性あるふるさとづくり基金に１億７６万２ ,

０００円、野田永述育英基金に１ ,０００万円等、利息を含め４億４ ,３５０万５ ,０００

円の積立てを行なうことができました。  

 次の５５ページ、第２７表から５８ページ、第３０表の各指標の算定結果につきまし

ては、先ほど報告第１４号で説明しておりますので、ここでの説明は省略させていただ

きます。  

 今後の財政運営についてでありますが、令和４年度の一般会計決算の特徴は、歳入で

は、町税が前年度と比較して０．８％減、地方消費税交付金が０．９％減となり、地方
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交付税については普通交付税が０．５％の減、特別交付税が２．７％の減となり、臨時

財政対策債を合わせた総額についても対前年度比４．１％の減となったところです。  

地方交付税の歳入総額に占める割合は４１．５％と依然として高い状況が続いており、

人口の減少、高齢化の進展、雇用問題などにより経済情勢は厳しい状況が続いているこ

とから、町税の大きな増収は困難な状況となっております。  

このような状況ではありますが、歳出では経常経費の削減、事業の選択と限られた財

源の計画的、重点的配分に努め、引き続き黒字決算で終わることができました。しかし

ながら、依然、財政の硬直化は続いております。  

新型コロナウイルス感染症の法的分類が改められ、社会経済は以前の状況へと戻りつ

つあり、また、国税収入が３年連続過去最高となるなどしておりますが、国では地方財

政においては一般財源ルールを堅持しつつさらなる歳出の改革、抑制に取り組むことが

必要であるとしており、地方財政対策、地方交付税制度改正の動きにも注視していかな

ければなりません。  

これらのことから、引き続き、財政の硬直化を改善するため、人件費、公債費をはじ

め経常経費の削減等、行財政改革の推進により財政運営の安定化を図り、歳入に見合っ

た歳出の原則のもと、地域の活性化や諸課題を解決していくため、予算の重点化、効率

化に取り組む中で、町民生活に密着した事業の確保と、一方では基金依存度を縮小し後

年度に負担を残す町債の抑制に努め、簡素で効率的な行政組織の実現を図っていく必要

があると認識しているところであります。  

今後とも、議員各位の御助言と御協力をお願い申し上げ、令和４年度本別町一般会計

決算の説明とさせていただきます。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 認定第２号ないし日程第６ 認定第３号  

○議長（篠原義彦） 次に、日程第５ 認定第２号令和４年度本別町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算認定について、ないし日程第６ 認定第３号令和４年度本別町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

 以上、２件についての提案理由の説明を求めます。 

 宮口住民課長。 

○住民課長（宮口淳哉） 認定第２号令和４年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、決算の概要を説明いたします。  

初めに、令和４年度本別町各会計決算資料の６０ページをお開きください。  

国民健康保険は、これまで市町村を単位とする公的医療保険制度として、国民皆保険

を支える重要な役割を果たしてきました。  

令和４年度は国民健康保険制度の安定的な運営に向け、北海道が財政運営の責任主体

として市町村と共に運営を担う新制度５年目となり、国民健康保険に関する事務を共通

認識の下で進めてきたところです。  

６２ページをお開きください。  

加入世帯数及び被保険者の動向ですが、令和４年度年間平均加入世帯数は１ ,０００世
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帯で、前年度に比べ３０世帯減少しており、町全世帯に対する加入割合は２９．７％に

なります。  

被保険者数は、年間平均１ ,７６８人で前年度に比べ７７人減少しており、町全人口に

対する加入割合は２８．５％になります。  

７３ページをお開きください。  

５、歳入。  

１、国民健康保険税課税額、収納額、収納率の推移ですが、表中の収納額、一番下に

記載しています令和４年度の収納額の計は２億６ ,３０２万７ ,０００円で、前年度と比

べ２１４万２ ,０００円の増額となりました。  

収納率では現年度分が９８．１％、滞納分が２６．５％、全体で９２．７％となり０．

５ポイント増加しました。  

７８ページをお開きください。  

医療費の状況について、御説明いたします。  

表の上段、中ほどにある合計欄の一番下にありますとおり、給付件数は２万８ ,８９０

件、費用額は６億９ ,２３９万４ ,０００円となり、その右に記載しています１人当たり

の費用額は３９万１ ,６２６円と、前年度に比べて２万３ ,１３０円増加しています。  

以上で、本別町国民健康保険特別会計決算資料の概要説明を終わります。  

続きまして、令和４年度本別町特別会計歳入歳出決算書により説明いたします。  

２ページ、３ページをお開きください。  

歳入決算書、一番下の歳入合計、予算現額１０億４ ,０５２万円に対し、収入済額は   

１０億２ ,３５１万５ ,３４２円で、前年度と比べ１．６％減少しました。  

不納欠損額は６４万５ ,４００円で、収入未済額は２ ,００９万３ ,９７５円となりまし

た。  

４ページ、５ページをお開きください。  

歳出決算書、一番下の歳出合計、予算現額１０億４ ,０５２万円に対し支出済額    

１０億７５５万５ ,７１５円で、前年度と比べ１．８％減少しました。  

不用額は３ ,２９６万４ ,２８５円で、歳入歳出差引残額は１ ,５９５万９ ,６２７円とな

りました。  

６ページをお開きください。  

実質収支に関する調書ですが、歳入総額は１０億２ ,３５１万５ ,０００円に対し、歳

出総額は１０億７５５万６ ,０００円で、翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、実

質収支額は１ ,５９５万９ ,０００円となります。  

８ページをお開きください。  

下段の３、基金。本別町国民健康保険基金につきましては、前年度末現在高１億３７

４万７ ,０００円から、決算年度中に９６９万円減少し決算年度末現在高は９ ,４０５万

７ ,０００円となりました。  

次に、事項別明細書により説明いたします。  

１０ページ、１１ページをお開きください。  
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歳入、１款国民健康保険税の収入済額は、前年度と比べ０．８％増加し、２億６ ,３０

２万７ ,０５８円となり、歳入に占める割合は２５．７％となっています。  

不納欠損額は６４万５ ,４００円で、８人１２件分となります。  

３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金は、前年度と比べ１．２％増

加し６億２ ,４１９万１ ,７９６円となっています。  

５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、低所得者の保険税軽減や保

険者支援分の保険基盤安定繰入金分、事務費分、健康管理センター事業費などの合計で、

前年度と比べて３．６％減少し、９ ,７６５万９ ,０００円となりました。  

１２ページ、１３ページをお開きください。  

２項１目基金繰入金は、前年度と比べて２９．６％減少の２ ,３４９万１ ,０００円を

繰入しています。  

６款繰越金は、前年度と比べ４８．２％減少し１ ,３８６万５ ,６３７円となりました。  

１６ページ、１７ページをお開きください。  

歳出、１款総務費は、事業運営に係る事務的経費で、支出済額は、前年度と比べて１

３．５％減少し２ ,０５２万８ ,１８５円となりました。  

２款保険給付費は、国保連合会に支払う経費で、前年度と比べ１．７％増加し５億８ ,

５１４万６ ,８６３円となりました。  

保険給付費の内訳ですが、１項療養諸費は前年度と比べ１．５％増加し５億１ ,３３４

万５ ,５０８円となりました。  

１８ページ、１９ページをお開きください。  

２項高額療養費は前年度と比べ２．２％増加し６ ,７２６万４ ,４８２円となっていま

す。  

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は１０件で、前年度に比べ１件増加し４１２

万４７８円となっています。  

５項葬祭費は１０件で、前年度と比べ１件増加し３０万円となりました。  

３款国民健康保険事業費納付金は、国民健康保険制度の運営費として北海道に支払う

もので、前年度に比べて３．２％減少し３億２ ,５１５万１ ,０００円となりました。  

２０ページ、２１ページをお開きください。  

５款保健事業費につきましては、特定健診などを実施することにより、被保険者の健

康の保持・増進及び生活の質の向上、医療費の適正化対策等を実施する経費で、前年度

と比べ７．９％減少し５ ,１９５万９ ,８４７円となりました。  

２２ページ、２３ページをお開きください。  

６款基金積立金は、前年度より４６．９％減額し１ ,３８０万７６５円の積立てを行な

っています。  

７款諸支出金は、過年度分国保税の税額更正による還付金や、病院事業会計への繰出

金などで、前年度と比べて２５．１％増加し１ ,０９６万９ ,０００円となっています。  

以上、認定第２号令和４年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の説明と

させていただきます。  
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続きまして、認定第３号令和４年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、決算の概要を説明いたします。  

令和４年度本別町各会計決算資料の７９ページをお開きください。  

広域連合による後期高齢者医療制度が始まり１５年が経過し、この間、広域連合は保

険料の賦課や医療の給付などの財政運営を、市町村は保険料徴収、資格の取得・喪失届

出、被保険者証の引渡し、医療費払戻しの申請受付を担うなど、安定的な制度の運営に

努めてきました。  

令和４年度の加入状況は、下段の表右側に記載しておりますとおり１ ,５１１人で、前

年度と比べ２人増加し、町の人口に対する加入割合は２４．３％で前年度から０．７ポ

イント増加しています。  

８０ページをお開きください。  

表に示しております、保険料の収納額の合計は１億４０５万８ ,２７１円で、前年度と

比べて４７４万４ ,９９９円の増額となりました。収納率は現年度分が９９．８％、滞納

繰越金分が３６．９％、全体で９９．２％となっています。  

以上で、本別町後期高齢者医療特別会計決算資料の概要説明を終わります。  

続きまして、令和４年度本別町特別会計歳入歳出決算書により説明いたします。  

２５ページ、２６ページをお開きください。  

歳入決算書、一番下に記載の歳入合計、予算現額１億４ ,７５８万６ ,０００円に対し

収入済額は１億４ ,７８６万８ ,７９５円で、前年度と比べ４．１％増加しました。  

不納欠損額は２２万７ ,７３５円で、収入未済額は６０万１ ,６８６円となりました。  

２７ページ、２８ページをお開きください。  

歳出決算書、一番下の歳出合計、予算現額１億４ ,７５８万６ ,０００円に対し、支出

済額１億４ ,７２３万２ ,３５５円で、前年度と比べ４．１％増加しました。  

不用額は３５万３ ,６４５円で、歳入歳出差引残額は６３万６ ,４４０円となりました。 

２９ページをお開きください。  

実質収支に関する調書ですが、歳入総額は１億４ ,７８６万９ ,０００円に対し、歳出

総額は１億４ ,７２３万２ ,０００円で、翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、実

質収支額は６３万７ ,０００円となります。  

次に、事項別明細書により説明いたします。  

３１ページ、３２ページをお開きください。  

歳入、１款後期高齢者医療保険料の収入済額は、前年度と比べ４．８％増加し、１億

４０５万８ ,２７１円となり、歳入に占める割合は７０．４％となっています。  

２款繰入金は、一般会計からの繰入で、前年度と比べ０．１％増加し４ ,２４９万２ ,

０００円となりました。  

３３ページ、３４ページをお開きください。  

歳出、１款総務費は、事業運営に係る事務的経費で、支出済額は、前年度と比べて２

２．８％増加し３４７万８ ,５９７円となりました。  

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、徴収した保険料と一般会計から繰入した保険
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基盤安定分を広域連合へ納付する経費で、前年度と比べて３．４％増加し１億４ ,３０１

万４ ,３９５円となっており、歳出総額の９７．１％を占めております。  

以上、認定第３号令和４年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の説明

とさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） ここで、暫時休憩をいたします。  

午前 １０時５６分  休憩  

午前 １１時１０分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 認定第４号  

○議長（篠原義彦） 日程第７ 認定第４号令和４年度本別町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 長屋保健福祉課長。  

○保健福祉課長（長屋和幸） 認定第４号令和４年度本別町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定につきまして、決算の概要を説明申し上げます。  

はじめに、各会計決算資料により決算と介護保険事業の概要につきまして説明させて

いただきます。  

各会計決算資料の８１ページをお開きください。  

本別町介護保険事業特別会計は、平成１２年４月に創設された介護保険制度に基づき、

本別町が保険者として実施する介護保険事業に関する収入、支出を会計区分するもので、

本年度は第８期介護保険事業計画、令和３年度から令和５年度のものになりますけれど

も、その２か年目になります。  

中段から決算の概要を記載しておりますが、歳出は、支出済額９億６ ,５８７万８ ,０

００円で、予算現額１０億２ ,９３２万１ ,０００円に対しまして９３．８％の執行率で

あり、歳入は、収入済額１０億７ ,６２９万３ ,０００円で、予算現額１０億２ ,９３２万

１ ,０００円に対しまして１０４．６％の執行率となっております。  

令和４年度の運営状況でありますが、次の８２ページから説明させていただきます。  

１、一般状況ですが、（１）人口中の介護保険対象人口は６ ,２２７人で、前年度より

１９１人減少となり、（２）の第１号被保険者数は２ ,６８７人で、前年度より４４人減

少となっております。年齢区分ごとの状況は、６５歳から７４歳の前期高齢者は前年度

より５９人減少の１ ,１５７人、７５歳以上の後期高齢者につきましては１５人の増加、

１ ,５３０人となっております。一番下段、（６）の要介護認定者数は４５６人で前年度

より４人の減少となっております。  

 次に、１ページ飛びまして、８４ページをお開きください。  

３、介護保険料についてですが、（２）の収納状況収納率は９９．７％で、未収額は９

件５５万９２３円で、不納欠損は４２万６ ,８１０円となっております。  
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 次に、８５ページをお開きください。   

４、保険給付状況につきましては、一番下に記載の給付費合計（標準給付費）が８億

３ ,３７５万９ ,５３１円で、前年度と比べて９．３％減少しております。  

主な内容でありますが、在宅サービスのうち居宅サービスにつきましては、訪問介護

が１３．６％の減、訪問看護が３０．１％の減、通所介護が６５％の減、短期入所生活

介護は５８．５％の減、短期入所療養介護（老健）が６３．７％の減、福祉用具貸与が

１５．３％の減、福祉用具購入が１６．５％の増となり、全体では１９．４％の減とな

っております。  

在宅サービスのうち、６１．１％を占める地域密着型サービスは、小規模多機能型居

宅介護が４．７％の減、地域密着型通所介護が９．１％の減、認知症対応型共同生活介

護が５．５％の減となったことなどにより、全体では５．８％の減少となっております。  

居宅サービスと地域密着型サービスを併せた在宅サービス全体では１１．６％の減と

なっています。  

次に、中ほどの記載の施設サービスですが、介護老人福祉施設が２．８％の減、介護

老人保健施設が７．７％の減となり、全体で６．２％の減少となっております。  

下段の５、計画と実績ですが、第８期介護保険事業計画の令和４年度における給付見

込額、計画値が９億５ ,５４１万７ ,２１２円に対し、実績額は８億３ ,３７５万９ ,５３１

円となり達成度は８７．３％となっております。  

以上が、令和４年度における介護保険事業の概要であります。  

次に、決算の内容につきまして、特別会計歳入歳出決算書により御説明いたします。  

決算書の３６ページ、３７ページをお開きください。  

歳入決算の状況です。一番下段の歳入合計ですが、予算現額１０億２ ,９３２万１ ,０

００円、収入済額１０億７ ,６２９万３ ,３７７円、前年度対比０．６％の増となってお

ります。不納欠損額４２万６ ,８１０円、収入未済額４６６万４ ,６００円となっており

ます。  

３８ページ、３９ページをお開きください。  

 歳出決算の状況です。一番下段の歳出合計ですが、予算現額１０億２ ,９３２万１ ,０

００円、支出済額９億６ ,５８７万８ ,０９３円、前年度対比７．０％の減となっており

ます。不用額６ ,３４４万２ ,９０７円となっております。  

 歳入歳出差引残額は、１億１ ,０４１万５ ,２８４円となりました。  

続きまして、４０ページをお開きください。  

実質収支に関する調書です。歳入総額は１０億７ ,６２９万３ ,０００円、歳出総額が  

９億６ ,５８７万８ ,０００円で、歳入歳出差引額が１億１ ,０４１万５ ,０００円、翌年度

へ繰越すべき財源はありませんので、実質収支額は１億１ ,０４１万５ ,０００円となり

ます。  

次に、４２ページをお開きください。  

２、基金の状況です。介護保険基金につきましては、前年度末残高が６ ,１６０万円、

決算年度中増減高が８７２万９ ,０００円の増、決算年度末残高は７ ,０３２万９ ,０００



- 17 - 

 

円となりました。  

４４ページ、４５ページをお開きください。  

歳入です。  

１款介護保険料は、前年度対比１．６％の減で１億８ ,７９２万４ ,９２７円で、歳入

総額に占める割合は１７．５％となっております。  

２款分担金及び負担金は地域支援事業に伴う利用者負担金で、通所型介護予防事業、

元気いきいき教室と、認知症高齢者見守り事業、やすらぎ支援を合わせて３７万１００

円となっております。  

３款国庫支出金は、保険給付額に対する法定負担割合による介護給付費国庫負担金と、

調整交付金、地域支援事業交付金、保険者機能強化推進交付金、介護保険保険者努力支

援交付金の合計で、前年度対比５．０％の増となっております。の２億７ ,０６４万６ ,

８７４円となっております。  

４款支払基金交付金は、介護給付費交付金と地域支援事業交付金で、第２号被保険者

の保険料から交付されるものです。前年度対比２．５％減の２億５ ,３４７万３ ,０００

円となっています。  

４６ページ、４７ページをお開きください。  

５款道支出金は、保険給付額に対する法定負担割合による介護給付費道負担金と、地

域支援事業交付金、事業費補助金の合計で、前年度対比３．３％減の１億４ ,６５５万８ ,

７４６円となっております。  

７款繰入金、１項他会計繰入金は、前年度対比０．５％減の１億８ ,５８２万６ ,００

０円で、歳入総額に占める割合は１７．３％となっております。  

次に、５０ページ、５１ページをお開きください。  

歳出ですが、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、介護保

険事業の一般管理経費と権利擁護人材育成事業及び総合的な介護人材確保対策などに係

る経費であります。２項賦課徴収費は、保険料の賦課徴収に係る経費で、３項介護認定

審査会費は、十勝東北部介護認定審査会の負担金及び認定調査に伴う経費であります。  

２款保険給付費、１項介護サービス諸費は、居宅・施設サービス給付費等に係る経費

であり、合計で前年度対比９．３％減の８億３ ,３７５万９ ,５３１円となっており、歳

出総額の８６．３％を占めております。  

５２ページ、５３ページをお開きください。  

３款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費は、介護予防・生活支

援サービス事業及び一般介護予防事業などに係る経費となっております。  

２項包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援センターの運営及び生活支援体制

整備事業、介護相談員に係る経費などとなっております。  

５４ページ、５５ページをお開きください。  

４款基金積立金につきましては、介護保険基金の利子と令和３年度決算に伴う積み戻

し分を積立てしたところであります。  

５款諸支出金は、第１号被保険者への介護保険料還付と国・北海道への前年度精算償
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還金となっております。  

以上で、認定第４号令和４年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の説明

とさせていただきます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 認定第５号  

○議長（篠原義彦） 日程第８ 認定第５号令和４年度本別町介護サービス事業特別会

計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

 前佛老人ホーム所長。  

○老人ホーム所長（前佛清治） 認定第５号令和４年度本別町介護サービス事業特別会

計歳入歳出決算認定につきまして、決算の概要を説明申し上げます。  

 はじめに、令和４年度本別町各会計決算資料により、決算と介護サービス事業運営の

概要につきまして、説明させていただきます。  

 令和４年度本別町各会計決算資料の８６ページをお開きください。  

 本別町介護サービス事業特別会計は、特別養護老人ホームの施設運営費及び要介護認

定者の居宅介護支援事業、要支援認定者の介護予防支援事業を併せた会計であります。  

 中段にあります決算の概要でありますが、歳出は、支出済額３億５ ,２０６万５ ,００

０円で、予算現額３億５ ,４９７万７ ,０００円に対しまして９９．２％の執行率であり

ます。  

 歳入は、収入済額３億４ ,７９３万３ ,０００円で、予算現額３億５ ,４９７万７ ,０００

円に対しまして９８．０％の執行率となっております。  

 歳入歳出差引歳入不足額は４１３万２ ,０００円となっており、不足分については、令

和５年度の歳入を繰り上げて充用し、補填するものであります。  

 それでは、令和４年度のサービス事業内容でありますが、次の８７ページをお開きく

ださい。  

 特別養護老人ホームの状況につきましては、施設利用者の年度末の利用者数は定員５

０人に対しまして４９人で、内訳は男性１６人、女性３３人です。なお、令和４年度の

入退所者の内訳は、入所者１８人、退所者１８人となっており、平均利用年数は３年１

か月となっております。  

 介護度別の利用者数は、要介護４と５の方を合わせまして３８人で全体の７７．６％

を占め、要介護度の平均は４．２２となっており、前年度については４．０６でござい

ます。  

 次に、ショートステイの利用状況ですが、５人の定員で、年間１日当たり平均利用人

数は２．５４人の利用となっており、前年度については３．０５人でございます。  

 次に、８８ページをお開きください。  

 居宅介護及び介護予防サービス計画実績状況につきましては、居宅介護支援では、１ ,

２２３件で前年度対比１８２件の減、介護予防支援では、５３３件で前年度対比３２件

の減となっております。  
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 以上が、令和４年度における介護サービス事業の概要であります。  

 次に、決算の内容につきまして、令和４年度本別町特別会計歳入歳出決算書により、

主なものを御説明いたします。  

決算書の５７ページ、５８ページをお開きください。  

 歳入決算の状況です。一番下段の歳入合計ですが、予算現額３億５ ,４９７万７ ,００

０円、収入済額３億４ ,７９３万３ ,３７７円、前年度対比６．０％減、収入未済額６万

４ ,１２５円となっております。  

 ５９ページ、６０ページをお開きください。  

 歳出決算の状況です。一番下段の歳出合計ですが、予算現額３億５ ,４９７万７ ,００

０円、支出済額３億５ ,２０６万５ ,３９３円、前年度対比４．７％減、不用額２９１万

１ ,６０７円となっており、歳入歳出差引歳入不足額は４１３万２ ,０１６円となってお

ります。  

 続きまして、６１ページをお開きください。  

 実質収支に関する調書です。歳入総額は３億４ ,７９３万３ ,０００円、歳出総額は３

億５ ,２０６万５ ,０００円で、翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、実質収支額

は４１３万２ ,０００円の赤字決算となっております。  

 次に、６５ページ、６６ページをお開きください。  

 歳入ですが、１款サービス収入、１項１目介護給付費収入は、前年度対比５．４％減

の１億９ ,１６３万３ ,６１９円で、歳入総額の５５．１％を占めております。その内、

１節施設介護サービス費収入及び２節短期入所生活介護費収入合わせて１億６ ,７９４

万８ ,５２９円、２目自己負担金収入４ ,００８万３ ,９４０円で収納率は９９．８％とな

っております。  

 次に、１目介護給付費収入、３節居宅介護サービス計画費収入は、前年度対比１２．

８％減の２ ,１２７万８ ,５５０円、４節居宅予防支援サービス計画費収入、前年度対比

６．６％減の２４０万６ ,５４０円となっております。  

次に、３款寄付金は個人６人から３３万円の御寄付をいただいております。  

次に、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目１節一般会計繰入金は、前年度対比９．

３％減の１億１ ,４７２万９ ,０００円となっております。  

次に、５款繰越金は、前年度対比７４．３％減の７２万５ ,９７５円となっております。  

６７ページ、６８ページをお開きください。  

８款道支出金、１項道補助金、１目１節緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事

業費補助金につきましては、利用者が新型コロナウイルス感染症に感染又は濃厚接触者

となり、施設内にて対応した介護サービス事業所を対象とした補助金でありますが、補

助金の交付が、全国的な感染拡大の影響により、令和５年度に繰り越されたことによる

ものであります。  

 次に、６９ページ、７０ページをお開きください。  

 歳出ですが、１款介護サービス事業費、１項１目施設介護サービス事業費は、前年度

対比５．２％減の３億１ ,３２３万２ ,０６３円で、歳出総額の９０．０％を占めていま
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す。人件費については報酬を含めまして２億４ ,６５３万２ ,６８３円で、施設介護サー

ビス事業費総額の７８．７％となっております。  

 １４節工事請負費、施設改修工事、特別養護老人ホームエアコン設置工事につきまし

ては、暑さ対策及び新型コロナウイルス等感染症予防対策として、換気型エアコンを廊

下に４台、厨房に２台設置したものであります。  

 １７節備品購入費の内容につきましては、補正予算において、故障に伴う冷凍冷蔵庫

の更新、また寄付をいただいたその都度補正させていただき、車椅子、コールマット、

プリンター、ホットブレンダーを購入したものであります。  

 次に、２項居宅介護サービス事業費、１目居宅介護支援事業費及び２目介護予防支援

事業費は、サービス計画作成に伴う経費で、人件費、居宅介護支援事業所職員４名分を

含めまして、前年度対比１．２％減の３ ,８７７万３ ,４７６円となっております。  

 次に、７１ページ、７２ページをお開きください。  

 ２款諸支出金、１項１目償還金、２２節償還金利子及び割引料、利用者負担金還付金

は、令和３年度分の利用者負担金を返還したことによるものであります。  

 以上で、認定第５号令和４年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定の

説明とさせていただきます。  

○議長（篠原義彦） お諮りします。  

 認定第１号令和４年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、ないし認定第５号

令和４年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定については、明日１４日

議事予定の認定第６号から認定第９号の説明を受けた後設置する令和４年度各会計決算

審査特別委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることを予定したいと思います。  

 御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号令和４年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、ない

し認定第５号令和４年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定については、

明日１４日議事予定の認定第６号から認定第９号の説明を受けた後設置する令和４年度

各会計決算審査特別委員会に付託して、閉会中の継続審査とすることを予定いたします。 

─────────────────────────────────────────── 

◎散会宣告  

○議長（篠原義彦） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  

 これで会議を閉じます。 

 これで散会いたします。 

 御苦労さまでした。  

散会宣告（午前 １１時３７分）  
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日程第 ５ 議案第６３号  令和５年度本別町一般会計補正予算（第１０回）につい

て 

日程第 ６ 議案第６４号  令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第３回）について 
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業施策の充実・強化を求める意見書  

日程第１１  意見書案第３号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など、教育予算確保・拡充と就学保

障の実現に向けた意見書  
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開議宣告（午前１０時００分）  

─────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告  

○議長（篠原義彦） これから、本日の会議を開きます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 認定第６号ないし日程第３ 認定第８号  

○議長（篠原義彦） 昨日に引き続き、決算提案とします。  

日程第１ 認定第６号令和４年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について、

ないし日程第３ 認定第８号令和４年度本別町水道事業会計決算認定について、以上３

件について提案理由の説明を求めます。  

 加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） 認定第６号令和４年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決

算認定について、決算の概要を説明申し上げます。  

最初に、本別町全体の給水状況について説明させていただきます。  

各会計決算資料の８９ページをお願いいたします。  

 本町の水道は、本別市街地の上水道を中心に４か所の簡易水道、２か所の専用水道、

２か所の営農用水道により給水が行なわれています。  

 本町が管理運営している簡易水道は、勇足、仙美里、美里別の３か所で、農業用防除

施設は勇足及び美里別簡易水道区域内で、１９２基に給水しております。  

 令和４年度における総配水量は、２８万１３３立方メートル、総有収水量は２６万１ ,

６９０立方メートル、また年度末の給水人口は１ ,０８９人となっており、普及率は前年

度より０．６２ポイント増の８０．９１％となっております。なお、有収率につきまし

ては、前年度より０．１６ポイント減の９３．４２％となったところであります。  

 令和４年度の主な事業と決算の概況につきましては、特別会計歳入歳出決算書により

説明をさせていただきます。  

別冊の特別会計歳入歳出決算書の７８ページをお願いいたします。  

実質収支に関する調書でありますが、歳入総額は１億２ ,３８９万７ ,０００円、歳出総

額は１億２ ,１２９万円となっており、歳入歳出差引額２６０万７ ,０００円が実質収支額

となり翌年度に繰り越すこととしております。  

次に、事項別明細書になります。  

８５ページ、８６ページをお願いいたします。  

上段、歳入ですが、２款１項使用料及び手数料、１目水道使用料、収入済額は、前年度

比０．８８％減の４ ,６４０万１５９円で、収納率は現年度分で９９．７０％、過年度分

で２０ .２２％であります。  

次のページ、８７ページ、８８ページをお願いします。  

下段の歳入の合計は、予算額１億２ ,３１１万６ ,０００円に対し、収入済額は１億２ ,

３８９万７ ,４３１円となっております。  

次に、歳出ですが、８９ページ、９０ページをお願いいたします。  
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 １款１項簡易水道費、１目一般管理費、中ほどの１２節委託料、業務委託料の内容は、

メーター検針業務及び地方公営企業法適用支援業務委託を実施しました。  

２目維持修繕費、１０節需用費、修繕料は、防除施設、配水管等の修繕となっておりま

す。令和５年２月、西仙美里地区で発生しました配水管破損による漏水修繕を行なうに

当たり予算に不足が生じましたが、補正を行なう時間的余裕がなかったため、予備費９

万円を充用しております。  

３目基金費は、基金の利子を積み立てるもので、年度末の簡易水道基金は１５２万５ ,

９９５円となっております。  

３款１項公債費は、起債償還の元金・利子で、年度末における起債の未償還元金は、４

億４ ,７６４万７ ,９５７円となっております。  

次のページ、９１ページ、９２ページをお願いいたします。  

下段、歳出の合計は、予算額１億２ ,３１１万６ ,０００円に対し、支出済額は１億２ ,１

２８万９ ,８７６円で、執行率は９８．５２％となりました。  

以上で、令和４年度本別町簡易水道特別会計決算の説明とさせていただきます。  

 次に、認定第７号令和４年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について、

決算の概要を説明申し上げます。  

最初に、本別町全体の下水道の普及状況について説明をさせていただきます。  

各会計決算資料の９８ページをお願いいたします。  

中段になりますが、本町の令和４年度末における下水道の普及状況につきましては、

処理区域面積が２８８．０ヘクタール、管路延長が５万１ ,４３９メートル、世帯数が２ ,

８６８戸、人口が４ ,２４４人となっており、都市計画区域内の下水道普及率は９５．３％、

水洗化率は９４．０２％となっております。  

なお、浄化槽を含めた汚水処理人口は５ ,４４６人となり、汚水処理人口普及率は８６．

０８％となったところであります。  

令和４年度の主な事業と決算の概況につきましては、特別会計歳入歳出決算書により

説明させていただきます。  

別冊の特別会計歳入歳出決算書の９８ページをお願いいたします。  

 実質収支に関する調書でありますが、歳入総額は４億５ ,２３９万５ ,０００円、歳出総

額は４億４ ,９０６万５ ,０００円となっており、歳入歳出差引額３３３万円が実質収支額

となり、翌年度に繰り越すこととしております。  

次に、事項別明細書になります。  

１０２ページ、１０３ページをお願いいたします。  

歳入ですが、２款使用料及び手数料、１項使用料は、前年比１．６８％減の８ ,４４７

万６ ,４７４円となりました。  

１目公共下水道使用料の収入済額は６ ,９５１万７ ,１７４円で、収納率は現年度分で９

９．５４％、過年度分は４１．３８％、２目個別排水処理施設使用料の収入済額は１ ,４

９５万９ ,３００円で、収納率は現年度分で１００％、過年度分については３１．９５％、

となっております。  



- 6 - 

 

次のページ、１０４ページ、１０５ページをお願いいたします。  

下段の歳入の合計は、予算額４億５ ,２２０万１ ,０００円に対し、収入済額は４億５ ,

２３９万５ ,２９０円となったところであります。  

次に、歳出ですが、１０６ページ、１０７ページをお願いいたします。  

 １款総務費、２項施設管理費、２目処理場管理費、１２節委託料の内、業務委託料４ ,

２９２万１ ,４９７円の内訳は、終末処理場の維持整備業務委託料３ ,５１７万８ ,０００

円、汚泥の産業廃棄物に係る運搬処理委託料が６４９万８ ,２９７円、汚泥利用組合への

汚泥運搬委託料が１２４万５ ,２００円であります。  

 ２款土木費、次のページ、１０８ページ、１０９ページをお願いいたします。  

１項下水道費、１目下水道新設費、１４節工事請負費５ ,８５９万７ ,０００円の内訳は、

汚水管渠新設工事としてマンホール施設改修を１６１万７ ,０００円で、終末処理場機器

更新工事として監視制御装置の機器更新を５ ,６９８万円で実施しております。  

 ２目個別排水処理施設新設費、１４節工事請負費２ ,００９万７ ,０００円は、合併処理

浄化槽６基分の新設工事費であります。  

３款１項公債費は起債償還元金・利子で、年度末における起債の未償還元金は２１億

５ ,２５７万３ ,２３１円となっております。  

次の下段、歳出の合計は予算額４億５ ,２２０万１ ,０００円に対し、支出済額４億４ ,

９０６万５ ,３４３円で、執行率は９９．３１％となりました。  

以上で、令和４年度本別町公共下水道特別会計決算の説明とさせていただきます。  

次に、認定第８号令和４年度本別町水道事業会計決算認定について、決算の概要を説

明申し上げます。  

別冊になっております水道事業決算書の１１ページをお願いいたします。  

 令和４年度における水道事業の概況ですが、給水人口は４ ,４３４人、給水戸数は２ ,５

２２戸、総配水量は５６万３ ,３６７立方メートル、総有収水量は前年度比２．８８％減

の３７万７ ,７０４立方メートル、有収率は６７．０４％となっております。  

次に、１４ページをお願いいたします。  

令和４年度の工事は、町道モップ沢道路配水本管更新工事を行ないました。  

また、計量法による量水器更新工事により、２２８か所のメーター器の取替えを行な

っております。  

次に、決算の概況について説明させていただきます。  

１ページ、２ページをお願いいたします。  

１、収益的収入及び支出は、消費税込みの数字となっております。  

収入の総額では、前年度比６．２６％減の１億４ ,３０１万８ ,６９３円となっており、

１項営業収益では、前年度比２．６２％減の１億１ ,７６７万１ ,９４４円、２項営業外収

益では、前年度比２０．１２％減の２ ,５３４万６ ,７４９円となっております。  

次に、支出の総額ですが、前年度比５．７６％減の１億３ ,９５３万２ ,３７６円となり、

１項営業費用は、総係費人件費及び減価償却費等の減により、前年度比１．６３％減の

１億２ ,８１０万１ ,１３９円となり、２項営業外費用は、消費税納付額の減により、前年
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度比３５．９０％減の１ ,１４２万６ ,５２５円、３項特別損失は、過年度の水道料金還付

により４ ,７１２円となっております。  

なお、税抜き額の明細は１９ページから２６ページに記載しておりますが、説明は省

略させていただきます。  

次に、３ページ、４ページをお願いいたします。  

２、資本的収入及び支出につきましても、消費税込みの数字となっております。  

収入総額は、建設改良事業等の企業債、国庫支出金の増により、前年度比７４８．４

１％増の１億４１万８ ,０００円となっております。  

支出の総額では、前年度比１１１．５２％増の１億７ ,６１９万８３７円で、内訳は１

項建設改良費では、主に工事請負費の増により前年度比３３２．３１％増の１億１ ,２９

５万２ ,４１３円、２項企業債償還金では、前年度比１０．６１％増の６ ,３２３万８ ,４２

４円となっております。  

資本的収支では７ ,５７７万２ ,８３７円の不足額が生じましたが、過年度分損益勘定  

留保資金６ ,５７７万７ ,０５４円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９９

９万５ ,７８３円で補填いたしました。  

なお、税抜き額の明細は２７ページ、２８ページに記載されておりますが、説明は省

略させていただきます。  

次に、５ページをお願いいたします。  

損益計算書でありますが、消費税抜きの数字となっております。  

１の営業収益は給水収益が主で、合計では前年度比２．６２％減の１億７００万１ ,０

６９円となっております。２の営業費用は、合計で前年度比１．８１％減の１億２ ,５３

３万５ ,７０５円、３の営業外収益は、前年度比２０．１６％減の２ ,５３２万６３円とな

っております。４の営業外費用は企業債利息が主であり、前年度比１６．１３％増の１ ,

４２３万７ ,１９０円となっております。５の特別損失は、過年度の水道料金還付により

４ ,７１２円の増となっております。  

全ての項目を差し引きますと、当年度は７２５万６ ,４７５円の純損失となったところ

であります。  

なお、令和４年度末における企業債未償還元金は８億３ ,９９３万７ ,３１２円となって

おります。  

６ページから１０ページまでの剰余金計算書、剰余金処分計算書、貸借対照表、注記

表につきましては、説明を省略させていただきます。  

次に、１５ページをお願いいたします。  

下段に記載されています供給単価と給水原価でありますが、１立方メートル当たり、

供給単価は対前年７７銭増の２８２円１９銭、給水原価は有収水量の減により、対前年

１０円６８銭増の３５０円３３銭となっております。  

以上で、令和４年度本別町水道事業会計決算の説明とさせていただきます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 認定第９号  
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○議長（篠原義彦） 日程第４ 認定第９号令和４年度本別町国民健康保険病院事業会

計決算認定について、提案理由の説明を求めます。 

 小川病院事務長。 

○国保病院事務長（小川芳幸） 認定第９号令和４年度本別町国民健康保険病院事業会

計決算認定について、決算の概要を御説明いたします。  

 決算書の１ページ、２ページをお開きください。  

 令和４年度本別町国民健康保険病院事業決算報告書。  

（１）収益的収入及び支出、上段の収入ですが、金額は消費税込みの数値となってお

ります。  

１款病院事業収益は決算額１１億５ ,１２３万３ ,２０２円で、そのうち１項医業収益は

８億５ ,４１７万１ ,９５３円、２項医業外収益は２億９ ,７０６万１ ,２４９円、３項特別

利益は０円となっております。  

 下段の支出ですが、１款病院事業費用は合計で１１億５ ,３４２万５ ,８２７円で、その

うち１項医業費用が１１億３ ,６５０万５ ,２９５円、２項医業外費用が１ ,６９２万５３

２円、３項特別損失及び４項予備費は支出がありませんでした。  

 次に、３ページ、４ページをお願いいたします。  

 （２）資本的収入及び支出ですが、上段の収入の１款資本的収入は決算額９ ,８１５万

５ ,９０３円で、１項企業債は１ ,６８０万円を借入れしております。２項出資金７ ,０１

４万６ ,０００円は、企業債元金償還分と建設改良費にかかる令和４年度過疎債借入分を

財源として受け入れたものです。  

３項負担金は、３６１万９ ,０００円を建設改良費の財源として繰入れたもので、４項

繰入金は国保特別会計繰入金及び医療施設等整備基金の取り崩しで合計４８６万３ ,８

９３円、７項寄付金は、３件合計２０万円を受け入れたもの、８項道支出金は、感染症

検査機関等設備整備費補助金２５２万７ ,０００円を受け入れ、コロナウイルス対策の機

器購入に充当したものでございます。  

 下段の支出では、１款資本的支出は決算額１億３ ,１９９万２ ,５１３円で、内訳は、１

項建設改良費が４ ,８１２万８ ,９１４円、２項企業債償還金は元金償還の８ ,３６６万３ ,

５８９円、３項投資２０万１０円は寄付金及び基金利子を医療施設等整備基金に積み立

てたものでございます。  

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は３ ,３８３万６ ,６１０円となりますが、過

年度分損益勘定留保資金３ ,０５０万１ ,０６０円及び当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額３３３万５ ,５５０円で補填したところでございます。  

 次に、５ページをお開きください。  

 財務諸表の令和４年度損益計算書でありますが、これ以降、説明が無い限り金額は消

費税の税抜き処理後の数値となっております。  

１の医業収益の３行目中央列、合計８億５ ,０１９万５ ,１２６円から、２の医業費用６

行目中央列、合計１１億２ ,１２２万３ ,９２３円を差し引いた医業収支は２億７ ,１０２

万８ ,７９７円の損失、３の医業外収益の７行目中央列、合計２億９ ,６４４万５ ,０４２
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円から、４の医業外費用の４行目中央列、合計４ ,４９２万２ ,６１０円を差し引いた医業

外収支は２億５ ,１５２万２ ,４３２円の利益、５の特別損益、６の特別損失ともに決算額

はございませんので、事業収支の合計は下から３行目右列の１ ,９５０万６ ,３６５円の当

年度純損失となります。  

一番下段、当年度未処理欠損金は、前年度繰越欠損金１９億８ ,６４３万２ ,１１９円に

当年度純損失を加えた２０億５９３万８ ,４８４円となります。  

次に、８ページ、９ページをお開きください。  

令和５年３月３１日における貸借対照表ですが、ここの流動資産及び流動負債から地

方財政法上の資金不足額の算定を行なってみますと、８ページ中段、資産の部の２、流

動資産の６行目、流動資産合計は１億７ ,７２６万２ ,２５７円、次の負債の部、９ページ

上段の４、流動負債の１３行目、流動負債合計は２億６７１万３ ,１６７円となっており

ますが、流動負債のうち３行目の（２）企業債のイ、建設改良に充てるための企業債７ ,

７６５万８ ,１７７円は資金不足の計算から控除されますので、控除した流動負債は１億

２ ,９０５万４ ,９９０円となり、先ほどの流動資産合計を下回っておりますので、資金不

足という状況にはなっておりません。  

 次に、１１ページをお開きください。  

 令和４年度事業報告書、１、概況。  

（１）の総括事項につきましては、決算報告書及び損益計算書において決算額を申し

上げておりますので割愛させていただきます。  

次に、１３ページをお開きください。  

２、工事。  

（１）建設工事の概況ですが、①建物は、空調設備更新計画策定に２３９万８ ,０００

円、②器械及び備品購入費は、医療用画像読取装置１式、以下、合計で６品目、消費税込

みで４ ,１１０万７ ,６９３円の器械等を購入いたしました。  

次に、１４ページの３、業務。  

（１）業務量でありますが、イの入院は、延べ患者数合計で１万３ ,０１８人、１日平

均３５．７人で、前年度比、延べ患者数で１ ,１６３人、１日平均では３．２人の減、率

で言いますと８．２％の減となっております。ロの外来は、延べ患者数合計で２万８ ,２

４６人、１日平均１１６．２人で、前年度比、延べ患者数で１７９人、１日平均で１．３

人の減、率で言いますと０．６％の減少となったところであります。  

また、入院患者数のうち、地域包括ケア病床利用者数は延べ１ ,８３０人、１日平均５

人となっております。  

 次に、１５ページ、１６ページをお願いいたします。  

 上段の表（２）事業収入に関する事項でありますが、医業収益は８億５ ,０１９万５ ,１

２６円、前年度比５．７％の減で、うち入院収益は３億１ ,２８２万５ ,８０８円、前年度

比１１．８％の減、外来収益は２億５ ,９７３万８ ,７４７円、前年度比１．６％の減とな

っております。  

 入院・外来とも収益の減少は、患者数の減少によるもので、常勤医の退職による影響
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と年末のクラスター発生による入院制限による影響が大きいと考えております。  

 その他医業収益は２億７ ,７６３万５７１円、前年度比１．９％の減となっております。 

医業外収益は２億９ ,６４４万５ ,０４２円で、前年度比５．０％の増となりましたが、

主な要因は、その他医業外収益におきまして北海道からの感染病床確保促進事業補助金

３ ,６７０万７ ,０００円の交付によるものであります。  

事業収入合計は１１億４ ,６６４万１６８円で、前年度比３ ,７１７万８ ,０８９円、３．

１％の減の決算となったところです。  

下段の表、（３）事業費に関する事項でありますが、医業費用は１１億２ ,１２２万３ ,

９２３円で、前年度比０．９％の減となっております。内訳の主なものでは、給与費が

７億５ ,７５３万９ ,９３５円で、前年度比１ ,５８４万５ ,８８６円、２．０％の減、材料

費は１億１ ,１１１万１ ,１０８円で、前年度比５．３％の減、経費は１億７ ,２２７万６ ,

８６４円で、前年度比１０．２％の増となっておりますが、電気料及び燃料費の高騰、

医師紹介手数料支出が増加の主な要因であります。  

減価償却費は７ ,６１３万１ ,６６８円で、前年度比７．９％の減、資産減耗費は２６８

万１ ,５７７円で、前年度比１３６．１％の増となっておりますが、更新前の医療用画像

読取装置の除却による増加でございます。  

医業外費用は４ ,４９２万２ ,６１０円で前年度比４．３％の増となっておりますが、雑

支出におきます消費税の調整による負担増が主な要因でございます。  

事業費合計は１１億６ ,６１４万６ ,５３３円で、前年度比８８７万１ ,９９５円、０．

８％減の決算となったところでございます。  

 以上、認定第９号令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定の説明とさせ

ていただきます。  

○議長（篠原義彦） お諮りします。  

ただいま提案のありました認定第６号令和４年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決

算認定について、ないし認定第９号令和４年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認

定について、及び昨日１３日議事とした認定第１号令和４年度本別町一般会計歳入歳出

決算認定について、ないし認定第５号令和４年度本別町介護サービス事業特別会計歳入

歳出決算認定について、以上９件については、議長及び議会選出監査委員を除く１０名

の委員をもって構成する令和４年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て閉会中の継続審査にしたいと思います。  

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、昨日から本日にかけて提案のありました認定第１号令和４年度本別町一

般会計歳入歳出決算認定について、ないし認定第９号令和４年度本別町国民健康保険病

院事業会計決算認定について、以上９件については、議長及び議会選出監査委員を除く

１０名の委員をもって構成する令和４年度各会計決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して閉会中の継続審査とすることに決定をいたしました。 
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 暫時休憩いたします。  

午前 １０時３８分  休憩  

休憩中に委員会条例第８条第２項の規定によって、正副委員長の互選を行なってくださ

い。委員会条例第９条第１項の規定によって、議長において令和４年度各会計決算審査

特別委員会を招集します。直ちに議員控室に参集願います。これをもって通知済みとい

たします。  

午前 １０時４５分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 ただいま設置されました令和４年度各会計決算審査特別委員会の正副委員長の互選の

結果について申し上げます。 

 委員長に阿保静夫委員、副委員長に水谷令子委員と決定いたしました。 

 以上、報告といたします。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第６３号  

○議長（篠原義彦） 日程第５ 議案第６３号令和５年度本別町一般会計補正予算（第

１０回）についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 松本企画財政課長。 

○企画財政課長（松本秀規） 議案第６３号令和５年度本別町一般会計補正予算（第１

０回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、寄付金の受領に係る関係経費及び中体連大会参加出場費補助金の計上

が主なものであります。  

 予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１ ,０３４万６ ,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億３ ,３１６万３ ,０００円とする内容であり

ます。  

それでは、事項別明細書により御説明いたします。  

３ページ、４ページをお開きください。  

１、歳入ですが、２段目の１７款１項１目寄付金、１節総務費寄付金、指定寄付金    

１ ,０００万円の増額補正は、個性あるふるさとづくり基金として、本別町共栄９番地１

３にお住まいの髙橋照子様からの指定寄付金であります。  

その下、４節教育費寄付金、指定寄付金５万円の増額補正は、本別町南２丁目１１番

地にお住まいの故表弘様からの研修事業参加に対する指定寄付金であります。  

次に、２、歳出ですが、２款総務費、１項総務管理費、１４目基金費、２４節積立金、 

基金積立金、個性あるふるさとづくり基金１ ,０００万円の増額補正は、髙橋照子様から

の寄付金を寄付者の意向により基金に積み立てるものです。  

その下、１０款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、１８節負担金補助及び交付金 
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補助金、中体連・中文連参加出場費２９万６ ,０００円の増額補正は、中体連主催の全道・

全国大会への参加出場が当初見込みより多くなったことにより補正するものです。  

 その下、４項社会教育費、１目社会教育総務費、７節報償費、奨励金、研修参加５万円

の増額補正は、故表弘様からの寄付金を寄付者の意向により本別・南三陸ふるさと交流

研修事業に充当するため増額するものです。  

以上、令和５年度  本別町一般会計補正予算（第１０回）の提案説明に代えさせていた

だきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、歳入歳出一括といたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６３号令和５年度本別町一般会計補正予算（第１０回）について採

決をいたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６３号令和５年度本別町一般会計補正予算（第１０回）について

は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第６４号  

○議長（篠原義彦） 日程第６ 議案第６４号令和５年度本別町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第３回）についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 小川病院事務長。 

○国保病院事務長（小川芳幸） 議案第６４号令和５年度本別町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第３回）について、提案理由の御説明を申し上げます。  

 今回の補正につきましては、寄付金の受領による内容となっております。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 資本的収入及び支出。  

第２条、令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計予算第４条に定めた資本的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、収入の第１款資本的収入、第７項寄付
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金を１ ,０２０万円増額し、収入の合計を１億５ ,８５２万３ ,０００円とするものです。  

 支出では、第１款資本的支出、第３項投資を１ ,０２０万円増額し、支出の合計を１億

８ ,８８３万５ ,０００円とするものです。  

 ３ページ、４ページをお開きください。  

補正予算説明でありますが、資本的収入、１款資本的収入、７項寄付金、１目寄付金

１ ,０２０万円の増額は、本別町弥生町６２番地２にお住まいの吉井誠様より２０万円、

本別町共栄９番地１３にお住まいの髙橋照子様より１ ,０００万円、それぞれ寄付金を受

けたものでございます。  

下段の資本的支出、１款資本的支出、３項投資、１目医療施設等整備基金積立１ ,０２

０万円の増額は、収入で説明いたしました寄付金について、積み立てるものでございま

す。  

 以上、令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３回）の説明とさせ

ていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

 質疑は、資本的収入及び支出一括といたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６４号令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

回）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６４号令和５年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

３回）については、原案のとおり可決されました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。  

午前 １０時５４分  休憩  

午後  １時３０分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 諮問第１号  

○議長（篠原義彦） 日程第７ 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について意見を
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求める件についての、提案理由の説明を求めます。  

 佐々木町長、御登壇ください。  

○町長（佐々木基裕）〔登壇〕 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について意見を求

める件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。   

 令和５年１２月３１日をもって任期満了となります人権擁護委員につきまして、中川

郡本別町朝日町１６番地４にお住まいの福家立雲さんを、人格、識見とも適任と判断を

し、人権擁護委員の候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の意見を求めるため提案するものであります。  

 よろしくお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。  

午後  １時３１分  休憩  

（議員の皆さんには、直ちに議員控室に御参集ください。）  

午後  １時３５分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 本件は、お手元に配布いたしました意見のとおり答申したいと思います。  

 御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件は、お手

元に配布しました意見のとおり適任と答申することに決定をいたしました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 同意第１９号  

○議長（篠原義彦） 日程第８ 同意第１９号教育委員会委員任命について同意を求め

る件についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 佐々木町長、御登壇ください。  

○町長（佐々木基裕）〔登壇〕 同意第１９号教育委員会委員任命について同意を求める

件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。   

 令和５年１０月２０日をもって任期満了となります教育委員会委員につきまして、中

川郡本別町北８丁目８番地６にお住まいの山根博和さんを、人格、識見とも適任と判断

し、新任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に

よって、議会の同意を求めるため提案した次第でございます。  

 御同意をいただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただき

ます。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 
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 これから、同意第１９号教育委員会委員任命について同意を求める件を採決いたしま

す。 

 この採決は、起立によって行ないます。 

 本件は、これに同意することに賛成の方の起立をお願いします。 

（賛成者起立）  

○議長（篠原義彦） 起立者１０人。 

 よって起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、同意第１９号教育委員会委員任命について同意を求める件は、同意する

ことに決定されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 意見書案第１号  

○議長（篠原義彦） 日程第９ 意見書案第１号国土強靭化に資する社会資本整備等に

関する意見書を議題といたします。  

提案趣旨の説明を求めます。  

 藤田直美議員、御登壇ください。  

○７番（藤田直美）〔登壇〕 意見書案第１号国土強靱化に資する社会資本整備等に関す

る意見書案を提出させていただきます。会議規則第１４条の規定により提出いたします。

案文の朗読をもって提案とさせていただきます。途中、文言の説明を入れたいと思いま

す。  

国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書案。  

 北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、国土の５分の１以上を占める広大な大地

と海に育まれた豊富で新鮮な食を強みに我が国の食料供給を担うとともに、特有の歴史・

文化や気候風土などを有しており、これらの独自性や優位性を生かしながら、将来にわ

たって持続可能な活力ある北海道の実現を目指している。  

 こうした中、地域の産業を支える本道の道路を取り巻く環境は、激甚化・頻発化する

自然災害による交通障害の発生や、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震等のリスクが増

大するなど、防災・減災、国土強靱化の取組が喫緊課題になるとともに、道路施設の老

朽化や通学路等の安全対策の推進が大変重要となっている。  

今後は、北海道の強みである食や観光に関連する地域が持つ潜在力が最大限発揮され

るよう、平常時・災害時を問わない北海道を支える基盤の確立に向け、安定的な物流や

広域周遊観光を支える道路の整備が必要不可欠である。加えて、積雪寒冷地の本道にお

いては、安定的な除排雪体制の確保など、冬期間の住民の安全・安心を図ることが必要

である。  

 そのため、地方財政は依然として厳しく、また資材価格の高騰や賃金水準が上昇する

中、道路整備、管理に必要な予算を安定的に確保することが重要である。  

よって、国においては、国土の骨格を形成する高規格道路から国民の日常生活に最も

身近な市町村道に至る道路網の整備や老朽化対策などを着実に推進し、防災・減災、国
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土強靱化のための５か年加速化対策をより一層推進するため、次の事項について特段の

措置を講ずるよう強く要望する。  

 記。  

１、道路の整備・管理が長期安定的に進められるよう、新たな財源の創設及び必要な

予算を確保すること。  

２、防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策を計画的に進めるために必要

な予算・財源を例年以上の規模で確保するとともに、５か年加速化対策期間完了後も、

昨今の地震・豪雨・豪雪などの災害の状況を踏まえ、国土強靱化に必要な予算・財源を

通常予算とは別枠で確保し、継続的に取り組むこと。  

３、高規格道路におけるミッシングリンクの解消及び暫定２車線区間の４車線化や、

直轄国道の連携によるダブルネットワークの構築など、国土強靱化に資する災害に強い

道路ネットワークの整備を推進すること。  

ここで言うミッシングリンク、道路のミッシングリンクとは、高規格道路の未整備区

間のことで、途中で途切れている区間のことを言います。ミッシングリンクの解消をす

ることで、高規格幹線道等の未整備区間の整備を推進し、都市間移動の速達性を高めま

す。北海道道東においては本町に分岐点があり、釧路方面及び北見方面への延長未整備

区間の整備推進を指しております。  

また、ダブルネットワークの構築とは、高速道路と代替機能を発揮する直轄国道との

並行、二重化区間を強化することにより、災害時等の不測の事態に対応する道路の整備

のことを指しております。  

４、橋梁、トンネル等の老朽化対策を推進し、予防保全による道路メンテナンスへ早

期に移行するため、維持管理・更新事業に必要な技術的支援の拡充や予算を長期安定的

に確保するほか、舗装修繕等の維持管理に係る制度創設や財政支援の充実・強化を図る

こと。  

５、地域の安全な暮らしや経済活動を支える基盤づくりのため、子どもたちの安全・

安心を守る通学路等の交通安全対策を強化・推進するとともに、冬期における安全な道

路交通を確保するための道路整備や除排雪を含む安定した維持管理の充実に必要な予算

を確保すること。  

６、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員

体制の充実・強化を図ること。  

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。  

提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大

臣、国土強靭化担当大臣。  

 以上、提案いたします。  

 議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 
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これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第１号国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書を採決

いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第１号国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書は、

原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 意見書案第２号  

○議長（篠原義彦） 日程第１０ 意見書案第２号ゼロカーボン北海道の実現に資する

森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書を議題といたします。  

 提案趣旨の説明を求めます。  

 藤田直美議員、御登壇ください。  

○７番（藤田直美）〔登壇〕 意見書案第２号ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・

林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書案。 

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出いたします。案文の

朗読をもって提案といたします。 

 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める

意見書案。  

 北海道の森林は全国の森林面積のおよそ４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、

林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させ

るためには、森林資源の循環利用を進める必要がある。  

全国一の森林資源を有する北海道において、本町と北海道が連携し２０５０年までに

温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする国の目標の達成に向けて、伐採後の着実な植林

による森林の若返りや長期間炭素を固定する木材利用の促進、化石燃料の代替となる木

質バイオマスのエネルギー利用の促進など森林吸収源対策を積極的に推進することが必

要である。  

 本町をはじめ、道内各地域では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用

の実現に向け、森林整備事業や治山事業など国の事業を活用し、植林・間伐や路網の整

備、優良種苗の安定供給、山地災害の防止、木造公共施設の整備、森林づくりを担う人

材の育成など、様々な取組を進めてきたところである。  

 北海道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会を形成する
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ため、活力ある森林づくりや道産木材の利用、防災・減災対策をさらに進め、ゼロカー

ボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業の施策の充実・強化を図ることが必要

である。  

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。  

 記。  

１、二酸化炭素の吸収など森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、適切な間伐

と伐採後の着実な植林の推進に必要な森林整備事業予算や、防災・減災対策の推進に必

要な治山事業予算を十分に確保すること。  

２、森林資源の循環利用を推進するため、成長が早く形質の優れたクリーンラーチな

ど優良種苗の安定供給、ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、木材生産・流通体

制の強化、建築物の木造・木質化や、木質バイオマスエネルギーの利用促進などによる

道産木材の需要拡大、森林づくりを担う人材の育成・確保などに必要な支援を充実・強

化すること。  

３、森林吸収源対策のさらなる推進に向け、森林の多い市町村においては必要な森林

整備がより一層進むよう、森林環境譲与税の譲与基準を見直すこと。  

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。  

提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大

臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣。  

議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第２号ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業

施策の充実・強化を求める意見書を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第２号ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産

業施策の充実・強化を求める意見書は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 意見書案第３号  

○議長（篠原義彦） 日程第１１ 意見書案第３号義務教育費国庫負担制度堅持・負担
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率１／２への復元、「３０人以下学級」など、教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向

けた意見書を議題といたします。  

 提案趣旨の説明を求めます。  

 方川一郎議員、御登壇ください。  

○８番（方川一郎）〔登壇〕 意見書案第３号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／

２への復元、「３０人以下学級」など、教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意

見書案。  

本議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。なお、案文を朗読

し説明に代えさせていただきます。  

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学級」など、教育

予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書案。  

 義務教育費国庫負担制度は、地方自治体の財政状況に左右されずに教職員を安定的に

確保するため、教職員の給与の一部を国が負担する制度です。この制度における国の負

担率が２００６年に１／２から１／３に変更されました。教育の機会均等を確保するた

めにも、国の責任において、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国の負担率を１／２へ

と復元することが重要です。  

 また、子どもたちへのきめ細やかな教育を実現するためには、教職員定数を抜本的に

改善することによる少人数学級の実現と教職員の超勤・多忙化解消が不可欠です。公立

義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律が

成立し、小学校において、段階的に３５人以下学級が実現することになりました。しか

し、中学校・高校については、依然として検討にとどまっています。  

さらに、小学校高学年の教科担任制及び小学校における３５人学級実現のための教職

員定数改善が５ ,１５８人であるのに対し、自然減や配置の見直しなどにより６ ,４８２人

減少していることから教職員増となっていません。早急に「３０人以下学級」を実現し、

実質的な教職員増としていく必要があります。  

 ２０２２年１２月に文科省が発表した就学援助実施状況調査によると、要保護・準要

保護率は、全国で１４．２８％、７人に１人となっていますが、北海道においては、全国

で８番目に高い１８．０２％、５人に１人であり、依然として厳しい実態にあります。

また、教育現場では、給食費・修学旅行費などの私費負担が減少せず、地方交付税措置

されている教材費や図書費についても、自治体によっては、その措置に格差が生じてい

ます。さらに、奨学金制度を利用せざるを得ない子どもたちや経済的な理由で進学・就

学を断念する子どもが増加しており、その解消に向け、就学援助制度・奨学金制度・高

校授業料無償化制度を拡大させていく必要があります。  

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。  

 記。  

１、国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を

無償とするよう、義務教育費国庫負担制度を堅持し、義務教育費国庫負担金の負担率を

１／２に復元すること。  
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２、「３０人以下学級」の早期実現に向け、小学校１年生から中学校３年生の学級編制

標準を順次改定すること。また、地域の特性にあった教育環境整備・教育活動の推進、

住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するため、複式学級の解消等に向けた計画

的な教職員定数改善による実質的な教職員増の早期実現、教頭・養護教諭・事務職員の

全校配置実現のため、必要な予算の確保・拡充をはかること。  

３、給食費、修学旅行費、教材費などの保護者負担の解消や図書費などの十分な確保、

拡充を行なうこと。  

４、就学援助制度・奨学金制度のさらなる拡大、高校授業料無償化に対する所得制限

の撤廃など、就学保障の充実に向け、国の責任において、予算の十分な確保、拡充をは

かること。  

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出いたします。  

なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部

科学大臣、内閣府特命担当大臣地方創生であります。  

 議員各位の賛成をよろしくお願いして、説明と代えさせていただきます。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

 梅村議員。  

 暫時休憩いたします。  

午後  ２時０２分  休憩  

午後  ２時０４分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） それでは記書きの２番項についてお伺いをいたします。私自身こ

ちらに記載の案文の趣旨といたしまして、教育環境の整備や教職員の待遇等の改善等に

ついては十分な理解を持てているという前提のもとでございますが、記載のある地域の

特性に合った教育環境整備、その後段に、複式学級の解消等に向けたというような記載

がございます。 

こちらにつきましては、地域の特性、例えば本町にもございますが、小規模校のよう

なものもあります。そうしたところに関しての複式学級というものについてはどのよう

なお考えでの、そういったものも全てなくするということを前提の上での案文となって

いるのかという点についてお伺いをいたします。 

またこちら複式学級等については、案文の中段にもあります公立義務教育諸学校の学

校編成及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律、こちら俗に言う標準

法等によっても生徒数、児童数によって定められているものでありますが、本案文の中、

本意見書の中では予算措置、予算の確保拡充のみを求めるという、いわゆる法改正等に

ついては求めていかないと捉えてよろしいのか、お伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 方川議員。  

○８番（方川一郎） まず、最初の地方の特性という部分でありますけれども、それは

細かくは私も承知しているところでありませんけれども、それは教育の現場ではあるの
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かなと想定はしているところであります。 

また、法制度の関係については、当然これを実施していくには法整備も一部改正は必

要だと捉えているところであります。 

あとまた何かあればお願いします。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） さきにお伺いした点でございます。いわゆる複式学級の解消等と

いう点でございますけれども、当然地域の特性に合ったというところで、例えばいわゆ

る過疎地、へき地等の学校といういわゆる小規模校ですよね、全校生徒が数十人しかい

ないよというようなところについては、当然この標準法によって複式学級にせざるを得

ないというところがあるわけです。例えば１学年に３名しかいません、４名しかいませ

んっていうところにも、全学年に教職員を１名ずつ、事務職員等も全て適切に配置をし

ていくべきだ、そういう予算措置を求めているものなんでしょうか。仮にですが、２番

の質疑にもかかってくるんですけども、わかりましたと、３名に対して１名の教職員で

も、少なくても、その教職員を配置できるだけの予算措置をしますよというようなもの

があったとしても、こちらに記載のある標準法によって、２学年で１６人以下だったと

思いますけども、その児童数生徒数を満たしていなければ、結局この法によって複式学

級というものが構成されていくと私自身は理解しているんですが、この辺については、

その法改正というものを求めていかなければ、実質上この予算措置だけを求めても齟齬

が生じるのではないかと思料したところですが、お伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 方川議員。  

○８番（方川一郎） 当然複式学級等は複数の学年等もあって、やはり同じ１時間体制

の中でもやはり限られる時間体制になってくるかなと理解しているところであります。

そういう意味では、教職員をしっかり学年ごとに配置するよう持っていくべきだと思い

ますし、それも含めて、やはり法改正もやっぱり必要になってくるとは理解していると

ころであります。 

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 求めるとこのつまりとしては、複式学級っていうもの、そのもの

を撤廃していく、それに必要な予算措置ないしは法改正が必要だと、法改正については

この案文には包含されておりませんけれども、そうしたお考えのもとの案文であると捉

えてよろしいのか、お伺いをいたします。 

また、仮に私のお伺いしたことがそのとおりであると、そういった趣旨であるという

前提であれば、複式学級に関する国のメリット、デメリットっていうところ、長所短所

というものが当然捉えられているわけでございます。繰り返しになりますが、本町にお

いても複式学級の小規模校が存在するわけでございますが、そちらについてもどのよう

な所見をお持ちなのかお伺いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 方川議員。  

○８番（方川一郎） 本町においても、そうした複式学級等で対応しているということ

は承知しているところでありますし、またそうした中で、やはりそれぞれの学年ごとに
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きちっと教員配置等々がきちっと行なわれるということが、やはりこの趣旨としてはそ

ういうことを求めているところであります。 

また法改正の部分にはうたってないと言いますけれども、それに準じたことは当然法

改正等も行なわなければならないとは理解をしているところであります。以上です。 

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第３号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３

０人以下学級」など、教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書を採決いた

します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第３号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など、教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書は、原

案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 意見書案第４号  

○議長（篠原義彦） 日程第１２ 意見書案第４号地方財政の充実・強化に関する意見

書を議題といたします。  

 提案趣旨の説明を求めます。  

 高橋利勝議員、御登壇ください。  

○９番（高橋利勝）〔登壇〕 意見書案第４号地方財政の充実・強化に関する意見書案。 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。なお、提案の

説明は案文の朗読によって代えさせていただきます。 

地方財政の充実・強化に関する意見書案。  

 今、自治体には、急激な少子・高齢化に伴う、医療・介護など社会保障制度の整備、子

育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、デジタル化の整備、脱炭素

化、物価高騰対策など、極めて多岐にわたる役割が求められています。  

 しかし、現実にコロナウイルス、または多発する大規模災害への対策も迫られていま

す。これらに対応する地方財政について、政府は骨太方針２０２１において、２０２１

年度の地方一般財源水準を２０２４年まで確保するとしていますが、それをもって増大

する行政需要に十分対応し得るのか、また大きな不安が残されています。  
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 このため、２０２４年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入・歳出を的

確に見積もり、地方財政の確立をめざすよう、以下の事項の実現を求めます。  

 記。  

１、社会保障の維持・確保、人への投資も含め地域活性化、デジタル化、脱炭素化、防

災・減災、物価高騰対策、地域公共交通の再構築など、増大する自治体の財政需要を的

確に把握するとともに、それを支える人件費を重視し、十分な地方財政の確保をはかる

こと。  

２、新型コロナウイルス感染症対策について、５類移行後における保健所も含めた医

療提供等について、自治体での混乱が生じることのないよう、十分な財政措置やより速

やかな情報提供などを行なうこと。  

３、今後一層求められる子育て対策、また地域医療の確保、介護や生活困窮者の自立

支援など、急増する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫することから、地方

単独事業分も含め、十分な社会保障経費の拡充をはかること。特に、これらの分野を支

える人材確保にむけた自治体の取組を十分に支える財政措置を講じること。  

４、デジタル化における自治体業務システムの標準化については、引き続き地域デジ

タル社会推進費に相当する財源を確保するなど、十分な財源を保障すること。特に戸籍

等への記載事項における氏名の振り仮名の追加については、自治体において相当な業務

負荷が予想されることから、現場における意見を十分に勘案しながら、必要な経費を国

の責任において確保すること。  

５、保育施設・学童保育施設等職員の処遇改善及び保育施設の配置基準を改善するた

めの予算措置をすること。また、正規職員としての就労を希望する非正規職員の正規化

及び会計年度任用職員の雇用安定を促すための支援対策を講じるとともに、人材確保策

を早急に策定し、実施すること。  

６、まち・ひと・しごと創生事業費の１兆円については、新たに地方創生推進費として

２０２３年度も確保されているが、持続可能な地域社会の維持・発展にむけて、より恒

久的な財源とすること。  

７、会計年度任用職員制度の運用については、２０２４年度から可能となる勤勉手当

の支給も含め、今後も当該職員の処遇改善や雇用確保が求められることから、引き続き

所要額の調査を行なうなどし、その財政需要を十分に満たすこと。  

８、特別交付税の配分に当たり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体

に対して、その取り扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行なわないこと。  

９、地方交付税の法定率を引き上げるなどし、臨時財政対策債に頼らない、より自立

的な地方財政の確立に取り組むこと。併せて、地方の安定的な財源確保にむけて、所得

税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行なうなど、より抜本的な改善を行

なうこと。  

１０、人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、

地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかること。  

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。  
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提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大

臣、農林水産大臣、国土交通大臣、デジタル大臣、内閣府特命担当大臣少子化対策・男女

共同参画、以上でございます。  

 議員各位の賛同をよろしくお願いします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

 宮本議員。  

○１番（宮本やよい） それでは１点お伺いします。  

２番目について、新型コロナウイルス感染症対策について、５類移行後における保健

所も含めた医療提供体制等について、自治体での混乱が生じることのないよう十分な財

政措置やより速やかな情報提供などを行なうこととありますが、これは具体的に何を求

めているのか、お伺いします。  

○議長（篠原義彦） 高橋利勝議員。  

○９番（高橋利勝） これについては、コロナウイルスについては、５月８日から季節

性インフルエンザと同様な５類感染症に指定変更されたわけですけども、それに伴って、

例えばワクチン接種について自己負担となれば接種控えが起こる可能性もあり、また緊

急対策となっていたワクチン接種が通常の定期的な接種となる場合など、自治体や医療

機関における調整作業なども今後必要となりますので、そういった調整作業も含めて財

政的な処置を求めるものでございます。  

○議長（篠原義彦） 宮本議員。  

○１番（宮本やよい） 実際に自治体で混乱が生じているということなんでしょうか。  

○議長（篠原義彦） 高橋議員。  

○９番（高橋利勝） そういう恐れがあるということで、あらかじめ財政的な措置をし

てそういう恐れが起きないように対応するべきという考え方です。  

○議長（篠原義彦） 宮本議員。  

○１番（宮本やよい） 具体的にどのような措置を求めるのか、お聞きします。  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩いたします。  

午後  ２時２２分  休憩  

午後  ２時２３分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 高橋議員。  

○９番（高橋利勝） 財政措置というのは、当然国から道や地方自治体に財政的なもの

で支援をして、そのスムーズにいくようにということで、財政求めるということと、あ

とは速やかな情報提供ということで、この状況、それぞれ５類になって以降のその状況、

それぞれの自治体や医療機関における状況というものを新たに情報を速やかに提供して

ほしいという、そういう考え方の下になると思います。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。 

 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） それでは、記書き２番についてお伺いをいたします。５類移行後
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における保健所も含めた医療提供体制等ということでございますが、こちらにおきまし

て…。 

○議長（篠原義彦） 暫時休憩します。  

午後  ２時２４分  休憩  

午後  ２時４０分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） それでは質疑を続けさせていただきます。  

記書き２番の新型コロナウイルス感染症対策について、５類移行後における保健所も

含めた医療提供体制等について、自治体での混乱が生じることないよう十分な財政措置

や、より速やかな情報提供などを行なうことという記述がございます。こちらさきの答

弁等からもコロナのワクチン接種等についても御答弁があったところでございますが、

つまりは、現在は、いわゆる５類に移行されまして、これまでの国の関与による特別な

対応というものから、今後については幅広い医療機関による自立的な対応と移行された

と。にも関わらず、コロナやコロナワクチンというものについては特別な対応として財

政措置を行なっていくべきだと、このような趣旨で理解してよろしいんでしょうか。コ

ロナやコロナワクチンについては、特別な財政措置、特別な扱いをしなさいと、このよ

うな理解でよろしいのかお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 高橋議員。  

○９番（高橋利勝） 今梅村議員の質問もありましたけども、先ほどから申し上げてま

すように、ワクチン接種が５類になることによって当然自治体や医療機関における、今

お話しのとおり新たな準備とかも必要になるわけです。それは、例えば接種に関わる周

知や会場確保やさらには人員、事務経費、冷蔵庫等など、検査にかかる費用が必要にな

りますので、それを含めて国が財政措置をするべきであると求めているものでございま

す。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） ただいまの御答弁の中で、例えばそのワクチン保管用のいわゆる

冷凍冷蔵機能を擁した冷蔵庫といいますか、ディープフリーザー関係だと思うんで、そ

ういったものってもう既に予算措置、国費による予算措置がなされて、自治体によって

接種をなされたところにはもう既に配備配置されているものと私は捉えているところで

ございますが、それらを新たに求めていくということなのか。  

またその会場等とかっていうことについては、例えば同じ５類ということで考えてい

けば、インフルエンザのワクチンとか、そういったところについても自治体、地方公共

団体ごとに医療機関等と提携をとったりとかして、それぞれの自治、それぞれの地方公

共団体の自立性のもとで運営がされているんですが、つまりはだからそういったところ

についても予算措置をね、コロナワクチン接種とかコロナの扱いについてだけ特別な対

応を続けろとか、さらにしろということなのか、そういう理解でよろしいのかお伺いを

いたします。  
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また繰り返しますが、新たな何か物品購入やそういったものの措置まで求めているの

か、お伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 高橋議員。  

○９番（高橋利勝） 私はそこまで具体的に承知してませんが、今申し上げたように、

コロナワクチンの５類移行によって自治体並びに医療機関などがいろんな新たな準備を

していますけれども、それをさらに必要な部分については確保するということから、財

政措置を求めるものだと思っています。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 例えばその個別具体的に冷凍冷蔵庫のその機能についてお伺いを

しているとかそういったことではなく、趣旨としてお伺いをしているのでもう一度改め

てお伺いしますが、その詳細承知してないって、これの提出者でありながら詳細承知し

てないっていうことがまた適当かということにも関わってくるんですが、まずだからコ

ロナやコロナのワクチン接種というものを５類に移行してね、今後はその地域地域、地

方地方で自立的に運営していきなさいよとなったにも関わらず、特別な予算措置や特別

な対応をし続けなさいっていうものがここで求めている趣旨なんですか、お伺いをいた

します。  

○議長（篠原義彦） 高橋議員。  

○９番（高橋利勝） 特別ということではなくて、そういうことを予想をして、経費に

係る部分について予算措置を求めているものでして、このことを特別にということでは

ないと私は受けとめています。 

また今、周知をしてないこと云々というお話がありましたが、あえて申し上げさせて

いただければ、前回の意見書のときにも梅村議員も周知してませんということを何度か

申し上げてます。しかし、私たちはその意見書の狙い、信頼が、意見書が正しいと思い

ましたから、その部分について賛成いたしましたけれども、この意見書については私は

それぞれの団体等からも依頼を受けて私たちはやっていますが、私なりの勉強はしてい

るつもりですので、今答弁したような内容で、私はこの項目についてはこと足りると思

ってます。  

（「動議です」と呼ぶ者あり）  

（「賛成」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） ただいま高橋利勝議員より私が過去に提出した意見書案につきま

して、趣旨といたしまして、正確な文言は捉えておりませんので趣旨としてでございま

すが、複数回にわたって周知をしていないというような御発言だったと思います、私の

聞き取り違いかもしれませんが。いわゆるしっかりとした認識を持っていないという趣

旨だと思いますが、それを複数回行なったということでございますが、こちらについて

は事実と異なると認識してございますので、会議録精査の上、適切なる措置を求めるも

のでございます。  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。  
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午後  ２時４７分  休憩  

午後  ３時２０分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 申し上げます。先ほど梅村議員の質問に対して高橋議員からの説明もございました。

その中で不適切な表現もございましたんで、今後気をつけて発言には十分注意してくだ

さい。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） ただいまの議長の措置につきまして、主語についても明確にして

いただきたい。  

誰がその不適切な発言だったのかという点について、明らかにされたい。  

○議長（篠原義彦） そこまでやります。  

○５番（梅村智秀） はい。  

○議長（篠原義彦） 局長のほうから説明します。 

 梅村議員。 

○５番（梅村智秀） 今内容の説明等を求めてるのではなくて、議長が今おっしゃられ

た件についてでございます。不適切な発言等もあったと、確認されたというような御趣

旨の御発言がありましたので、誰による不適切な発言、そのどの部分が不適切な発言と

捉えられているのかという点について、主語を明らかにされたいということでございま

す。  

○議長（篠原義彦） 意見書の議論ですから、そのことに対して関係ないと。高橋議員

の言ったことは関係ないということですから、今後気をつけてくださいということです。 

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） ただいまの議長のお話を精査いたしますと、高橋議員による発言

が意見書のね、このやり取りの中で、質疑と答弁の中では必要のない不適切なものであ

ったと捉えてよろしいのか、改めてお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 全文でなくて、その中にそういう言葉があったということですか

ら。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 高橋議員の全ての発言が全文がということではなくて、議長がお

っしゃっている不適切な発言というものは、このやり取り、議論の中で高橋議員によっ

てなされたものであると理解してよろしいのかお伺いをしてございます。  

○議長（篠原義彦） 高橋議員のほうから質問に対し説明の中に、過去そういう意見書

の中のやり取りもあったということが発言あったので、そのことは意見書に対して今回

は関係ないですから、今後気をつけてくださいということです。 

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） わかりました。  

ですから、それは高橋議員に対してなされている注意と捉えてよろしいのかお伺いし

てございます。  



- 28 - 

 

○議長（篠原義彦） はい、そのとおりです。 

 ほかの方、質疑ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで質疑を終わります。  

これから討論を行ないます。  

 まず、原案に反対者の発言を許します。  

 宮本議員。  

○１番（宮本やよい）〔登壇〕 意見書案第４号地方財政の充実・強化に関する意見書に

反対の立場で討論を行ないます。  

まず、実際に自分が臨床現場で働いていて、コロナは特別なものではないと実感して

います。５類となり、国が一律に医療体制を制限したり、特別な感染対策を求めること

はなくなりました。インフルエンザと同じように、各自治体が状況に応じた適切な対応

をし、解決するべきだと思います。  

また、既に３００兆円の国費がコロナ対策費として使われてきました。これ以上コロ

ナ関連に国費を求める必要性はないと考えます。  

よって、本意見書案には反対いたします。  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

阿保議員。  

○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 原案、地方財政の充実・強化に関する意見書に賛成の立

場から討論を行ないたいと思います。 

提案されているのは、地方財政の充実を求めるものであって、その中にコロナ対策等

の充実も含めて全体で１０項目ですか、１０項目の要望が出されているわけです。これ

ら一つ一つが地方自治体の抱えている課題にリンクするものであり、私はこれを全体を

通して地方財政の充実・強化を求めていくということは妥当なことだと思っております

ので、当意見書については賛成の立場で討論といたします。 

皆様の御賛同のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（篠原義彦） 次に、原案に反対者の発言を許します。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、意見書案第４号地方財政の充実・強化に関する

意見書案に対しまして反対の立場で討論を行ないます。 

地方自治を充実させるため、継続させるため、持続可能なものとするために一定の国

費の負担、そうしたものについては必要であると私自身も認識をしているところであり

ます。 

記書きの２番項にございます新型コロナウイルス感染症対策につきまして、現在にお

いては既に５類に移行がなされており、５類にある他の感染症と比較をいたしまして、

さらなる国費対応であるとかそういったものについて、いわゆる特別な措置、特別な対

応というものは、これ以上のものは必要がないと私自身は捉えているところであります。 

５類に移行したわけでありますから、厚生労働省が示しております今後につきまして、
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このコロナの対応についても地方公共団体等の自立的な運営というものが求められてい

るわけでございます。さらなる国費による特別対応等をなされることによって、それら

が阻害されるという懸念もありますので、真に自主、自立、自分たちの足で立ち、自分

たちの町、地方公共団体を守っていく、自立的な運営をしていくという観点からも、こ

ちらの記書き２番項については賛同することができません。 

議員諸兄姉の御賛同を賜りたくお願い申し上げ、討論を閉じさせていただきます。 

○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に反対者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで討論を終わります。  

 これから意見書案第４号地方財政の充実強化に関する意見書を採決します。  

この採決は起立によって行ないます。  

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（篠原義彦） 起立者８人。  

よって起立多数です。  

お座りください。  

したがって、意見書案第４号地方財政の充実・強化に関する意見書は、原案のとおり

可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 意見書案第５号  

○議長（篠原義彦） 日程第１３ 意見書案第５号肥料、燃油などの生産資材等高騰対

策の強化を求める意見書を議題といたします。  

 提案趣旨の説明を求めます。  

 梅村智秀議員、御登壇ください。  

○５番（梅村智秀）〔登壇〕 意見書案第５号肥料、燃油などの生産資材等高騰対策の強

化を求める意見書につきまして、案文の朗読をもって趣旨説明を行ないます。 

 北海道の農業は、国民の食料を安定供給する食料基地として、また、国土・環境の保

全など多面的機能の発揮に大きな役割を果たす産業として、本道の地域経済・社会を支

える重要な位置づけにあります。  

 こうした中、コロナ禍後を見込んだ経済回復やロシアのウクライナ侵攻等によって肥

料、飼料、燃油などの生産資材価格が急騰し、高騰対策として、昨年は国をはじめ、北海

道や市町村では営農継続に向け、地方創生臨時交付金などを活用した対策が講じられま

した。しかしながら、国が措置した肥料高騰対策は、北海道で使用する肥料銘柄の高騰

率が高いことから、全国一律の価格高騰率４０％を使用する算定式では、北海道の高騰

率７８％との乖離が大きく、十分な補填対策となっていないと生産者からの声が相次い

でいます。このため、国に対しては、価格上昇分を確実に補填される対策が求められて
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います。  

一方、６月からの新たな肥料価格が前年よりも１９．４％、こちらはホクレン主要銘

柄、引き下がり、全国でも２８％、こちらは全農扱い、値下がりしました。このため、国

は、直接的な補填対策を行なわないとして、使用量の低減を定着させる事業を措置し、

協議会当たり５００万円を上限とした追加対策を示しましたが、専業的な農業を多く占

める北海道にとっては、支援額が小さく経費を補う対策につながるのか懸念されていま

す。また、価格が下がったとはいえコロナ禍前と比較すると依然として高い水準にあり、

為替相場は再び円安傾向となっているため、さらなる価格高騰を招くことが危惧されて

います。  

 加えて、６月から石油元売り企業への国の補助金が段階的に縮小していることから、

ガソリン価格がリッター１８０円を超える状況にあり、これに連動して電気料金も大幅

に値上がりしています。  

このままでは、昨年同様の生産コストの増加が見込まれ、農業経営を一層圧迫させる

懸念があることから、今後の食料安定供給にも大きな影響を与えかねません。  

つきましては、地域経済を支える農業が今後も継続できるよう、生産者の負担軽減対

策に資する生産資材価格高騰対策について、下記事項を要望いたします。  

 記。  

１、令和４年度における国の肥料価格高騰対策について、北海道で使用する肥料銘柄

の高騰率が高いため、全国一律の価格高騰率との乖離が大きく、十分な補填対策となっ

ておらず、価格が高止まりしていることから、高騰分が確実に補填されるよう、本年度

もさらなる対策を講ずること。  

２、ウクライナ情勢の長期化や円安傾向の中で、石油元売り企業に対する補助金の削

減で燃油価格が値上がりし、これと連動して電気料金も大幅に引き上がっており、国民

生活のみならず地域経済を支える農業への影響も大きいことから、国の高騰対策を継続・

強化すること。  

また、地方に対しては、長引く物価高騰に対応できる取組みが行なえるよう、地方創

生臨時交付金など地方財政措置を講ずること。  

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。  

提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大

臣、経済産業大臣。  

以上、議員諸兄姉の御賛同を賜りたく、よろしく御審議を願うものでございます。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第５号肥料、燃油などの生産資材等高騰対策の強化を求める意見

書を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第５号肥料、燃油などの生産資材等高騰対策の強化を求める意

見書は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件  

○議長（篠原義彦） 日程第１４ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とい

たします。  

 総務、産業厚生、広報広聴の各常任委員長から、所管事務のうち会議規則第７５条の

規定によって、お手元に配布しました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査

の申出があります。  

 お諮りします。  

 本件申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務、産業厚生、広報広聴の各常任委員長から申出のあった所管事務に

ついて、閉会中の継続調査の申出は、申出のとおり決定をいたしました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件  

○議長（篠原義彦） 日程第１５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題

といたします。  

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました所掌

事務の調査事項について、閉会中の継続審査の申出があります。  

お諮りします。  

本件申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長から申出のあった閉会中の継続調査とすることに決定を

いたしました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議員派遣の件  

○議長（篠原義彦） 日程第１６ 議員派遣の件を議題といたします。  

 お諮りします。  
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 本件については、会議規則第１２９条の規定によって、お手元にお配りしました派遣

内容のとおり議員を派遣したいと思います。  

御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件はお手元にお配りしました派遣内容のとおり議員を派遣す

ることに決定いたしました。  

（発言する者あり）  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。  

午後  ３時４０分  休憩  

午後  ３時５０分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎閉会宣告  

○議長（篠原義彦） これで本日の日程は全部終了いたしました。  

お諮りします。  

本定例会に付託された事件は全部終了しました。  

会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。  

御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。  

会議を閉じます。  

令和５年第３回本別町議会定例会を閉会いたします。  

 御苦労さまでした。  

閉会宣告（午後 ３時５１分）  
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